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案 件 

件 名 審 査 結 果 

１ 

３０陳情第１３号 

多摩市複合文化施設（パルテノン多摩）に大型自動演奏楽器を残し

て頂きたい件についての陳情 

趣旨採択 

２ 
３１陳情第３号 

総合体育館及び多摩東公園駐車場有料化に対する陳情について 
不採択 

３ 
３１陳情第４号 

総合体育館及び多摩東公園駐車場有料化に対する陳情について 
趣旨採択 

４ 

第３０号議案 

社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

可決すべきもの 

５ 

第３１号議案 

多摩市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

可決すべきもの 

６ 

所管事務調査 

パルテノン多摩大規模改修及び図書館本館再整備と図書館政策に

ついて 

決定 

７ 特定事件継続調査の申し出について 決定 

 

協 議 会 

件 名 担 当 課 名 

１ 公共施設使用料の改定について 

スポーツ振興課 

教育振興課 
関戸公民館 
永山公民館 

企画政策部行政管理課 

２ 
連光寺複合施設及び鶴牧・落合・南野コミュニティセンターの大規

模改修の進捗状況について 

コミュニティ・生活課 

児童青少年課 

３ 旧北貝取小学校跡地活用基本方針（案）について 文化・市民協働課 

４ 
総合体育館及び体育施設・多摩東公園の指定管理者制度導入につい

て 
スポーツ振興課 

５ 
2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた多摩市の取組方

針の改訂について 
オリンピック･パラリンピック準備室 

６ 
東京2020 テストイベント READY STEADY TOKYO－自転車競技（ロ

ード）地域説明会の開催について 
オリンピック･パラリンピック準備室 

７ 平成30年度第４回子ども・子育て会議の概要について 子育て・若者政策担当 

８ 平成31年度以降の保育所待機児童対策について 子育て・若者政策担当 

９ 平成31年４月認可保育所新規入所申込等の状況について 子育て支援課 

10 保育料の未納金対策 子育て支援課 



11 
義務教育就学児医療費助成制度の所得制限撤廃に係る進捗状況に

ついて 
子育て支援課 

12 平成31年成人式実施報告 児童青少年課 

13 学童クラブ費過年度分滞納状況 児童青少年課 

14 平成31年度学童クラブ在籍予定数 児童青少年課 

15 平成31年度の学童クラブにおける待機児童対策について 児童青少年課 

16 平成30年度新規児童虐待相談対応件数について 子育て総合センター 

17 
国庫交付金の前倒し内定に伴う３月追加補正及び当初同時補正の

状況について 
教育振興課 

18 タブレット型端末の配備状況について 教育振興課 

19 (仮称)ボッチャ2020 TAMAカップ（案）について 教育振興課 

20 
平成31年度全国学力・学習状況調査の英語「話すこと」調査につい

て 

教育振興課 

教育指導課 

21 平成31年度学校における働き方改革推進プランについて 教育指導課 

22 平成30年度全国体力・運動能力等調査に関する結果について 教育指導課 
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                  午前１０時０３分 開会 

折戸委員長   ただいまの出席委員は６名である。定足数に達しているので、これより

子ども教育常任委員会を開会する。 

 本日は、お手元に配付した審査案件の順に沿って進めさせていただく。 

 日程第１、３０陳情第１３号 多摩市複合文化施設（パルテノン多摩）

に大型自動演奏楽器を残していただきたい件についての陳情を議題とす

る。 

 本件は継続案件である。署名の追加の報告がある。 

池田議会事務局次長 ３０陳情第１３号について、これまでの署名は２,３８６名だった。

本日までに追加の提出が１,５０４名あった。合計して３,８９０名である。 

折戸委員長   本件について提出される資料について、また現在の市の状況や考え方な

ど、市側から説明等があったらお願いする。 

松尾くらしと文化部長 本件の陳情に関しては、１２月議会の常任委員会において、この

関連する資料要求があったので、本日、その資料を提出させていただいて

いる。また、あわせて、パルテノン多摩のリニューアル後の自動演奏楽器

の取り扱いに関する市の基本的な考え方についても、資料として提出をさ

せていただいている。あわせてご説明をさせていただきたいと思っている。 

 それでは、文化施策担当課長の立花より、資料に基づきご説明をさせて

いただくので、よろしくお願いする。 

立花文化施策担当課長 提出させていただいた資料だが、本件陳情に関して、前回委員会

からの資料要求ということで、内容としては４点いただいている。資料化

して提出させていただいた。 

 １点目が、資料にあるオープンスタジオ、現在の特別展示室の位置にな

るが、こちらにオルゴール館を整備した場合の想定工事費用はどうなるの

か、どういうことが想定できるのかというご質問であった。これに関して

は、整備概要として、オープンスタジオのところにオルゴール館を設置す

る。その場合の遮音工事とか、あるいは空調工事等々を勘案すると、整備

費用概算としては、そこに記載しているように約１億４,０００万円弱かか

るだろうとなっている。これは、あくまでもそういう想定をした場合の工

事費用である。 
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 それから、２点目である。２点目については、これまでの自動演奏楽器

に係る交渉の経過を知らせてほしいということであった。こちらについて

は、後ほど別紙のほうで説明をさせていただきたいと思う。 

 それから３点目である。３点目は、１を想定した場合、オープンスタジ

オのところにオルゴール館をつくった場合の維持管理、メンテナンス等の

費用についてどう想定できるかというご質問であった。こちらについては、

現在、パルテノン多摩４階にマジックサウンドルームがあるが、同じよう

に専用室と考えたところ、今の実績にほぼ近いところが想定できるという

ことで、こちらには平成２９年度の維持管理経費を記載させていただいて

いる。平成２９年度については、約２５７万４,０００円ということだが、

この年は修理修繕については特に行っていない。通常、修繕を行った場合

では、平均すると２０万円程度の額がかかってくることがわかっている。 

 ４番目が、自動演奏楽器を残した場合の多摩センターエリアの活性化へ

の見通しというご質問であった。なかなか具体的に数値化してお示しする

ことはできないが、例えば区切られた空間での活用になると、下の表にあ

るように、ほかの館の実績としても、今マジックサウンドルームは約１万

人弱の入場者になるが、ほかの例えば三鷹のオルゴール館だとか萌木の村

オルゴール博物館についても、約１,３００人、あるいはオルゴール館で

１万４,８８０人ということで、そう大きく変わるところがないところでは

あった。ただ、市民の居場所を目指すオープンスペースに設置をしたこと

になると、こういう数字とは違ってくるんだろうとは認識している。市民

の認知度向上や誘引効果等の可能性はあるのではないかと考えている。多

様的な空間で無料公開することは従来と違うやり方になるが、こうしたと

ころを進めることによって積極的な活用が一帯の活性化に寄与することは

想定できるのではないかとは考えている。 

 以上が、前回の委員会からいただいた資料要求に対する内容ということ

だが、先ほどの交渉の経過等も含めて、もう一部資料提出させていただい

ている。資料は、自動演奏楽器の取り扱いについてということになってい

る。これは、前回の委員会以降、市のほうでもさまざま整理をさせていた

だいて、今回、自動演奏楽器のリニューアル後の取り扱いについて一定の
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方針を出させていただいたので、それを報告させていただくものである。 

 まず１番目に、自動演奏楽器に対する認識ということで、これは自動演

奏楽器の価値ということがまずある。こちらについては、資料に縷々記載

させていただいているが、機械としては、あるいは文化遺産として世界的

にも大切な文化遺産としての貴重品であるとは捉えている。これは、文化

遺産としての理解を持って活用していくことが必要だと市のほうとしても

認識しているところである。 

 それから、維持管理経費と集客の実績というのは、先ほどご説明させて

いただいた状況であるということ、それから従来までの課題としては、開

館当初から文化遺産の保護とシティセールスということで一定の役割を果

たしてまいったが、マジックサウンドルームという閉鎖的な空間における

活用については、一定程度の限界があったと認識しているところである。

それから、従来の活用内容や集客等の成果、これはマジックサウンドルー

ム内で活用していくものに対しての成果にとって継続的に係る維持管理経

費の負担が大きかったことは認識をしている。こういう認識のもとに検討

を重ねたということである。 

 ２番目が、先ほどの資料要求にもあったが、検討等の経緯ということで

整理させていただいた。まず、平成２８年、今回の大規模改修事業が始ま

った当初だが、マジックサウンドルーム、あるいは自動演奏楽器について、

どうしていくかを市庁内の経営会議でも協議している。そこで方向性とし

て確認できたのが、以下の３点だ。 

 １つ目は、マジックサウンドルームについては廃止を視野に入れて検討

すること、それから個々の自動演奏楽器については、文化的な価値に鑑み

て、館内での活用方法を柔軟に検討していくこと。それから２つ目が、文

化的価値の維持・保全を前提に、他の公共施設、学校、博物館等における

適切な管理や活用もあわせて模索していくこと。それから３つ目として、

この方向性に沿って具体的な作業を進め、基本計画等の議論についても注

視しながら取り扱いについて継続協議していくことが確認されている。 

 平成２８年８月以降、この方向性に従って、私どもとしてはさまざまな

検討を進めてまいった。基本計画の策定に当たっては、マジックサウンド
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ルームについては廃止も視野に入れて検討する方向性となってきている。 

 それから次のページになるが、多摩中央公園の周辺の大学や博物館等に

おける設置場所、面積、移設費用、市民の鑑賞機会等々について周辺大学、

または博物館等にヒアリング等の調査を行い、検討を進めた。この際は、

市議会から附帯決議もいただいているように、多摩中央公園を中心とした

多摩センター地区の活性化に寄与できる施設に何とかそれを移設できない

かを考えていた。 

 平成２８年１２月には、子ども教育常任委員会の委員長報告ということ

で、議会としても、マジックサウンドルームの一定の役割が済んだ認識を

持っていると。改修工事が終了した場合、必ずしもパルテノン多摩内に設

置する必要はないのではないかというご意見をいただいている。 

 これらの状況から、平成２９年４月に、近隣大学に、これは当初の経営

会議の方針に基づいて８台一括の受け入れの打診を行った。その時点では、

場所も含めて検討していくと、継続して協議していこうというご返事をい

ただいていた。その後、特別委員会でも議会としての考え方、方向性は一

致しているというお話を受け、さらに基本計画においては、まずマジック

サウンドルームについては展示は終了することが決定させていただいてい

る。昨年１０月だが、近隣大学との協議において、２９年４月の状況と若

干変化があって、当初想定していた教室が使用できるか流動的になったと

いう回答をいただいた。議会のほうとしては、今回、この陳情をいただい

たのが昨年１２月の市議会である。ことし２月に入って、改めて近隣大学

と協議をいたしている。そのときのお話が、昨年１０月にご連絡いただい

た状況に変化がなくて、どうできるかという回答については４月以降にな

ることが確認された。この時点で、双方の置かれた状況から、８台一括の

受け入れの検討については終了することを確認させていただいている。た

だし、大学としては、今後も協力連携できることがあれば前向きに検討し

ていきたいという意向は示していただいている。 

 あとは、庁内で協議を、こういったところを進めてきた中で、３月５日

に最終的に市としての方針を決定したのが第３１回の経営会議である。そ

の内容が、３番以降になる。 



 5

 ３番は、ここで改めて基本的な考え方、これまでの流れを整理させてい

ただいた。従来の基本的な考え方については、先ほど来申し上げている平

成２８年度の方向性、方針に基づいて検討をしたということだ。貴重な文

化遺産としての楽器、維持保全を最大限に考慮する、温湿度管理がされた

室内で管理することが望ましい、それから管理・活用を考え、８台一括で

受け入れ、そういった室内で管理し、あわせて市民が触れられる場所を近

隣で確保することを優先的に検討するという方向、考え方で進めてまいっ

た。 

 ここで状況の変化としては、いよいよ２０２０年４月から改修工事に入

ることになる。したがって、来年度、今年にはその設置場所とかそこの移

転、それからその後の活用については早々に決めていく必要が出てきてい

る。したがって、今年度内には自動演奏楽器の取り扱いの方針を決める必

要、ぎりぎりの時期に来ているということである。 

 それから、先ほどの経過で申し上げた近隣大学での８台一括の受け入れ

については断念せざるを得ない状況となったことがある。 

 それから、楽器のリスクというのは、やはり変わりはしないが、例えば

オープンスペースでの活用については、そのような活用例が他館にもある

ところも判明してきている。これまで文化的な価値、維持保全、それから

８台一括での管理というところを重視し、行き先を検討してきたところだ

が、一方ではマジックサウンドルームでも課題でもあった広く市民への公

開、普及への対応というところも必要になってきている。このようなとこ

ろから、３月５日の経営会議においては、その（３）のように方針を決定

させていただいたところである。 

 リニューアル後のパルテノン多摩の文化芸術に誰もが気軽に接し楽しめ

る場所づくりや、多摩中央公園を取り巻く施設の連携と賑わいの創出、こ

れが大変重要なテーマになっている。こういったところを重視して、①か

ら③の方針を決定した。 

 楽器の価値を鑑み処分・譲渡は行わず、一定の維持管理費及び修繕費等

の経費はかかるが、市民の文化活動やにぎわい活性化のツールとして活用

していく。楽器は、基本的にパルテノン多摩と新図書館本館に分散配置す
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る。ただし、楽器の管理については多摩市文化振興財団が一括して行い、

どう配置するか具体的な内容については早急に検討していく。それから

３つ目が、これまでのマジックサウンドルームでの活用の反省を踏まえ、

より身近な文化遺産として市民が触れる機会をふやすためにオープンスペ

ースに設置をしていこう、この３点を決定した。 

 最後に、この活用に当たってはさまざま留意が必要だということで、留

意点についても整理させていただいている。活用を継続することがあるの

で、引き続き一定の維持管理経費は必要になってくる。また、オープンス

ペースでの活用を今までやっていないので、これによって修繕対応がふえ

る可能性があることは言える。 

 それから２番目は、多摩センター地区の活性化に向けた具体的な活用方

法を検討する必要がある。その際は、市民協働の枠組みを取り入れるなど、

運用経費の工夫が必要になってくるだろうということである。 

 それから３番目が、オープンスペースに配置する際には、オブジェでは

なくて、本来の楽器としての活用を継続するよう、設置場所や配置等を慎

重に検討する必要があるということ。 

 それから、長期休館中、改修工事中だが、ここについては比較的移動が

容易にできる楽器については休館中も多くの市民の方に自動演奏楽器に親

しんでいただく、あるいはリニューアル後に期待を持っていただく必要性

があることから、公民館等への設置も検討していくと。ただし、それ以外

の楽器については、やはり移転作業とか維持管理等を勘案して、パルテノ

ン多摩の収蔵庫に保管することを基本として教育委員会と協議していくと

いうこと。 

 それから最後に、（５）として、楽器は１９００年前後のものということ

で、オープンスペースでの活用を進める中では復旧困難な故障も十分に考

えられる。その際については、オリジナルの部品にこだわるのではなくて、

楽器として使えることを目指して修復し、それでもさらに復旧しない場合

には、楽器ということではなく資料としての活用も検討していく必要があ

ると整理させていただいた。 

 以上、これまでの経緯、それからいただいた資料要求の内容について報
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告をさせていただいた。 

松尾くらしと文化部長 この自動演奏楽器の取り扱いについては、これまで議会でもご議

論をいただき、市の最終的な取り扱いについて早く結論を出してほしいと

いうことで求められていた。市としても、今、立花課長から説明をさせて

いただいたとおり、検討、交渉を進めてまいったが、結論には至らなかっ

たと。市の考え方をお示しする時期が遅くなってしまったことについては、

大変申しわけなく思っている。 

 検討の経過にもあったとおり、これまで自動演奏楽器の維持保全を重視

し、温湿度管理ができる部屋があって８台一括で受け入れをいただき、市

民の皆さんにも親しんでいただけるような活用が可能なところとして近隣

大学と調整をしてまいったが、残念ながら、３１年２月に断念せざるを得

ない状況になったというところである。 

 また、平成３０年１２月の議会では、この多摩オルゴールを守る会より、

この時点では２,０００名を超える皆さんの署名をもってパルテノン多摩

に自動演奏楽器を残していただきたいとの陳情が出された。市としては、

こうした市民の皆様の思いも受けとめていかなければならないと考えてい

る。 

 市としては、自動演奏楽器の取り扱いについての最終結論を出さなけれ

ばならないというタイムリミットも迫っている中で、これまでの議会での

ご議論、ご意見、さらには近隣大学での受け入れや陳情等の自動演奏楽器

を取り巻く状況の変化を踏まえて、現時点で考え得る最善策として、これ

までどおり多摩市文化振興財団が一括管理をしながら基本的にパルテノン

多摩と新たに建設をする図書館本館のオープンスペースに配置をして、こ

れまで以上に、より多くの市民の皆さんに親しんでいただける活用をして

いくことにした。 

 最後に、改めて、自動演奏楽器の取り扱いに関する市の最終的な考え方

もお示しするまでに時間を有したことについてはお詫びを申し上げるとと

もに、本日の陳情のご審議に当たっては、この市の考え方とあわせて、本

委員会としての判断をお願いできればと考えている。よろしくお願い申し

上げる。 
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折戸委員長   市側の説明が終わった。 

 これより質疑に入る。質疑はあるか。 

岩崎委員    今までの長い経緯を教えていただいたが、今までの特別委員会の後の流

れの中で、近隣の学校などに聞いたとあるが、何カ所ぐらいまず聞かれた

のか。 

立花文化施策担当課長 先ほどご報告させていただいた内容にあるように、重点的には一

括管理ということ、それからあと近隣での活用、多摩センター地区のにぎ

わい活性化というのを目指す必要があるということを重点的に考えていた

ので、その時点では、大学には３カ所伺っている。 

岩崎委員    どのように聞かれて、そして具体的には、ここでは学校名とかはおっし

ゃれないと思うが、どういう経緯で聞いて、どうお断りされたのか。 

立花文化施策担当課長 お断りされたということではないが、まず、スペースの問題とい

うことで、一括してそれを管理できるスペースがないところはあった。そ

れから、その当時、当然そこから結論をもって、じゃ、お願いするにはど

うしたらという具体的な話までは、そういうことでは進んでいないが、課

題となってくるのは、やはりスペースの問題と管理していく手法、それか

ら維持管理費、その辺についてはなかなかハードルの高いものがあった。 

岩崎委員    平成２８年に廃止も視野に入れてと、部屋の廃止だと思うが、そういう

中では、３カ所にお聞きしたというのはちょっと少ないのかなと思うが、

市外などは聞いたか。 

立花文化施策担当課長 これは具体的に調整しに行ったということではないが、電話等で

お聞きしたのはある。ただそのときの、先ほども申し上げたように、その

ときの視点、方向性としては、多摩センター地区の活性化に寄与できる、

あるいは市民が触れることができるところを重視していたので、具体的に

積極的にお尋ねしたのは市内の学校にさせていただいていた。 

岩崎委員    以前、質疑の中で、２年ほど前だが、寄贈も視野に入れるときがあった

が、そういう意味では、多摩市外のどの辺の地域まで聞いたのか。 

立花文化施策担当課長 寄贈も視野に入れるというか、そのときの質疑の内容としては、

手法として譲渡とか、あるいは委託してやるものとか、あるいは売却、そ

れからあと市が所有したまま活用していく、幾つか手法があるというお話
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のやりとりはさせていただいたと記憶している。 

 そういう中で、活用していけるためにどうやって、まずは場所を決めて、

それをどうやったら、どういうやり方だったらそれが実現するか、手法と

してはそういうものがあると。その中では、なかなか受け取っていただく

のも、寄贈という可能性があるのは市内のそういうところではなく遠方の

博物館、例えばオルゴール博物館等については、寄贈していただくならお

預かりすることはできるというお話もあった。ただ、市民に対しての活用

という点では成り立たない話なので、その辺については、なかなかそちら

にいくことはしなかったということである。 

岩崎委員    この件は最後だが、つまりは、あくまでも多摩市内に８台一括管理する

という考え方が常にありながら、とりあえずは聞いていたという考え方が

あったということか。 

立花文化施策担当課長 そのとおりである。基本的な考え方は、先ほど説明させていただ

いたとおりで、そういう中での可能性としてはどういうところが考えられ

るかということで聞かせていただいていたということである。 

岩崎委員    一定の着地点が今見えたということでお話しいただいたが、その中で今

の状況が生まれたということか。 

立花文化施策担当課長 それもおっしゃるとおりである。そういった状況の中で、一括し

てお引き受けできそうだというお話の中の協議が、ここでなかなか難しい

ことになって、この着地点、いわゆる結論に達したということである。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

渡辺委員    近隣大学との協議の中で、２月末にそういう形で返答が来たということ

だが、状況に変化がなくて回答は４月以降になったと思うが、８台の一括

受け入れはここで断念ということだが、例えば２台、３台と、そういう分

散をして配置していただけるということは、まだ話し合いの中の内容に入

っているかどうかお聞かせ願う。 

立花文化施策担当課長 資料にも書かせていただいたが、８台一括での話についてはここ

で終了することは確認したが、そのときに、大学としては、今後もいろい

ろ状況があるだろうから、そういったことについては積極的に協力してい

きたいので、その節は遠慮なく言ってくださいというお話をいただいてい
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る。 

 なので、今お話しいただいたような、ご質問いただいたような内容も含

めて、必要に応じて協議ができるんだろうとは考えている。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

橋本委員    ３２年前から、その後何年かにわたって８台が購入されたかと思うが、

陳情者が初代、このときにかかわってきた市長のいろいろな思いを書かれ

ているが、行政として、その後、市長が３人変わっているが、この楽器の

位置づけについて、経営会議で、今回はみんなで承認をなさったというこ

とだが、その辺のところは、行政としての位置づけはどうだったのかとい

うことと、ＰＲ方法として、パルテノンの会議報とかそういうところにあ

るのと、以前はＣＤをつくって来れない方にも聞いていただくみたいなこ

ともされたと思うが、その辺で、所管としてなさってきたことを、かいつ

まんでで結構なので、お答えいただきたい。 

立花文化施策担当課長 行政としてというお話があった。もちろん、位置づけとしては、

開館当初から、１つのシンボル的に博物館機能とホール機能というのがあ

るが、１つは、博物館機能を、当時、パルテノン多摩、ニュータウン開発

の中でその拠点としてオープンした、その中では内外にアピールするもの

も必要であった。そういった中の博物館機能の１つの目玉と考え、貴重な

文化遺産を手に入れることができた。これについては、過去の議会でも何

度もやりとりはさせていただいていたと思うが、十分に市民、あるいは周

辺の方々に活用していただけるような形をとっていきたいと努めてまいっ

た。 

 ＣＤを、今ご指摘いただいたようにつくったりとか、あるいは時期によ

っては１度外に出して活用してみたりとか、日常的には障害をお持ちのお

子さんたちがそこで音楽を楽しむという活動もしてきて、近年は、ワイン

を飲みながら雰囲気づくりをやって、なるべく多くの方に来ていただいて

親しんでもらうところに心がけてはいた。 

 ただ、その辺、十分だったかと言われると十分ではなかったのかもしれ

ないが、いろいろ努力をした中で、今の部屋の位置だとか、そういう部屋

の中にあるという中では、一定、その活用についての限界があったのかと
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考えている。 

 そういう中で、今回、先ほどの結論に整理をさせていただいたところで

ある。 

橋本委員    十分かどうかということは、行政の方、それから市民としての私、議員

としての私も、どうしても日常の中で、それほどの大きな価値を持つもの

だという位置づけの言動にしろ行動にしろ、その辺は弱かったのかと思っ

ているが、初代は、これは歴史的な価値があって、劣化ではなく経年的に

価値が上がるものだと。最後の楽器を買ったときに、私も説明を受けたが、

その辺のところは、今までのやりとりの中でも幾ら幾らとすごく難しいも

のなんだということは聞いてきたが、その辺で、パルテノンにある８台に

ついて、どこからか引きとりたいという、今度の件で引きとっていただき

たいんじゃなくて引き取りたいというお声はあったのか。 

立花文化施策担当課長 引き取りたいという声があったかどうかに関しては、それは特に

なかったということである。上がっていく価値というのが、いろいろな見

方があるとは思う。例えば、金額、価格ということでいうと、これはあく

までもその時点での流通価格なので、必ずしもその価値をあらわしている

かというと、そうは考えていない。そういう中では、過去の答弁でも確か

にあったが、文化遺産としての価値というのは変わらずあるとは捉えてい

る。 

橋本委員    きょうのご説明の中でもあった維持管理費だが、先ほどの年度のは単年

度で、特にトラブルがなかったときの金額かと思うが、今まで、例えば何

か不調があって部品を変えざるを得ない。最初の購入時のご説明だと、オ

リジナルのものでないと音が変わってしまうとかいろいろあったが、その

辺のところは、例えば２０万という数字が出されているが、一番高かった

工事とか、そういうものが、この３２年間の中でおありだったらお答えい

ただきたいと思う。 

立花文化施策担当課長 大変申しわけないが、過去一番高かった修繕の費用、今手持ちな

いので、数字はちょっと定かではないが、例えば部品をそろえて、どの機

械もそうだが、オーバーホールというのか、徹底して過去のものを再現し

ていくところをやるとすれば、年間に２５０万とかではなくて、もっと大
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きな金額がかかってくると。各個別楽器については皆さんにもごらんいた

だいたところだが、動物の革を使ったふいごだとか、今、用意をしてその

形にするのは難しいような部品もある。そういったところを全てオリジナ

ルでそろえていくのはなかなか難しいのかなと。 

 そういう意味では、楽器として使えるところを最低限の目標として維持

管理をしているということである。 

 修繕費がゼロと書いてあるが、修繕していないということではなくて、

定期メンテナンスの中で修繕をしていただいているのもある。そういうこ

とで、楽器として親しんでいただけるような最低限の補修を行ってきたと

いうことである。 

橋本委員    最後に、どんな形で残るにせよ、最初のころはヨーロッパで、どこの国

だったらオリジナルな、それを知っている方を招かないと、きちっとした

直しはできないという見解を持っている方もいらっしゃったし、今では、

一定の知識と、それから技術がある方がずっと管理をしてくださるという

ことだが、この辺のところで技術者の存在、これはどこが持つにしろ、ど

こにあるにしろ、とても重要なことだと思うが、その辺の古い自動演奏楽

器をきちっと対応するテクニックを持った方というのは、日本の中ではこ

れからも確保できる、そういう見通しはあるのか。 

立花文化施策担当課長 なかなかその辺、やはり難しい問題ではある。伝統文化芸能とい

うのは、次の世代、次の世代ということになると、技術的な面も含めて継

承者が減っているというのが、よく一般的にある傾向だ。 

 そういう中で、今回、８台のうち６台メンテナンスをしていただいてい

るような博物館に、主にお話は伺っているが、それ以外の自動演奏楽器を

販売しているような事業者とか、そういうところにもお話を伺ったりはし

た。そういう中では、確かに技術者はなかなか少なくて大変だということ

はあるが、当面、その辺の対応はできるのではないかというお話は聞いて

いる。 

折戸委員長   ほかに。 

岩永委員    今のお話だが、私が過去の議事録を洗うと、平成２３年度のころには大

規模修繕ということで３００万円近くかけてやっているとことなので、音
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をきちっと鳴らすためにはある程度お金をかけてお手入れをすることが必

要なのではないかと思っている。 

 まず私が伺いたいのは、なぜこれらの楽器をヨーロッパから多摩市で購

入をしたときに、マジックサウンドルームをつくったのかという理由だが、

確かにあそこは閉鎖的だしなかなか行きやすい場所ではないということが

ありながらも、サウンドスケープ構想があり、自動演奏楽器を購入し、マ

ジックサウンドルームをつくることになった、その理由についてまずお尋

ねしたいと思う。 

立花文化施策担当課長 マジックサウンドルームは、その建設当初から、それに目的した

部屋ではなかったが、自動演奏楽器をそこに設置することが決められてか

ら、一定の同じ室内で管理をしていく必要があるんだろうということで、

その部屋をしつらえ直して、そこをマジックサウンドルームにしたという

記録は残っている。 

 建設当初については、そういったところでは、ある意味、１つの博物館

としての部屋で活用していくことを前提に、さまざまな事業展開を進めて

きたところである。 

岩永委員    博物館としておくためにということもあるが、同じ室内で管理する必要

は、私はあそこは特別な温度管理や湿度管理がなされていると思っている

ので、そういう環境が自動演奏楽器を購入し、これを文化遺産としてしっ

かり残していくためには、そういう部屋のしつらえをしなければいけなか

ったからではないかと思っているが、そのことについてお答えをいただき

たいと思う。 

立花文化施策担当課長 今まさにお話あったように、当初もそうだし、今回の議論、平成

２８年度の時点でそういう議論をしていたときにも、改めてそういう自動

演奏楽器を取り扱うような博物館とかの技術者の方にも伺ったが、保存、

それから次に大事に保存していくということについていえば、そういった

安定した湿度管理の中で保存していくのが望ましいことは言われている。 

 そういったところも踏まえて、当初、そういったことでは８台一括で室

内での管理ができるところがないかということで検討を進めてきたところ

である。 
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岩永委員    そうすると、言ってみれば、オープンスペースでの活用ということにな

ると、温度や湿度の管理が、ある意味でマジックサウンドルームのように

はできない環境に置くということは、今いただいたお言葉でいえば、要す

るに温度管理や湿度管理をすることが望ましい環境であったわけだが、望

ましくない環境の中で自動演奏楽器をこれからはパルテノン多摩の中や図

書館の中に配置をしていくことになるのか。 

立花文化施策担当課長 望ましい、望ましくないというレベルの話もあるが、今までのよ

うに部屋の一定の室内の中で、しかも人通りということではなくて部屋の

中に自動演奏楽器を聞きにきた方だけが座って鑑賞するという環境の中で

使っていたのとは、その環境は変わってくるだろうと。もちろん、外に置

くとか、あるいは出入り口のすぐ近くに置くとか、あるいは直射日光が当

たるような場所に置くとか、そういったことはできないんだろうと思って

いる。 

 一定の温度管理はあるにしても、湿度、それから空気の流れ、いろんな

意味で室内とは環境については変わってくると考えている。 

岩永委員    その楽器が、より多くの人の目に触れることが望ましいわけなので、そ

ういう観点で望ましい、望ましくないといった場合には、今、閉鎖的なマ

ジックサウンドルームの中で、あの状態で置いておくことは望ましくない

のかもしれない。 

 ただ、私は貴重な文化財として多摩市が文化的な価値を維持して守って

いく上での望ましい、望ましくないという環境においてもう一度お答えだ

きだいと思います。 

立花文化施策担当課長 文化遺産として一定の維持をしながら、しかも活用していくとい

うのは、なかなか両方が最適なものでというのは難しいことは、過去の経

緯から、先ほども申し上げたところである。 

 過去、そういった意味では、なるべく旧来の現状をそのまま保全してい

くところに力点、視点を置いてきたわけだが、今回、そこを活用していく

視点を強めて、オープンスペースに置いていこうということで、そういっ

た意味では、一定のリスクはありながらもというところを踏まえた上で、

そういう方針に決定させていただいたということである。 
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岩永委員    そのことは、出していただいた自動演奏楽器の取り扱いというところの

３ページのところにも、従来より楽器の劣化リスクはありながらも、その

ような活用例があることも判明したと書いてあるが、従来より楽器の劣化

リスクというものをどのように捉えられているのかということ、それから、

そのような活用例があることも判明したと書いてあるが、それは日本のど

この場所で、どのような活用例があることが判明したのかをご説明いただ

きたいと思う。 

立花文化施策担当課長 まず、リスクのところだが、ここで過去、先ほど申し上げた清里

のオルゴール博物館に主に話を聞いていたが、そういった意味では、ほか

の事業者のところに聞いてみる必要があることを踏まえて、取り扱い事業

者にも、個々の楽器の特性をもう少し詳しく聞いたりはしている。 

 そういった中では、過去、我々の認識が甘かったところもあるが、楽器

によっては十分な管理が必要なものと、それから一部そうではないものが

楽器によって違うところもわかってきた。 

 そういった中で、多分、オープンスペースで活用しているというのは、

そういう意味では温湿度管理というのをある程度許容範囲が広い楽器なん

だろうとは思っているが、あれは河口湖か、オルゴール博物館があるが、

こういったところではオープンスペースに置いて活用している事例もある

ところは伺ったところである。 

岩永委員    私、結構そのことはとても大事なことだと思っているので、さらに伺う

が、では、そうやっていろいろと認識が甘かったことも含めて、いろいろ

なところにお問い合わせをされたということだが、非常に細かくなって恐

縮だが、それでは、例えば８台今置かれていると思うが、その一つ一つに

ついてはどのようなヒアリングの結果が得られたのかについてお答えをい

ただきたいと思う。 

立花文化施策担当課長 一つ一つになるとあれだが、例えば幾つかある中で、ピアノの形

をしたアンピコというのがあるが、これは例えば移送、移転するのにも、

一般のピアノの運搬事業者ではなかなか難しいということ。ただ、そうで

ありながら、比較的低湿度に強い機種だということがあると。とはいえ、

自動演奏楽器の中ではそういうことが言えるということで、湿度の上下の
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変化が激しい場所というのは、やはり好ましくない。そういった見解を個々

の楽器についていただいているということである。 

岩永委員    私、今、お伺いしたのは、分散化して置く。しかも、温度や湿度を一定

的に安定させないようなオープンスペースに置くということなので、この

方針を出すに当たっては、しっかりと分散して置けるということを根拠を

もって説明していただきたい。そうすると、今おっしゃったことを、８台

についてそれぞれ調べていただかなければいけないと思うし、私は今の段

階で十分な調査ができていないかもしれないが、わかっていることについ

てぜひこの場でご披露いただきたいと思っているので、ご説明いただきた

いと思う。 

立花文化施策担当課長 例えば、先ほど申し上げたのが１台ある。あと、オルゴールにつ

いては、レジーナ、これについては比較的に扱いやすいところはある。極

端に低湿度の場所に置けばということにはなる。先ほども申し上げたよう

に、基本的に今ある８台の楽器での比較ではあるが、湿度の変化が一番大

事である。そういった意味では、５０から６０％の湿度管理は必要なんだ

ろうと思っている。今、現に、マジックサウンドルームの中に置いてあっ

ても加湿器をすぐ横に置いて使っているものもある。そういった意味では、

オープンスペースといっても、そういうところを、ある一定の管理はでき

る場所を想定していかなければいけないかとは考えている。 

岩永委員    私が短期間の中で、いろいろとインターネットなどからの情報で調べた

中でも、湿度の管理というのは大変重要だということだ。東京の場合の平

均の年間湿度というのは大体６６％ということで、大変かびが発生しやす

いことになって、私は伺っている。なので、今みたいにマジックサウンド

ルームでずっと５０％から６０％の安定的な湿度にしていたわけだが、そ

れをオープンスペースに置いて、どんな加湿器を隣に置いてということが

わからないが、そのあたりのことをしっかりと検討していくことが文化遺

産としての楽器を大切にしていくという市の見識にもかかわっていくんじ

ゃないかと私は思っていて、そこについてもう少し詳しくお伺いしたいし、

そのことについて、例えば今分散化ということで図書館のほうにも置くと

いうことだが、そのあたり、どう検討されているのかについてもお伺いし
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たいと思う。 

立花文化施策担当課長 まず１つ言えるのは、オープンスペースということではあるが、

館内なので、一定の空調はかかっているということはある。そういう中で

も、特に事業者、あるいは技術者の方から言われているのが、低湿度につ

いての変化ということで、これについては気をつけなければいけないだろ

うということ、それから直射日光等、古い木材、あるいは生き物の革等を

使っていたり、機械の仕掛けもそういったものには弱いことはある。だか

ら、低湿度のところについては加湿器を置くなりの対応は必要だろうとい

うことである。 

 実際に、図書館のほうはこれから検定と設計に、今設計に入ったところ

だが、教育委員会と協議して、その辺について、楽器にとってなるべく、

先ほどのような条件に近いところを検討していただくことはお願いしてい

るところである。 

岩永委員    今、低湿度のところもよくないというお話だったが、日本というのはす

ごくたくさんの雨が降って、最近も一気にすごく雨が降るととてもむしむ

しした湿度の状態になると思っているが、私が調べた中では、たくさんの

湿度があった中から、急に乾燥するような、そこから急激に低湿度に落ち

ていくと、それはそれで楽器はすごく影響があってよろしくないことがあ

ったわけなので、ただ単に加湿器をたいていればいい問題ではないと私は

認識をしているが、そこについてお尋ねしたいと思う。 

立花文化施策担当課長 その辺も、先ほど申し上げたように、そのとおりだと考えている。

湿度変化の大きい激変については厳しいものがあることはご指摘をいただ

いている。湿度の上下変化が激しい場所というのは好ましくないというの

はいただいている。そういう中で、建物内での可能な範囲を設置場所とし

て検討していくことになろうかと思っている。 

岩永委員    私は、建物の中については詳しくないが、建物の中によって、もし澤井

課長のほうで答えていただけるのだったら答えていただいたほうが専門家

だからいいのかと思うが、湿度の管理とか温度の管理というものを、広い

オープンスペースの中で一定に保つことがなかなか難しいとして、局地的

にそれをやろうとすると、今みたいに何か工夫できることはあるのか。私
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は難しいと思う。オープンスペースに置いてやるというのはとても難しい

ことだと思っているので、今市側のほうで出てきた案については、もうち

ょっと詳しく検討したいということがあるが、今おっしゃっているみたい

に、館内では一応気温も管理している、一定程度の気温というか快適な環

境を維持するというけれども、そのことと自動演奏楽器の管理というもの

をどう考えたらいいのかについて、もう少し専門的な見地からご説明いた

だきたいと思うが、いかがか。 

澤井特定施設担当課長 できる限り温湿度管理をすることによって、一定の温度、湿度を

連続して保とうとすること。あと、温湿度管理するとエネルギーも消費す

るので、エネルギー消費もなるべく少なくしようとすると。と考えると、

なるべく狭い空間に楽器を置くことがエネルギーの観点からも温湿度管理

の観点からいくと必要だと認識をしている。 

岩永委員    そうすると、例えば今みたいに、マジックサウンドルームの狭い空間の

中で管理をするのは、ある意味で理にかなっていたということか、そのこ

とについて確認したいと思う。 

澤井特定施設担当課長 温湿度管理とエネルギー消費の観点からいくと、おっしゃるとお

り理にかなっていた空間だったと思う。 

岩永委員    とりあえずそこまで、また次の人に回す。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

岩崎委員    今、８台の楽器がそれぞれ特性が違うということがあったとして、保存

の仕方も多少違うこともあったが、それぞれの楽器の価値というのをどう

認識されているかをお聞きする。 

立花文化施策担当課長 先ほど申し上げた価値というのが、いろんな視点があるんだろう

と考えている。先ほど申し上げたが、例えば金額ということであれば、そ

のときの流通価格なので、今現在は、この楽器については大体幾らぐらい

で流通しているだろうというところについてはお聞きしたところはある。

ただ、先ほど申し上げたように、その金額の多寡ではなくて、その時代背

景、つくられた時代背景だとか、その楽器をつくったことによる技術の進

歩とか、その後の長い歴史の中での流れ、そういったところにこの楽器の

価値というのはあるんだろうと考えている。そういうところでは、どれが



 19 

価値があってどれが価値がないというのはない。ただ、もちろん対外的、

あるいは外の方から見て、この楽器は世界に１台しかないから一番価値が

高いという言い方をされる方もいらっしゃる。確かに、自動演奏楽器の百

科事典等にも載っているものもあるし、そういった意味での価値の見方も

あろうかと思うが、市としては、そういった意味ではどれかをという、そ

ういう価値の上下をつけていることはない。 

岩崎委員    そうすると、価値の差がない認識だということはわかったが、それを踏

まえると、８台を今の岩永委員の言っていたように湿度管理というのは大

変お金もかかることだし難しい部分もあるのかと思う部分は、私は認識す

るが、例えば世界に１台しかないというのは、そういう楽器も多摩市に、

この８台の中にあることを考えると、全部を同じように考えるのは難しい

のではないかと思うが、その点はいかがか。 

立花文化施策担当課長 全部同じようにというか、活用していける手法というのはこれか

らいろいろあると思う。この楽器がつくられた当時、１９００年前後につ

いては、例えばカフェのオープンスペースで使っていた楽器もあるし、個

人の方がご自宅の中に置くためにつくったものもある。ただ、個人のお宅

といっても狭い部屋ではなくて、かなりの広いスペースの中に置かれてい

たんだろうとは思うが、いずれにしても、その楽器、楽器によって過去の

つくられた経緯とか使い方、それからもう一つ言うと、楽器が１００年の

間ずっと使われてきたかというと、そういうわけではない。流通の過程の

中では、こちらのパルテノン多摩に来る前に収蔵されていたものもあるし、

そういった意味では、楽器の状況を見ながら、オープンスペースで使われ

ていたところについては、できる限りの対応をしながらオープンスペース

で使っていきたいと考えているところである。 

岩崎委員    今回の市の分散の配置する基準を考えると、当初の技術は、湿度管理を、

技術力というのもある程度自然の中という部分もあったかと思うが、今は

ある程度お金をかければ湿度管理、あるいはさまざまな管理ができる時代

にはあると思うが、そういう中で、多摩市としては、今の着地点の中では、

この楽器だけは守りたいとか、この楽器はある程度お金をかけてもやむを

得ないと思っている部分はあるのか。 
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立花文化施策担当課長 先ほど申し上げたように、楽器としての価値に順番をつけてやる

という考えは今はない。なるべくどの楽器も、市民の皆さんが聞いたり、

あるいはコインを入れる楽器は使ったりとか、あるいはその中を少し解析

して学びに使用したりとか、いろいろなことで市民の皆さんに還元してい

くところに重点を置いたと、そういう結論だと考えている。 

岩崎委員    そうなると、先々、さまざまなことが起こってくることはあるかもしれ

ないと、この資料にも書いてあるが、市民に触れやすくしておくことと、

長くこの楽器が維持されることは、ある意味、市としては共存できる考え

方だと思っていらっしゃるかをお聞きする。 

立花文化施策担当課長 その辺は、最初に申し上げたように、一定の共存をしていきたい

と考えているところではあるが、資料にも書かせていただいたように、そ

のリスクというのは一定程度あるだろうと思っている。 

 現に、購入した時点で全く鳴らなかった楽器もあの８台の中にはある。

そういうものについては、オーバーホールというか、鳴るようにいろいろ

工夫を技術者の方にしていただいて鳴るようにしているところもある。だ

から、継続的にずっと８台そのまま鳴り続けられるかと言われると、それ

をこれから１００年、２００年もつのはなかなか厳しいかとは考えている

が、当面、この楽器を積極的に活用していく中については、最低限の維持

管理をしていきたいと考えている。 

岩崎委員    この年間約２５０万円という、ある程度額が出ているわけだが、これか

ら先、この２５０万を下回る可能性、あるいは上回る可能性の上限の幅と

いうのは考えているのか。 

立花文化施策担当課長 なかなかその辺は難しいところではあろうかと思う。ただ、今、

２５０万というのは、主に定期メンテナンスということで、技術者の方に

遠方から来ていただいて、それをほぼ毎月やっている形になっている。今

後、分散配置、図書館本館とパルテノン多摩に置いたときに、どのような

頻度でそれが必要になってくるかというのは、これからの検討ではあるが、

今現在、学芸員と話をしている中では、現状の数値で何とかできるところ

を模索していこうという話はしているところである。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 
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岩永委員    先ほど橋本委員が、今までこの自動演奏楽器８台を維持するためにどん

なふうに管理コストをかけてきたのかというお話があるが、今かけておら

れる２５０万円というのは、どのぐらいのレベルの水準を維持するために

かけているコストと理解をすればいいのか。 

立花文化施策担当課長 どのぐらいのレベルというのを、言葉でどう説明したらいいのか

わからないが、まず、楽器として使えるレベルかということだ。要はオブ

ジェではなくて、コインを入れれば鳴る、あるいは音楽として当時の音楽

が再現できる、楽器としての維持をできるレベルということだ。先ほど申

し上げたが、部品の中にはオリジナルではないものも入っていて、その辺

は技術者の方の工夫によって一定の経費の中でなるべく過去の音の再現を

目指そうということで今やっていただいているところである。 

岩永委員    私は、そんなに高くお金をかけられるわけではないだろうから、そうい

う意味では、必要最低限の予算を取りながら何とか頑張って維持をしてき

ているんだろうとこれまで理解をしてきた。 

 この２５０万円というのは、先ほども、もし仮にオルゴール館のような

ものをつくったとしても、そのぐらいのお金でいけそうだということがあ

ったので、なるほどと思った。しかし、そこには、先ほどからしつこく何

度も言うが、安定して温度や湿度が管理されていることが前提だったと思

っているので、今、学芸員とも２５０万円の範囲の中でこれからもやり続

けようと思っているということだったが、当然、オープンスペースに置く

と劣化度のリスクも上がるし、市民の人に触れていただくことで、ピアノ

もそうだと思うが、たくさん弾けば弾くほどすぐに弦は切れやすくなった

り痛む。それと同じように、市民の人がなれ親しんで使っていただくのは

いいが、たくさん使っていただければいただくほど、使い方も適切でなけ

ればということもあるかもしれないが、痛みやすくもなるし、私は２５０

万というお金の中ではオープンスペースの中に置くことを考えると、なか

なかその範囲の中で適切な維持管理がしていけるとは考えないが、そのあ

たりについてはどのようなご見解をお持ちなのか確認をしておきたいと思

う。 

立花文化施策担当課長 これは、分散配置をして、２５０万が３００万になるとか、ある
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いは２００万で済むというお話を、今想定して出すことはなかなか難しい。

ただ、先ほど申し上げたように、学芸員とか事業者の方に伺った内容から、

現状の数値の中で何とか運用していくことを目指そうという話をしている

ところではある。 

岩永委員    それからもう一つだが、もともと音が出ないものもあった、それを音が

出るようにして使うことを考えると、ただ単に音が出ないものを、例えば

アンティークなものとして飾ることが目的で買ったわけでは当然ないわけ

であって、そこをきちっと音を聞けるようにしながら市民の皆さんに文化

により親しんでもらうような状況をつくろうということだったと思うが、

活用に当たっての留意点を拝見すると、オリジナルの部品というのは、も

しかするともう世界的にもいろいろ探しても数少なくなってきているので、

それを手に入れることは難しいということで、オリジナルの部品にこだわ

ることなく修復しというのはそうなのかと思うが、さらに復旧しない場合

は、楽器でなく資料としての活用等も検討すると書いてあるが、これはど

ういう意味なのか。 

立花文化施策担当課長 機械なので、そういう技術者の方が復活させようと思って部品等

を調達してやってみても、やはり直らないものもあるのではないかと考え

る。なるべくそうならないようにしていきたいとは思っているが、そうい

った場合には、逆にそうなったから、それこそ処分してしまおうとか、そ

ういうことではなくて、文化遺産としてきちんと資料として確保していく

ことが必要なんだろうということをここに書かせていただいた。 

岩永委員    そうすると、オープンスペースで使うことは、ある意味で、劣化のリス

クが早まるわけだから、故障するというか、復旧しないというか、復旧困

難な故障に至るリスクというものも当然に高まるという理解でよろしいの

かどうかを確認したいと思う。 

立花文化施策担当課長 先ほど来申し上げているように、そういう事業者と話をする中で

も、それがどの程度のリスクが高まるのかというのは、なかなかはかるこ

とは難しいところではあるが、ここに書かせていただいたのは、そういう

リスクはあるので、そういうふうに故障することについては修繕も必要に

なるし、場合によっては修復ができなくなることも一応想定しておかなけ
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ればいけないのではないかということで整理をさせていただいた。 

岩永委員    そういう意味では、時がたっているものなので、今のマジックサウンド

ルームの中に置いてあったとしてもリスクはあるわけだと理解をしている。

私が聞きたいのは、マジックサウンドルームに置くときのものと、そうじ

ゃなくて活用するときのリスクは、当然ながら大きな違いがあることにつ

いて、もう一回きちんと確認しておきたいと思う。 

立花文化施策担当課長 これは、リスクというのかどうかわからないが、当然のことなが

ら、従来よりも、例えばさわったりも含めて活用を進めていくことになれ

ば、劣化というか故障、あるいは傷がつくとか、いろいろな意味でのリス

クは出てくるんだろうとは考えている。 

 ただ、先ほど来申し上げたように、それがどこまで修繕するかというの

はそのときの判断になるが、もともとそういうオープンスペースで使って

いたものもあるので、そういった意味では、なるべく長く活用していきた

いという考えにはかわりがない。 

岩永委員    もう一つ伺うが、私はこれらの楽器は日本とは全く気候の違うヨーロッ

パなどでつくられたものだと理解をしている。それを、高温体質の日本に

持ってきて管理をするところにとても難しい部分があったのだと思ってい

るわけであって、私はヨーロッパやアメリカとかみたいなところで、カフ

ェで使っていたとかオープンで使っていたという事情と、多摩市、あるい

は日本でそれらのものをオープンスペースで活用するというのは、とても

状況的にも違うとこれまで理解をしてきたが、市側は、どのようにそのあ

たりのことは認識されているのか伺いたいと思う。 

立花文化施策担当課長 その辺の認識というのは、かなり私のほうも慎重に考えていたと

ころはある。ただ、当時、１００年、１５０年前にオープンスペースとの

は、本当に空調もないような、今でこそオープンスペースであっても一定

の空調はきいているが、そういうこともない場所で使っていたところがあ

る。そういう中では、今、一定程度の空調があって、そういう室内じゃな

くて屋内に置くところで、例えば夏の時期の高温多湿、こういったものは

外とは違う環境、先ほど今の小さな部屋に入れることとはやはり違うとは

思うが、外の高温多湿の状況ではないことを考えて、そこの中で工夫がで
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きるだろうと考えているところである。 

岩永委員    そういう意味では、私は自動演奏楽器というのは、何度も申し上げるが、

楽器として多摩市が購入し、音が出ないものもきちんと音が出るようにな

り管理をし、維持をしということをこれまでやってきたと思っている。で

も、ある意味で、音が出なくなることになると、美術品みたいな形に移行

していくという方針なのかちょっとよくわからないが、今回の方針の転換

というのは、ある意味でそういうことも意味していると私は受けとめたが、

最後のところで、資料として、やむを得ない場合は活用するというのは、

それを美術品として最後はこのパルテノン多摩の中に残していく、あるい

は図書館の中に残していくところで大きく方向性をつけているという文書

と理解してもいいのかどうか、そのことについてお伺いしたいと思う。 

立花文化施策担当課長 従来、マジックサウンドルームに置いてあった時点から、当然、

劣化というのはあるし、その先に復旧不可能な状況になることはあり得た

と思うが、その辺についての考え方も特に整理はなかった。 

 今回、こういうことで過去の経緯から、それから未来に向けての活用の

方向ということで、ある意味方向転換を図る中では、その辺も含めて、今

現時点での市の考えは整理しておく必要があるということで、復旧困難な

場合には資料としてもきちんと活用していくことを検討していくことを方

針として決めたという部分である。 

松尾くらしと文化部長 この自動演奏楽器の岩永委員からのお話でも、マジックサウンド

ルーム等での管理、ある一定の部屋での管理とオープンスペースに置いた

ときの管理、こうしたところについてご意見をいただいた。 

 先ほどの立花からの説明の中にもあったが、今回、自動演奏楽器を購入

した時点では、マジックサウンドルーム自体が専門的な部屋として用意を

されていたところではなかったところがある。一般的な通常の部屋として

空調を入れ、そこである程度温湿度管理はというところで、除湿器なり加

湿器なりで対応してきたというのが、この辺までの３０年間のところであ

った。 

 私どものほうも、この文化的な価値とか文化遺産として、できる限りそ

れを保存、できるだけ後世に残していくという視点だけれども、それプラ
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ス活用する、市の財産として市民の皆さんにも活用していただく、そうし

た部分のところを両立という意味では、当初、近隣の大学にと進めていた

ところである。ただ、これまでいろいろ他館、オルゴール博物館等の方々

にもお話をお聞きしていく中では、楽器による違いもあるし、人間が不快

に感じないというか、ある一定の空調がある空間であれば、それが一気に

劣化をしていくだとかということはないものと思っている。ただ、一定の

きちんとした温湿度管理ができているところと比べれば、劣化の進行とい

うのは当然あり得るだろうと思う。ただ、オープンスタジオに出すことに

よってそれが一気にだめになっていくことは、今の建物の空調管理の中で

いけば、そこまで進むことはないだろうと考えている。 

 一方で、なかなかマジックサウンドルームという閉鎖的な空間の中では

１万人程度しか皆さんのほうでは見ていただけない状況があった。そうい

う中では、同じ費用をかけながらも、より多くの皆さんに親しんでいただ

ける機会を設けていくところを、今回、進めていこうという格好での基本

的な考え方として取りまとめさせていただいたものである。 

 なかなか文化的な価値の保存と活用という部分については、なかなかバ

ランスをとるところが非常に難しい点がある。劣化の進行だとかというの

を全くないのにするのであれば、それはきちんとした温湿度管理されたと

ころで人目に触れないところとかで、ちゃんとそこに保管をし、定期的な

メンテナンスをすれば、後世に伝えていくというのは非常に重要な視点だ

と思う。 

 ただ、そうすることによって、それが活用でいけば非常に大きなマイナ

スにもなる部分である。そうしたところのバランスというのは、よく検討

していかなければならないと思うし、私どもとしても、オープンスペース

に出すことによって多少のリスクは発生する可能性もあるが、できるだけ

それを減らす工夫をしながら、より多くの皆さんに親しんでいただける機

会を今後持っていきたいところが市としての基本的な考え方であるので、

よろしくお願いをする。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

松田委員    より多くの人の目と人の耳に触れて親しんでもらうというのはわかった
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が、今、課長もそうだし部長も、リスクの話で、空調以前に、例えば人の

手がどの程度触れられる親しみという中で、リスク等をどの程度想定して

いるのかを伺いたいと思う。 

立花文化施策担当課長 日常的に、例えばオープンスペースに置いたとしても、意図して

故意にやれば別だが、直接自由に触れてくださいという状況で置くことは

想定していない。ただ、活用していく中では、なるべく触れていただくこ

ともこれから多くなっていくのかとは考えているので、そういった意味で

は、人の手が触れるという機会は多くなるだろうと思っている。 

松尾くらしと文化部長 今でも、マジックサウンドルームの中にある楽器では、例えばコ

インを入れてスタートして音が聞こえることがある。今までも、事業の中

で、お子さんにコインを渡して入れていただいてスタートさせるとか、そ

ういったところについてはあるんだろうと思っているし、場合によっては

事業とかの中では、ピアノの演奏か何かを実際にそのピアノを使って弾く

とか、そういうことはあると思うが、それが日常的にオープンになってい

て誰でもさわって弾けるとか、そういう場面は想定していない。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

岩永委員    大規模改修工事で、こうしたものをオープンスペースにどの程度どう置

くのかというのは、まだ全然イメージができないが、すごくたくさん雨が

降ったりもするし、かなり温度とか湿度の管理を適切にやっていかなきゃ

いけないと思っているが、今、大規模改修の中では、どの程度そうしたこ

とができる機能を盛り込んでいるかというか、空調の管理の部分の改善に

ついてはどんなふうになっているのかと。というのは、結構雨が降るとた

くさん窓側には水滴がついたりとか湿度が高くなったり、湿度が高くなる

とかびが生えたりということもあると思うし、比較的低湿度のところはだ

めだけどというものであっても、金属を使っているようなものはさびやす

かったりもあると思うが、その辺を踏まえて、あそこの中の温度というの

は、例えば夏場だと大体温度はどれぐらいに保って湿度はどのぐらいに保

つような快適空間をつくろうとしているのか、冬場だと、どう中を保とう

としているのかというあたりの想定はどうなっているのか。 

澤井特定施設担当課長 パルテノン多摩の空調機は、一応大規模改修では耐用年数や設備
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機器も変えているので更新を予定している。 

 空調というのは、電源を入れて稼働していれば、設定した温度等の管理

はできる状況である。ただし、電源切ったりすれば温度管理ができなくな

る状況である。 

岩永委員    そうすると、空調なんかは、今は２４時間で管理しているのかどうか。

これから例えばこういうことをしようと思うと、館内は２４時間ずっと温

度湿度管理をし続ける必要があるのかどうかをもう一回確認しておきたい

と思う。 

立花文化施策担当課長 理想的なのは２４時間空調管理であると思うが、現在も、収蔵庫

もそうだが、あそこの建物自体が北側斜面に、ある意味土の中にできてい

る状況なので、温湿度は割と一定する。そういう中で、なるべく安定する

ような最低限の温湿度管理をしていると考えている。その中でも、特にマ

ジックサウンドルームとか収蔵庫というのは、特に収蔵庫のうちの１つ、

第１収蔵庫はかなり徹底して温湿度管理しているが、個別に時間とかそう

いうものをタイマー等で設定したりという工夫をしている。 

岩永委員    今、マジックサウンドルームの管理については、温湿度の管理はどうな

っているのか。確認しておきたいと思う。２４時間なのかどうかという意

味だ。 

立花文化施策担当課長 ２４時間ではない。 

岩永委員    ありがとう。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

渡辺委員    資料の、先ほど岩永委員からも話があったが、最後の部分でオリジナル

の部品を使わなくてもということがあったが、例えば車でいえば車外部品

だとか、こういう安いやつを使うとか、そういう感覚なのか。そこだけ教

えてほしい。 

立花文化施策担当課長 この辺も、細かく見ていくといろいろあると思うが、今現在もそ

うだが、一番最初につくったときには、何か動物の革でつくって、振り子

もそうだが、そういうものをなかなかオリジナルで復活させるのは厳しか

ったりというときに、違う機械を使って空気の送り方をちょっと工夫した

りとか、そういうことをやったりはしている。 
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 今後、もともと使っていた革の種類、木の種類、いろいろなものをその

ままで組んでいくのはなかなか厳しい状況がある中では、なるべく楽器と

しては生かしていけるように、そういったところはこだわらず、楽器とし

て鳴って使えるような形で使っていきたいということである。 

渡辺委員    いろいろ工夫をしてということだと思うが、最終的には復旧が不可能と

いうことも考えられるというが、お金をいっぱいかければ復旧できるとい

うことは考えられるのか。お金の上限があるから復旧はできないんだとお

っしゃっているのか、幾らでもかけてもいいから直すことはできるんだと

いうことは考えられるのか。 

立花文化施策担当課長 極端なことを言えば、同じものを今の技術でつくればつくれなく

はないと思う。ただ、当時つくったものであって、そういう歴史を経て今

なお生きているものだと考えると、そこまですることにあまり意味はない

ことを考えると、今の楽器が生きていける限りは、いろいろな部品、工夫

をしながら生かしていくことであって、金額を幾らまでかけるかは、まだ

そういうことを決めていることではないが、可能な範囲でということで考

えている。 

渡辺委員    簡単に言うと、維持管理と運用だが、例えば指定管理者と有志の市民に

よってクラウドファンディングなどの活用をしてお金を集めながら維持を

していくことも、これから視野に入れていくことは、市側はどう考えるか。 

立花文化施策担当課長 まさにその辺については、自動演奏楽器のことではなくて、例え

ば博物館機能でいうと、市民学芸員制度みたいなものをこれから何とか立

ち上げていこうと、財団のほうでも検討を進めて具体化に向けて今やって

いるところだ。そういった意味でいうと、例えば今まで自動演奏楽器とい

うのは、ガイドする特定の方がいて、今委託でやっているが、そういう方

じゃないとさわらないのが基本、そういうことでやっていたが、ただ、誰

もそれができないのかというと、決してそんなことではなくて、一定の扱

い方を学んでやっていけば、十分市民の方でもその辺の対応は可能なんじ

ゃないかと考えている。 

 そういう意味では、これからいろいろな方の手をかりながら、あるいは

知恵をかりながら、その辺の工夫、お金がないことも含めてだが、活用に
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向けて協働していけるとありがたいと考えている。 

折戸委員長   ほかに。 

橋本委員    きょうの質疑を通して、市も考えを持って、ここに示されたが、指定管

理者である複合文化施設を日常的にという方たちの中にも、今までどうし

てもこちらの指定管理料をどんどん下げて人件費比率を下げて、そしてた

くさんのお客さんに来てもらってコンサートを成功させてという部分にか

なり力が入ってきたことは否めないと思う。でも、今回市民から陳情が出

る中で、博物館としての存在というところで、きちんと守るべきものは守

るとか、指定管理をしていくお金を出すときに当たっても、そういう視点

がない限り、幾らここのところでいろいろあっても、とてもそこの観点が

重要だと思うので、市として、今回、経営会議にも出されたということだ

が、その辺の音楽、以前は美術的に有名な画家が来てそれを展示すること

もあったし、博物館、美術館的なそういうのも盛んだったが、だんだんそ

れが歪んできたように私は思っているが、今後、市の考え方をお聞きした

いと思う。 

立花文化施策担当課長 まさに今ご指摘いただいたところを、これからもっと具体的に整

理して皆さんにもお示ししていかなければいけないところだと考えている。 

 パルテノン多摩の全体としての基本的な理念とか方針、方向性というの

は、ここで示されているが、これをさらに具体化して、どういう運営をど

ういう体制でどうしていくのか、その際の収支はどうなのか、その中で指

定管理料はどうなっていくのか、その辺については、まさにことし、来年

度ということになるが、ことしの夏に管理運営計画できちんと詰めていき

たいと考えている。 

 当然のことながら、守るべきものは守る、発展させるべきところは発展

する、でも収支をきちんと考えた上で組んでいかなければいけない、そう

いうことを踏まえながら、管理運営計画で、いわゆる収支計画とかそうい

ったところを決めていく、あるいは組織体制についても決めていく必要が

あるんだろうと考えている。 

松尾くらしと文化部長 パルテノン多摩のリニューアル後の管理運営については、前にも

たしかお話をしているかと思うが、このリニューアル後に向けて財団でも
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３カ年の重点取り組み方針を策定して、この休館中にも取り組んでいこう

としている。その中の大きな柱としては、パルテノン多摩がこれまでの市

民ワークショップ等でのお声としては、敷居が高いと。もっとふだん使い

ができる、また居場所づくり、そうしたところ、また自分たちも運営等に

かかわりたいというお気持ち、こうした声が多く出されている。そうした

ところでいくと、今後、力を入れていく部分においては社会包摂的な事業

を取り組んでいこうということ、またその事業運営等については市民参画

の組織等も立ち上げながらかかわっていこうというところ、こうしたとこ

ろが力を入れる部分であろうというところで今後取り組んでいくことにな

ろうかと思う。 

 パルテノン多摩については、博物館機能とホール機能と大きく２つある。

博物館機能については、なかなか地味だというところもあったが、よく地

域のことも調べながら、コミュニティセンターのほうにも出ていって、ま

た学校にも出ていきながらという取り組みもしていた。また、例えば植物

の関係とか市民による定点撮影だとか民族の調査だとか、こうしたところ

も市民参画にも取り組んでいた。こうしたところについては、より今後も

力を入れて幅を広げていく必要があるんだろうと。またそれに加えて、ホ

ール関係の音楽の事業とか、こうしたところも、単なる買ってきても鑑賞

の機会だけではなしに、自分たちでそこに企画をしたり、またそこの事業

にかかわっていくというところを、今後、力を入れていく部分だろうと考

えている。 

折戸委員長   ほかに。 

岩崎委員    今後、例えばパルテノン多摩の中のどこかに置いた場所から、また時々

動かすことも考えているのか。 

立花文化施策担当課長 楽器の特性にもよる。ご存じのように、大きくてなかなか動かす

というのは、そう一長一短にいかないものもあるので、そういったものに

ついては一定の場所に設置になると思うが、逆に、稼働式であったり、あ

るいは動かすのが容易であるものもあるので、そういったものについては、

場所を変えることも含めて活用は検討していきたいと考えている。 

岩崎委員    初めに大きいものを置いたとしても、お金を使うかもわからないが、透
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明なガラスなどで楽器の周りを囲うことで、ちょっと聞かせるときは扉が

あくみたいな、そうして空調をなるべく、あるいは湿度を、使っていない

時間も確かにあるわけなので、もちろん見えるが、楽器が鳴っていないと

きにある程度維持管理できるようなことは検討してはいないのか。 

立花文化施策担当課長 まだ具体的にこうすると決めたわけではない。当然検討はさせて

いただいている。先日も、パルテノン多摩の財団の学芸員ともその辺につ

いてもお話をした。どういう状況で置けるのだろうか、その際はいたずら

されないように、かといって遠くにあるものをただ見るだけのものではな

い、そういう活用をしていける状態はどういう状態なのかも話はしている。

囲うことによってどういうメリットがあって、幾らぐらいかかるのかも含

めて、これから検討を詰めていきたいと考えている。 

岩崎委員    きょうの段階では、ほぼほぼの部分が何も出せないということか。 

立花文化施策担当課長 先ほどのご質問で、日常的に自由にさわってくださいという状況

ではないので、学芸員と話している中では、最低限何らかの形で囲うこと

は必要だろうと。それはオープンを使うときにはできるような形で、それ

が透明のアクリルの入れ物なのか、それともそうではない囲いの仕方なの

か、それはもっと具体的に検討する必要があるとは思っている。 

岩崎委員    金額は何もまだ決まっていないのか。 

立花文化施策担当課長 決まっていない。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

岩永委員    もう一個確認しておきたいが、さっきマジックサウンドルームというの

は２４時間空調の管理はしていないということだが、それは閉じている時

間もあって、そこの中の空気が、たくさんの人が入るところ、空気がよど

んだりという動きがあると思うが、そういうことが少ないので２４時間温

湿度管理が必要なかったのかと考えたりするわけで、それはオープンスペ

ースのところで２４時間の温湿度管理がいらないこととは全く異なるので

はないかと、私はそういう認識だが、市側の認識についてお尋ねしたいと

思う。 

立花文化施策担当課長 それが、部屋の状況なのか、先ほど申し上げたように、あの建物

自体の中も、実は空調していない時間も、建物の中に入ると、いきなりむ
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しむしするかというと、そうではない。それは、置いた場所にもよると思

うが、そういったところも考えながら置き場所は決めていかなきゃいけな

いんだろうと考えている。もちろん、部屋の中での空調管理と、そうじゃ

ないオープンスペースというのは、先ほど申し上げたとおり同じではない。

ただ、それがどの程度影響するのかというのは、もう少し詰めなきゃいけ

ないと考えている。 

岩永委員    でも、閉じられた部屋の中であれば、たくさん人が来る。パルテノン多

摩がリニューアルしたら、たくさんの人が来ることも含めて考えると、空

調管理についても、今までのようにマジックサウンドルームで２４時間の

空調管理は必要なかったが、オープンスペースになったら、あそこにきち

んと置いて音を鳴らし続けることをやっていくためには、場合によっては

２４時間の温湿度管理も必要になってくる理解でいいのか。 

松尾くらしと文化部長 今のところ、オープンスペースに出すところで２４時間空調にす

るところについては考えていない。先ほどお話をしているように、オープ

ンスペースといっても、それは当然温湿度管理だとか直射日光だとか、激

変する状況、そういったところに置くことは望ましくないと思っているの

で、それはしっかりと配慮しなければならないだろうと思っている。 

 ただ、今回オープンスペースに出すことによって、自動演奏楽器のため

に２４時間空調することは、基本的には今考えていない。ただ、そうした

ところをできるだけカバーできるような工夫についてはしていかなきゃい

けないだろうと考えている。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   質疑なしと認める。 

 暫時休憩する。 

                  午前１１時４０分 休憩 

                ──────────────― 

                  午前１１時４２分 再開 

折戸委員長   休憩前に引き続き、会議を開く。 

 意見交換をしていこうという意見があるので、それでは、あったらどう
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ぞ。 

岩崎委員    きょう、市側からこういう着地点をと出していただいて、相当質疑はし

たが、方向転換だという部分もあったので、もう少し個々の状況がはっき

り見えてこない今の段階では、もう少し継続したいという気もあるが、い

かがか。 

岩永委員    私も、気持ちとしては、もちろんここできちっと結論出すこともあるが、

正直言って、すごく急に、陳情の審査を始めた段階の途中で違った方向が

出てきたということで、これについては、実は陳情が出ようが出まいが、

引き取り先が見つからなかったところを踏まえれば、私たちが考えていか

なければいけない問題ではないかと思っていて、もともと今回の大規模改

修に当たっては、マジックサウンドルームを廃止するところを前提にして

ずっと話が来て、その中で自動演奏楽器のことも語られてきたと思うが、

今ここになって引き取り手が見つからない方向になっているから、そこを

踏まえて、もう一回、議会としてどうしていくのかというのを考えていか

なければいけないのではないかと思っているから、もう少し、市側の今出

してきた方針含めて、あるいは先ほど一つ一つの楽器についてはご説明が

なかったが、私としては大事にしていきたいという思いもあって、マジッ

クサウンドルームは、今回の大規模改修に当たっては、あそこの場所をも

っと利活用することができるんじゃないかというもとで一定の廃止という

のは私も認めてきたことだが、その後、ここの中の楽器については、もう

一回引きとって大事にしてくれる先が見つからなかった状況に立っている

のであれば、改めて楽器一つ一つについても、もう少し議会としても調査

をして、大丈夫だということで結論を出すとか、市側の方針にするにして

も、あるいは貴重な文化財という立場に立って、どういう取り扱いをして

いくのかはもう一回議論したほうがいいのかと思っている。 

橋本委員    通常だったら、そういう慎重審議も可能だが、来月の末で私たちの任期

は切れて、今のようなこと、これから残された４０日間の中で、委員会も

開催して本会議も開催しないと結論つけられないので、それはなかなか難

しいと思う。私は、今、市側が出したことについて、これが全てで、この

とおり、私たち議会も、一人一人の議員も考える問題じゃないので、それ
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は次に再選された議員として６月議会以降とか、いろいろな形で考える機

会は与えられていくと思うので、この陳情については１２月から一度継続

になったが、きょうこの時点で、それぞれ考えたところで結論を出すべき

だと思う。 

松田委員    うちとしても、ここで結論を出すべきだと思う。今の時点で、市のほう

から方針と楽器の新たな役割も示されたわけだ。今の方針が出た時点で、

この陳情に対して、ある程度の答えを、この会期中に出すべきだと思って

いる。 

渡辺委員    そもそも、前回継続にしたのは、近隣大学が２月の末にある程度の結論

が出ることがあって、私のほうからは継続はどうかという提案をさせてい

ただいた。今回、近隣大学がちょっと厳しいというお話で、４月以降、ど

うなるかわからないということで、８台一括がなくなったということであ

る。 

 なので、ここで近隣大学の話がある程度決まってきたというか、ちょっ

と残念な結果になったが、その結果を踏まえて、市側もいろいろな形で考

慮していただいて、新たな提案を出していただいたということは、ここで

提案に対して、またその提案が陳情者にとってどうなのかを１つの決着点

として、ここで答えを出しておきたいと私は思っている。 

折戸委員長   意見交換として皆さんでご意見出していただいたが、継続するならば全

員一致が必要だから、継続はないということになるのかと思う。 

 これをもって意見交換を終了する。 

 これより討論に入る。討論はあるか。 

橋本委員    ３０陳情第１３号 多摩市立複合文化施設（パルテノン多摩）に大型自

動演奏楽器を残していただきたい件についての陳情について、私は趣旨採

択の立場で討論する。 

 私たちは、この三十数年のパルテノン多摩の歴史の中で、これらの楽器

に接し、文化的な遺産として十分な活用を図ってきたかと言われれば、努

力が足りなかったことは確かである。ただ、当時、総額４億円で購入し、

５０年、１００年と時を経れば価値も増し、多摩の子どもたちが誇りに思

える財産となるであろうという当時の市長の考えを、現在を生きる市民全
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体の共通認識にすることは難しく、またその考えに至らなかったとしても、

あなたたちはおかしいと責め立てられるような問題ではないと考える。 

 私たち議会が４階のマジックサウンドルームに置かれている自動演奏楽

器を、それを必要としてくれ、また活用を図りたいという法人等にお譲り

し、そこで十分活用されれば、またそれが多摩市内であれば問題がないと

考えてきたことは事実である。あいた空間を子どもたちのためのコーナー

にと議論を重ねてきたことも事実である。その動きについては、守る会の

代表及び関係者の方も一定程度認識されていたのではないか。 

 この陳情の文面をお書きになった皆さんの含意は、大事にしていただけ

るところで、何よりも多くの人に聞いていただきたいということであると、

説明でも伺っている。また、この間署名された多くの方にお話を伺う機会

があったが、処分されてしまうのは問題、聞いたりめでたりできる機会を

残していただきたいというものだった。オルゴール博物館として８台一括

で置くことはできないが、市民が聞く機会を持てる場所で一定のメンテナ

ンスの中で残されていくことが市民的な要望と受けとめている。 

 そして、この間、市と関係者の話し合いの場があり、しかも、その上に

立って、今議会で陳情の判断をしていただきたいということの中では、趣

旨採択という判断を下したいと考える。 

 今後も、配置や管理に関しては詳細が検討されるものと考えている。十

分とはいえなくても、一定の保存と管理、演奏の機会をつくっていくこと

が必要である。市側にも、活用に当たっては、基本的な考え方や留意点を

もとに、オルゴールを守る会の皆さんはもちろん、今回の楽器の存在を知

っていただき、聞いてめでていきたいという市民の皆さんと十分な話し合

いをしていただくようお願いをして、私の趣旨採択の討論とする。 

折戸委員長   ほかに討論はあるか。 

松田委員    本陳情に対して、自民党・新生会を代表して討論する。 

 前回の子ども教育委員会の委員長報告で、例のパルテノン多摩周辺整備

等特別委員会の中間報告の中で、当時の全委員が、楽器が一定の役割を果

たしたという報告であった。そして今回、分散型設置の方針も新たに示さ

れ、歴史的価値のある自動演奏楽器を残すことになった。 
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 より多くの人の目に触れ、また耳に触れること、そんな方針が出てきて、

今後残すことが可能になることは、新たな役割を楽器が得たということだ

と思う。陳情の内容の含意全てというわけではないと思うが、別の役割で

残すことで一致したと思うので、趣旨採択とさせていただきたいと思う。 

折戸委員長   ほかに討論はあるか。 

渡辺委員    ３０陳情第１３号について、公明党を代表して討論させていただく。 

 陳情の文面では、パルテノン多摩内に残して、できれば博物館機能があ

る、機能というか施設を設置して、８台そこで残してほしいという文面の

内容と読み取った。しかし、前回の陳情者の口頭での陳情では、必ずしも

パルテノン多摩内に限ったことではないと、多くの市民の皆さんに自動演

奏楽器やオルゴールに触れてほしいという内容と、私は判断をした。 

 そして、今回市側が提案してきた分散配置、大規模改修のあるパルテノ

ン多摩、そして新設される図書館、ここに分散をしていくことは、私は一

定の評価をしている。また、先ほど市側の答弁にもあったが、近隣大学の

これからの方針だが、２月の時点では全ては無理だという回答があったが、

これが結論ではないと思っている。それこそ分散型ということで、例えば

大学にも置いてパルテノンにも置いて、そして図書館にも置くという、３つ

に置くことによって、パルテノン多摩、そして多摩センター地域がより一

層の活性化ができるのではないかと考えれば、この分散配置は非常に活性

化に対して寄与するのではないかと思っている。先ほど松田委員の話もあ

ったが、この自動演奏楽器が次の役目、また新たな使命という形でしっか

り市民の皆さんに触れられて多く親しまれる、そういうものにしていきた

いことを思い、趣旨採択の立場で討論をさせていただく。 

折戸委員長   ほかに討論はあるか。 

岩永委員    私たちの会派は、３０陳情第１３号 多摩市複合文化施設（パルテノン

多摩）に大型自動演奏楽器を残していただきたい件についての陳情につい

て、採択の立場で意見討論したいと思う。 

 先ほど申し上げたが、本来は、もう少しきちんと検討して議会としても

慎重審議をしてから結論を出していきたいと思ったが、基本的には、これ

まで私はマジックサウンドルームという閉鎖空間で大切にしてきので、フ
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ルメンテナンスができなくてもきちんと音を出せてきたんだろうと理解し

ている。その意味では、オープンスペースにこれを配置する、そしてまた

たくさんの市民の皆さんに触れていただく方向性については、そのほうが

いいだろうと思う一方で、今の市が出してきているオープンスペースにお

いて、温湿度管理についてはどの程度できるか、まだわからない状況なの

で、その方向性について、そうなのかとは思えないというのが自分の中に

ある。 

 陳情が出ようが出まいが、引き取り手がない状況になったときに、私た

ちはどう考えるかという原点に戻るべきだと思う。もともと大切にしたい

けれども、お金をそれほどかけることができないということで、もっと大

切にしていただける先にお引き取りいただくことも１つの選択肢ではない

かと思ってきたわけだが、そういう選択ができなくなった限りにおいては、

改めてパルテノン多摩の中で、どのようにこれを大切に守っていくのかと

いう視点の中で、再度、陳情者の皆さんとも一緒に検討していただきたい

と思っている。 

 会派としても、さまざま意見交換はしたが、今現時点で、この陳情に対

して、あるいは市のあり方についても結論を出していかなければいけない

ことを求められているので、陳情に対しては採択ということで、私たちの

会派の結論は出したいと思う。 

折戸委員長   ほかに討論はあるか。 

岩崎委員    ３０陳情第１３号 多摩市複合文化施設（パルテノン多摩）に大型自動

演奏楽器を残していただきたい件についての陳情を、生活者ネット・社民

の会を代表して、採択の立場で意見討論させていただく。 

 本来は、もう少し丁寧に市の判断に対して継続して審議したいところだ

が、今回は、その時間もないということと、また皆さんの意見からそうい

う状況ではないことになった。特別委員会からの流れではなく、今、市の

判断が出た段階でそれを鑑みると、陳情者の文書の内容はもっともである。

陳情者はパルテノン内に残してくださいとしているが、マジックサウンド

ルームに何としても８台全てと言っているわけではない。そして、陳情者

の理由は、さまざまな点でもっともであると思われる。また、市側の今の
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着地点を考えると、多摩のオルゴール博物館としてパルテノン多摩をシン

ボライズすることは、また過大なお金をかけて、今の時代、この人口１４万

の一自治体でできるのは難しいかもしれない。しかし、陳情者は、過大な

市民の税を投入すべきことは含意でないように思う。これらの自動演奏楽

器は、多摩の地の中にあった文化や歴史の中で出てきたものというよりは、

西洋で築かれたものということはある。そして、当時の判断の中で、４億

円もの高額な買い物をしたわけだが、その功罪は今もあると思われる。そ

ういう意味では、しかし、縁があって多摩市に来た高価な楽器を、現段階

で市が今後も維持していくと判断したわけだから、陳情者の望むパルテノ

ン内での維持をするということとは、またどういう形になるかは別として、

可能な限り市民が今後愛していく楽器として存続するのは、ある程度意味

あることと思われる。 

 以上をもって、生活者ネット・社民の会を代表して、採択の立場の意見

討論とさせていただく。 

折戸委員長   ただいま意見を伺ったところ、採択すべきものという意見が２名、趣旨

採択すべきものという意見が３名である。趣旨採択すべきものという意見

が過半数に達している。よって、本件は趣旨採択すべきものと決した。 

 暫時休憩する。 

                  午後１２時０２分 休憩 

                ──────────────― 

                  午後 １時０２分 再開 

折戸委員長   休憩前に引き続き、会議を開く。 

 日程第２、３１陳情第３号 総合体育館及び多摩東公園駐車場有料化に

対する陳情、及び日程第３、３１陳情第４号 総合体育館及び多摩東公園

駐車場有料化に対する陳情についての２件をあわせて一括議題とする。 

 なお、討論、採決は１件ずつ行う。 

 署名の追加があるので、事務局より報告していただく。 

池田議会事務局次長 ３１陳情第３号について、これまでの署名はなかった。本日までに

追加の提出が２９０名あった。３１陳情第４号について、これまでの署名

はなかった。本日までに追加の提出が１,２５５名あった。 
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折戸委員長   陳情者からそれぞれ発言の申し出がある。多摩市議会基本条例第６条第

３項の規定により、これを許可することにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   ご異議なしと認める。よって発言を許可することに決した。 

 発言される方に申し上げる。議会で定める要項により、発言は５分以内

となっている。なお、１分前になったらその旨をお知らせするので、時間

内で発言をお願いする。また、本日の発言は要点記録に記載される。簡潔

明瞭に、陳情書に沿って発言していただきたい。 

 それでは、まず３１陳情第３号により、氏名をおっしゃってからご発言

願う。陳情よろしくお願いする。 

陳情者（関氏） 関春南と申す。総合体育館及び多摩東公園駐車場有料化に反対する理由

について補足説明を行う。具体例を私ども利用している総合体育館利用者

で申し上げる。 

 多摩市でも高齢化は進行し、要介護４と５、つまりその多くは寝たきり

老人が６５歳以上で約１４％もいるそうである。総合体育館は６５歳以上

の年金生活者の利用の多い施設である。ここの皆さんは健康で生き生きと、

自主的に活動している。新しい高齢者像を見る思いである。こうした健康

増進活動を力強く支援していくことこそが行政の仕事であり、高齢者福祉、

医療費の削減・軽減につながる積極的な施策であると考える。 

 有料化の影響を直ちに受ける高齢者の象徴的な例を次に紹介する。 

 ７０歳代の年金生活者で、聖ヶ丘から通っている彼は次のように言う。

市の有料化案でいくと、週５回通う私のような場合、施設利用料金と合わ

せると約１万円になる。これでは営利企業の民間のスポーツジムと変わら

ない。自動車をやめて歩いて通うにしても、片道５キロ、往復１時間半か

かる。しかも起伏の多い多摩地区では、それも大変である。回数を減らす

しかないかと悩んでいる。しかし、それでは体がすっかりだめになり、長

年の努力が水の泡になってしまう。何とかやめさせることはできないもの

か。 

 こういう人たちの活動を行政は支援することが必要なのであって、足を

引っ張るようなことをしてはならないのである。そのためには、人間が健
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康で生き生きと生活することの価値を基本に据えた視点、つまり人間の価

値原理の視点が必要なのである。この視点は既に憲法第２５条、全て国民

は健康で文化的な生活を営む権利、第２６条、全て国民はその能力に応じ

て等しく教育を受ける権利、あるいはスポーツ基本法第６条、地方公共団

体はスポーツへの国民の参加及び支援を促進するよう努めなければならな

い等の規定に具体化されている。 

 ところが、多摩市が出してきた有料化案の提案理由には、人間の価値原

理という視点が完全に抜け落ち、土地の有効活用のための有料化という視

点のみなのである。平たく言うと、公共のものを商品化し、そこから利益

を得るためにはどうしたらよいかという市場の価値原理、つまり金もうけ

の原理に基づいた考え方、視点なのである。ここでの価値は、利用者の活

動の実態ではなくて、どれだけ利益が上がったかにあるのだ。利用料金の

価格は、市場の需要と供給の関係で決まるから、適正価格が問題になるの

である。この原理でいけば、料金が民間の営利施設並みになっていくのは

当然の帰結だ。貫いているのは競争原理だから、貧しい者は結果的に排除

されていく。 

 駐車料の有料化についての説明会で出された市の考え方は、狙いは歳入

の確保であり、導入の効果は施設使用の適正性の改善であるとのことだっ

た。つまり、世間の相場からして安過ぎるから、有料化して周りと同じよ

うにするという市場の価値原理からの理由づけのみで、健康増進活動の人

間的価値の実態を全く認識されていない。こんな浅はかな考えで有料化さ

れたのではたまったものではないというのが率直な印象だった。それ以来、

怒りを持った者が集まり、署名活動が始まり、トータルで１,５４５名の反

対者の署名が集まったわけである。 

 次の陳情第４号は、同じ有料化を反対する会から出されたものだが、こ

こではもちろん反対だけれども、それでも強行に有料化された場合のこと

を考えて、現状でも改革できる点及びセーフティーネットが検討されてい

る。 

 ともあれ、豊かな生活の基盤にある健康増進活動やスポーツ活動は、ま

すます人間の価値原理に基づいて捉えられねばならないものとなってきて
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いる。健幸都市をうたう多摩市の政策の根幹に据えられることを期待して、

補足説明を終わる。 

折戸委員長   ありがとう。 

 次に、３１陳情第４号について、氏名をおっしゃってからご発言願う。 

陳情者（伊藤氏） 伊藤芙美と申す。補足説明する。 

 ３月１日より総合体育館利用者に駐車場有料化について質問とご意見を

伺い、賛同してくださった方から、３月２０日現在、目標の１,０００名を

大きく上回る１,５００名余りの署名をいただいた。わずかな日程だったが、

多くの方に関心を持っていただいてよかったと思っている。その中で「有

料化を知らなかった」が９０％、「聞いたことはあった」５％等々、一昨年

スポーツ振興課が２カ月余りにも及んでアンケートをとった割には、一般

に周知されていないと感じた。 

 ご署名してくださった方々は、ほぼ全員有料化には反対である。我々有

志の会も基本的には反対だが、いくら反対しても有料化に流れる可能性も

あり、それならば我々にとって一番利用しやすい方法を探って、我々の意

向を理解していただこうと考えた。 

 料金設定について。これは陳情書の記１にあるところだが、総合体育館

は４つのタームに分かれており、それぞれ２時間４５分になっているのに、

２時間単位の駐車料金というのは実情に反していると思う。ちなみに陳情

書の下段の１に２時間１００円プラス無料枠１時間とあるのは、あくまで

もこれは１つの案であり、利用者からは３時間まで無料という案が圧倒的

に多く寄せられた。この署名の中にも、絶対反対という意見もまざってお

り、そういう意味では２つの意見のように考えられているが、これは根本

は全く同じである。そして多摩東公園について３時間とあるのも同じ主張

である。 

 次に２番の記３番のアクアブルーの比較については、それぞれの施設で

利用者の特徴や目的が異なるので、一律にはできなくても、ある程度のバ

ランスは必要ではないかと考える。しかし、武道館や総合体育館は、元気

な年寄りが結構多いものですから、若い学生などを横目にシニア世代だけ

が優遇されるというのもいかがなものかと、今回の署名により考えさせら
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れた。 

 次に多摩東公園については、道路から駐車場の入り口がわかりにくい、

夜間駐車場へ行く道の足元が暗くて危険だという声が寄せられた。こちら

は駐車場有料化よりも、早急な整備が必要ではないかと考える。 

 次に、駐車場と周辺の環境について申すと、別紙の地図をごらんいただ

きたい。こちらで黄色のマークのついているところなのだが、スポーツ振

興課の説明会では２台の車が行き違うようになっているけれども、第１駐

車場の幅は７.８メートル、第２は３.８メートルで、スムーズな出入りは

まず不可能だと思う。私はこの対策として、第１駐車場を入り口、第２駐

車場を出口とする一方通行方法を採用することを提案する。 

 次にピンクのマークのあるところなのだが、ここについてはこの説明を

ごらんいただきたい。安全で利用しやすい場所になれば、あるいは有料化

もやむを得ないのではないかという声が出てくることも考えられる。この

案は、市長を筆頭に行政管理課、財政課、公園緑地課、スポーツ振興課な

ど、さまざまな部署が広い視野に立って整備計画を立て、より安全な対策

を十分練った上で、利用者も納得しやすい計画を英知を結集して早急に立

てていただきたい。まず現場を見ていただきたいと思う。 

 次にレストランの活用については、言うまでもなく食事と運動は切り離

せないものなのだが、せっかくあれだけの立派なレストランがあるのだか

ら、利用者も加えて活性化するための知恵を絞り出していただきたい。そ

のほか、利用者や一般人にもアイデアを募るというのも１つの案である。

スポーツ振興課は駐車場有料化によって月々約１０万円の収益を見ている

と説明していたが、レストランを加えれば、スポーツメーカー関係者から

の協賛を得られれば、１０万円の利益をはるかに超える経済効果があると

考える。１つの事業がそれぞれ個別に存在するのではなく、１つがさらに

次へとステップアップしていくという発想を持って取り組んでいただきた

いと思う。 

 最後に、この署名活動からおわかりのように、いくら広報やネットに載

せても、知らなかったと答える人が多くいるということは、昨年と今年、

計６回の説明会でも５０名にも足りない出席者だったので、周囲に十分周
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知されていない。ご提案は市からのお知らせボード、体育館の前に大きな

ボードを置き、知らせたいこと、知りたいこと、知らせなくてはならない

こと、知らなくてはならないことを大きく掲示してほしいと思う。市民が

関心を持てるよう努力するのは民主主義の第一歩で、行政機関の職務だと

思う。私たちも引き続き署名活動をしてまいるので、よろしく願う。 

折戸委員長   以上で市民発言を終わる。 

 本２件の陳情について、提出された資料について、また現在の市の状況

や考え方など、市側からの説明等があったらお願いする。 

松尾くらしと文化部長 それでは、陳情第３号及び第４号に共通してのところになるが、

総合体育館及び多摩東公園の駐車場有料化に関して、市の考え方について

ご説明させていただきたいと思う。また、陳情者からのご質問等について

も、ここに関するところにつきまして、市の考え方をスポーツ振興課長の

植田からご説明させていただきたいと思うので、よろしくお願いする。 

植田スポーツ振興課長 それでは、私どもから提出した資料をごらんいただきたい。 

 まず１番、公共施設利用者駐車場の有料化に関する市としての考え方だ

が、私どもとしては、多様化する市民ニーズに適切に対応し、持続可能な

行財政運営を進める趣旨から、ハード・ソフト両面における行財政改革の

取り組みを進めている。 

 今回私どもが進める駐車場の有料化では、公共施設そのものが運営され

ていない時間帯でも駐車場として利用していただくことや、施設利用の適

正性の改善など、施設の立地条件等に応じた柔軟な運営により、当該施設

の適正な維持管理、必要な財源の確保とともに、市だけでなく、駐車場利

用者や利用されない市民にとっても有益な仕組みとなることを目指すもの

である。導入に当たっては、さまざまな状況にある駐車場を画一的に有料

化するのではなく、施設の新設や改修、運営手法の見直し等のタイミング

に合わせて、各施設の種別や駐車場の態様、管理上の課題、他市の同種施

設の状況などについて十分な検討を行ってまいる。 

 ２として、総合体育館及び多摩東公園駐車場有料化に関する市民、関係

団体への説明状況である。 

 （１）スポーツ推進審議会では賛成という意見であり、具体的には①と
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いうことで、駐車場が有料化されれば駐車料金を節約して自転車や歩いて

くる人もふえ、運動するきっかけにもなるので、有料化することはよいこ

とだと思う。②車を使わず歩きましょうと呼びかけることが重要ではない

か。今まで無料だったのだから、駐車場は無料で当たり前だと思っている

ところがある。それを変えていきたいというような意見があった。 

 （２）みどりと環境審議会では、特に意見はなかった。 

 （３）平成２９年度に行った市民説明会である。当初平成３０年度４月

からの運用を目指したスケジュール案だったけれども、そのとき厳しい意

見が多く、料金体系、スケジュール等、見直すこととした。 

 （４）アンケート調査である。その年の１０月から１２月にアンケート

を実施し、駐車場有料化についてはおおむね肯定的な意見が７７％という

ことで、８割近いものがあった。 

 （５）体育協会との意見交換である。平成３０年１０月から１１月にか

けて３回実施をした。議論を重ね、現在のスキームでおおむね理解をされ

ているものと考えている。 

 （６）平成３０年度市民説明会である。実施日と参加者ということでは、

１月２３日に９名、１月２４日は３名、２月３日には９名の方に参加して

いただいた。有料化反対の意見を持った参加者がほとんどであり、厳しい

意見が多かったということである。一方で、この案であれば有料化もやむ

を得ないといった意見や、多摩東公園２４時間運営での有料化に賛成する

意見も多かった。 

 ３番の検討結果である。体育施設利用者からは、駐車場の有料化に反対

する意見等もある一方で、アンケート結果では有料化が必要、やむを得な

い、無料時間を設けての実施ならよいを合わせた肯定的意見は７割を超え

たということとなっている。また、スポーツ推進審議会や多摩市体育協会

からは、有料化についての理解を得ている状況である。施設の維持管理に

当たっては、施設使用料と施設利用者以外の市民も含めた税金によって賄

われていることから、アンケート結果や審議会の意見結果も踏まえて、広

く市民の意見を取り入れるとともに、利用者負担の状況を改善していくた

め、駐車場の有料化を行うものとしている。 
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 ４、指定管理者制度を活用した管理運営である。総合体育館及び多摩東

公園については、２０２０年４月より包括して指定管理者制度を導入する

予定である。民間のノウハウを生かして、駐車場を含め施設全体を適切に

管理しながら、利用料金収入の確保を図っていただくことを目的として、

指定管理者の管理範囲に含めるものとしている。 

 ５番の料金体系案である。一般利用者というところでは３０分までを送

迎や誤入庫への対応として無料、３０分を超えて２時間までが１００円、

以降１時間ごと１００円、そして１日の最大料金として７００円を現在設

定している。以下、記載のとおりである。 

 ６番、駐車場運営時間についてである。総合体育館については近隣の住

環境への影響を考慮して、施設の開館時間に３０分から１時間程度の幅を

持たせて運用する。多摩東公園については、駐車場に隣接する住宅等が少

ないことから、民間のノウハウを生かして２４時間運営を行うようにして

いる。具体的には表のとおりである。総合体育館については８時から２２時、

多摩東公園は２４時間運営ということである。 

 ７番、スケジュール案である。今回３月に議会の常任委員会へ報告をさ

せていただいている。６月には使用料改定と指定管理者制度導入とあわせ

て条例改正をしたいと考えていて、７月以降順次、市民周知、広報等を図

ってまいり、年が明けて４月から運用開始と考えている。 

 あと陳情者に対する文面の中から、幾つかピックアップして市側の考え

を申し述べさせていただきたいと思う。こちらの陳情書にあるとおり、ま

ず３号議案のほうであるが、アンケート調査は誘導的であり、そして目的

外利用には触れておらず、有料化ありきで進められているという指摘につ

いてなのだけれども、こちらについてはアンケートの調査はいたって一般

的な質問項目になっており、誘導的との指摘に当てはまるものではないと

考える。今回の施設は、主にその当該施設を利用するために使用する駐車

場であって、駅に近いわけでもなく、周辺に際立った集客施設もないこと

から、そこまで目的外利用は多くないと考える。有料化の考え方や料金案

については、一昨年の説明会やアンケートでいただいた意見等を踏まえ、

再整理したものをご説明している。 
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 そして、スポーツ基本法に逆行しているのではないかというようなご指

摘であるが、スポーツ基本法が規定するように、市民が広くスポーツへ参

加できる環境を維持することが必要である。今後も限られた財源の中で体

育施設を引き続き適切に維持し続けるためには、駐車場の有料化は必要な

対策の１つだと考える。また、現在スポーツ基本法に基づくスポーツ推進

計画の策定を、公募市民や学識経験者の方が委員となったスポーツ推進審

議会で議論している。駐車場有料化についてもスポーツ推進審議会の意見

を確認したところ、有料化を進めるべきとのご意見をいただいた。多くの

市民の方から意見を伺って、今後も将来にわたって長く施設を維持管理で

きるようにしていく取り組みを行っていきたいと考えており、そのような

取り組みを行うことが、スポーツ基本法の趣旨にも合致しているものと考

える。 

 そして次に、生活の一部として利用している人が多く、欠くことのでき

ない施設、交流の場、医療費削減にもつながっていることへの認識が欠け

ているのではないかというご指摘についてであるけれども、市民のスポー

ツの振興や普及を図ること、市民の心身の健全な発達の寄与、また、スポ

ーツを通じた交流や健康増進につながる必要な全市的施設ということで認

識をしている。市の方針としては、今後も維持し続けていく施設として位

置づけているところでもある。次世代にも引き継ぐ施設として維持してい

く必要があるからこそ、駐車場を利用する方からも一定の負担をいただき

たいと考えており、ご理解をいただきたいと思う。 

 そしてまた、車を使わざるを得ない利用者が多いことに対する認識が欠

如しているのではというご指摘についてであるけれども、アンケート結果

を見ても、車での来館者が多いことは把握している。だからこそ、限られ

た駐車場の一定スペースを一定時間占有する駐車場利用に対して、相応の

ご負担をいただくものであり、決して車で来る方を排除しようとするもの

ではない。起伏の多い多摩市の地形だからというのであれば、どの施設で

あってもその条件は同じであると考えている。どこに住んでいるかという

ようなところも、交通手段を選択する上での１つの判断材料になるかと思

う。また、車を所有している方は車で来館できるが、そもそも車を所有し



 47 

ていない方は、住んでいる場所にもよるけれども、バスや自転車、徒歩な

どで来館されていると思われる。繰り返しになるが、駐車場をなくそうと

しているわけではなく、車で来る方を排除しようとしているものでもない。 

 そして、公共施設駐車場を一般開放することにより、本来の利用者の駐

車場スペースが減少するというご指摘であるが、一般に広く開放するわけ

ではない。有料化を一般開放というのならば、無料である現状も一般開放

と言えてしまうと考える。現状でも、有料化後においても、原則的には施

設利用者のための駐車場であることに変わりはない。施設利用者以外が使

用していたのならば、むしろ今まで無料だから気軽にとめていたのかもし

れないと考えると、有料化により、利用者以外は気軽にとめなくなるだろ

うし、車で来館されていた利用者も、場合によっては自転車やバイクで来

ることを検討するだろうし、可能なら乗り合わせてくるなどの工夫により、

駐車場スペースが減少するというような指摘は当てはまらないものと考え

る。 

 そして５については、後ほどあわせて申し述べる。 

 あとこちらのほうの記載にある６番である。歳入増を見込む根拠が明確

になっていないというところなのだけれども、これはあくまで現段階の想

定だが、総合体育館では年間１２０万円、５年間で６００万円、多摩東公

園では年間２４０万円、５年間では１,２００万円というように歳入増の見

込みを立てていて、これらは売り上げから経費を差し引いたものを収益金

としてお示ししているものである。 

 次に陳情書にあるご指摘なのだけれども、まず入場料は３時間で徴収さ

れていることもあり、各利用者の平均的な利用の時間は３時間から４時間

であるというようなご指摘なのだが、これは、この単位というのはあくま

で時間区分単位であり、正確には２時間４５分ということを１単位として

いる。主張されているような平均的な利用時間というのは、こちらのほう

には根拠が示されていなく、陳情者の主観が大きく入っているものと考え

ている。アンケート調査では、２時間から３時間の利用が最も多く、約

２７％であった。次いで１時間から２時間の利用者が約１４％ということ

である。市としてはこういった意見を反映し、さまざまな利用に対して配
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慮した料金設定を提案している。 

 そして駐車場３時間１００円とするというような指摘である。こちらに

ついては平成２９年度に検討した総合体育館の駐車場の料金体系案では

１時間１００円からのスタートでの提案であった。近隣相場から見ても妥

当であるということで、事業者からも意見をいただいて提案したものであ

る。しかし、市民の皆様からさまざまな意見を頂戴したところでアンケー

ト調査も実施し、その意見を反映させた形で、相場からは若干低廉な価格

になるが、再考して今回のご提案をさせていただいているところである。

３時間１００円という設定は、駐車場相場から見ても大きくかけ離れてお

り、収入の観点から見ても大きく影響してくる。また、その根拠が多くの

市民に理解されないと難しいのではないかと考える。ちなみに３時間

１００円という料金体系で収支にどの程度影響が出るか確認したところ、

収益は出ないというところであった。 

 続きまして、公園のみを利用する者、スポーツ施設を利用する者、駐車

場のみを利用する者で料金区分をする。ベルブ永山は１時間無料になって

いるというようなご指摘である。こちら公園であっても、その中のスポー

ツ施設であっても、基本的には施設を利用する目的で車で来て、当該駐車

場を利用することに対してその料金を負担していただくものであり、スポ

ーツ施設を利用する方に減免などの特典を与えることとは違うと捉えてい

る。ベルブ永山は駅に近いというようなところもあり、公民館を利用しな

いで駐車する方と区別するためであると認識している。ベルブ永山は最初

の１時間２４０円ということで、仮に２時間とめれば４８０円ということ

だが、施設利用者は１時間分免除になるので、２時間とめて２４０円とい

うことになる。永山の場合はほかにも駅の近くにショッピングセンターの

駐車場があったりということで、その駐車場料金と同額設定にしているこ

ともその要因の１つであると考える。今回そういった意味において、ベル

ブ永山とはその施設特性が大きく異なり、単純に比較することはできない

と考える。今回市が提案する料金体系では、２時間１００円からのスター

トとしており、相場からも低廉な価格であり、利用者に配慮した料金設定

になっている。それをさらにというところは、なかなか難しいのではない
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かと考えている。 

 そしてシニア料金の設定というようなところもあった。こちらについて

は、温水プール駐車場の利用料金については、６０歳以上の利用者を対象

として通常料金の半額としている。これは温水プールが総合福祉センター

に併設をされ、一体的に施設運営を行っており、施設利用料金について当

初からシニア料金を設定していることなど、ほかにはない特殊性を考慮し

て設定しているものである。公共施設としては、スポーツ施設だけでなく、

公民館やコミュニティセンター、老人福祉館、地区市民ホールなどがある

中で、また、さらなる高齢化率の上昇が見込まれる時代において、その施

設特性、近隣市の状況、建設費、維持管理経費、減価償却なども踏まえて

の料金設定等が設定されている。 

 そして最後に施設の歳入増ということで、スポーツ選手の講演、スポー

ツ用品メーカー等との共催によるイベントの開催というようなところも、

提案としてあった。こちらについては、指定管理者制度の導入によって、

トレーニングマシンや機器の入れかえ等により利用者も増加している。ま

た、指定管理者事業による自主事業の展開によっても収入確保を図ってい

る。さらに指定管理者と広告導入についての委託契約も締結し、広告主が

決まれば、指定管理者を通じて市に使用料収入が入ってくる仕組みを策定

した。ご提案のスポーツ選手の講演やイベントの開催というのは、必ずし

も収入増につながるものではないと考える。市が実施したとしても、多額

の講演料であったり、イベントの委託費用、比較的大きな予算を組むこと

になり、それらを実施したことによって大きく収入増になるとは考えにく

いということはおわかりいただけると思っている。レストランにおいては、

指定管理者更新のタイミングで施設運営事業との一体的なサービス展開を

図っていくため、温水プール同様の手法により、指定管理者が食堂スペー

スを生かした運営を行う方向で、今検討をしている。今後は広く民間活用

を行っていきたいと考えているところである。 

折戸委員長   市側の説明は終わった。これより本意見の陳情について、一括して質疑

に入る。質疑はないか。 

橋本委員    まず、１月の末から２月の初めにかけて行われた説明会のときに、市民
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の皆さんへ配られた資料に関してお聞きする。 

 考えとしてそこで示されているのは、スポーツなどという概念ではなく

て、多摩市の行財政刷新のこのプログラムによって歳入確保を図るためと

いうことが第一に掲げられているのではないかと思うのだが、その辺のこ

とについては、きょう企画部門、どちらかというと今回、今一生懸命スポ

ーツのほうの課長がお答えになったけれども、発信地は行政管理課のほう

の考え方かと受けとめたのだが、その辺についてまずお考えをお聞かせい

ただきたい。 

小栁行政管理課長 そちら書かせていただいたものもそうだし、きょうお配りしている資

料の１番のところもそうなのだけれども、今回駐車場の有料化というとこ

ろでは、先日健康福祉常任委員会のほうに健康センターの駐車場について

の有料化というところもご説明させていただいたところである。それら公

共施設の駐車場の有料化というところの全体的な市の考え方というのを、

まずご説明させていただくと考えたところであるので、そちらの表記を私、

行政管理課のほうで書かせていただいたというところである。 

橋本委員    ということは、行政管理課のほうとしては、あらゆる公共施設のところ

は、今後全部有料化を図るということが基本姿勢なのかということが１点

と、それからさまざまな状況にある駐車場を画一的に有料化するのではな

く、種別や立地、管理上の課題、そういうことが書かれているのだが、そ

れは今回のお考えに具体的にはどんな差異を持って提案されているのかお

答えいただきたい。 

小栁行政管理課長 そちら書かせていただいているのが、まず多様化する市民ニーズに適

切に対応し、持続可能な行財政運営を進めるという観点から、ハード・ソ

フト両面における行財政改革の取り組みとして定められているのが刷新計

画となっている。その中で資産の有効活用ということで、駐車場の有料化

というところにも触れられているところであるけれども、何でもかんでも

有料化していくということではなくて、本日のペーパーにも書かせていた

だいたが、施設や、その駐車場の状況に応じた柔軟な運営によりまして、

今回施設の適正な維持管理に必要な財源の確保ということだけでなく、駐

車場利用者や、その駐車場自体を利用されない方にとっても有益な仕組み
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となるようなものとして、駐車場の有料化というものを活用させていただ

きたいと思っている。 

 さまざまな状況にあるものを画一的に有料化するのではなくという部分

についてなのだけれども、例えば今回の多摩東公園の有料化については、

ご承知のとおり今年度から大規模改修工事をしており、改修後のリニュー

アルオープンに合わせて、２０２０年の４月から指定管理者制度の導入を

するというところを考えているところである。改修や運営手法の見直しに

より、より広くスポーツに親しむ環境の充実というものに取り組むととも

に、運営者が民間の指定管理者というところを考えているので、民間活力

というところではさまざまな事業展開などにより、より多くの市民の方が

集い、楽しむことができる公共空間になるものというようなところで計画

をしているところである。そのため、車でいらっしゃる方もいて、増加が

見込まれるというところから、この改修、再オープンに合わせて駐車場の

有料化というところを導入し、駐車場利用の適正性というものも改善をし

ていきたいと思っているところである。民間の技術なども使うことにより、

例えば２４時間営業というようなところも可能になるし、人がいなくても

そのコールセンターのようなものとつながることで、障害者の減免措置と

いうようなところも可能になるというような、柔軟な運用を行っていきた

いと考えているところである。 

 総合体育館については、多摩東もそうだけれども、温水プール等とあわ

せてスポーツ施設の駐車場のあり方の整合性というところから、有料化を

してまいりたいというようなことでご提案させていただいているものであ

る。 

橋本委員    確かにおっしゃっていることについては、ずっと流れとしては有料化が

必要だし、有料化によって指定管理者との関係ということでもおっしゃっ

ているのであるが、その包括的な指定管理者の導入ということは、もしも

駐車場の有料化はしないで、今までのようなことだと、指定管理者との関

係で問題が生じるというふうにも聞こえるのだけれども、この辺のところ

についてはどうなのでしょうか。どちらがお答えになっても結構です。 

植田スポーツ振興課長 そちらのほうに関しては、特別指定管理者のほうに何か影響が出
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るというところはないと思う。ただ、今回我々が考えているのは、指定管

理者制度の範囲に入れるというところで考えているので、そちらの収益等

の部分については指定管理料にも影響するし、これを下げることができる。

この導入に至った経過では、指定管理料は下げるということができるとと

もに、そこで得た収益については市民サービスの向上のために修繕や備品

購入事業の展開など、利用者の皆様のために使用されるものであると考え

ている。 

橋本委員    確かに指定管理者にして、パルテノンも駐車場をタイムズとか、そうい

うところがやっていてと、同じようなパターンがある。だからそこでたく

さんの車が来てたくさんの料金を払ってもらえば、一定の安定した運営に

なれるということが説明だと思うのだが、そこで考えられるのは、先ほど

陳情者の方がおっしゃったように、確かに場所があってお金になればお金

にするということなのだけれども、利用されている方のことが後景に追い

やられているのではないかという点については、私自身も感じるところが

あるのだが、観念論になっているとあれなので、具体的なことを何点か伺

いたいと思う。 

 総合体育館への公共交通のことなのだが、スポーツの審議会のご返事だ

と、歩くのは健康にいいと。一般的に歩くのは健康にいいかもしれないが、

永山の四丁目や諏訪の四丁目、五丁目という奥から、さあ総合体育館まで

というと、すごく距離もある。それでしかも公共交通で、ではバスで行き

なさいといったらバスは通っていないのだけれども、直接の行き方として

は。この辺のところ、総合体育館への公共交通と、それから多摩東公園は

少し離れたところにバスが行っているわけだけれども、この辺のところと

いうのは、皆さんはそれだけおっしゃるのだったら、公共交通をやはりき

ちんと整える責任もあわせてあるのではないかと思うが、この辺のことに

ついては、何か今まで以上に変更や充実などは考えていらっしゃるのかど

うか。 

植田スポーツ振興課長 バス路線、どこから乗ってどこに帰るのかというところは、人に

よってさまざまあろうかと思う。そういった面で、もちろん公共交通機関

に行きにくい場所というものも確かにあると認識している。こちらについ
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ては、ミニバスの運行や、いろいろそのようなところも取り組みとしてや

っているが、そういった中で一定程度利用が見込めるとか、そういった状

況になるようだったら、改めて市の所管のほうとも協議をして、考えてい

く必要があると思っている。 

 また、いかんせんその駐車場の有料化については、駐車場を使えなくな

るというようなことではないので、使っていただいて来ていただく分には

相応の負担をしていただくというものであって、基本的には駐車場がなく

なって、皆さん電車、バス等でご利用くださいということではないと認識

している。 

橋本委員    その辺のところで、歳入増の根拠というか、歳入増というのが１つ駐車

場でやると、もし指定管理が包括的指定管理になってやったら、そうした

ら市の何か歳入に直接そのものが、指定管理料が減るということで歳入増

が効果をあらわすというような捉え方でいいのか。 

植田スポーツ振興課長 基本的には、ここで得られる収益については、市が支払う指定管

理料から除かせていただくということで考えている。その分、指定管理者

はそこで得た収益について、利用者に対して、先ほど申し上げたとおり修

繕費用や備品購入、市民サービスの提供に寄与するものと考えている。 

松尾くらしと文化部長 この指定管理者制度の中では、今現在もそうであるけれども、利

用料金制をとるので、基本的にそれが直接市の収入になるというものでは

ない。ただ、そこである程度の収益が出てきた分については、一定の利用

者へのサービスの向上等で還元をしていただく、もしくはその指定管理料

自体を、その分の見合った分だけ減額していくというようなことは今後も

考えられるのではないかとは思っている。 

橋本委員    少なくとも総合体育館、それから多摩東公園というものは、やはりみん

なが本当に行きやすいところだとは、誰も思っていないと思う。それで一

定の距離があって、元気な高齢者といっても、３０分、４０分歩いていっ

て運動をして、また３０分、４０分歩いて帰るという、そこまでの元気さ

は、それは若い人だってなかなか生まれないので、これは市がおっしゃっ

たのではなくて、スポーツの審議会のスポーツの得意な人たちがおっしゃ

ったとしたら、かなり無理のある理屈かなと思って、一般的には確かに植
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田さんがおっしゃるように、どうぞ車でいらっしゃい、車で来たら、その

かわりお金を一定払うのは当然だという理屈を言っていらっしゃるという

ことはわかった。市の言っていることの意味はわかる。 

 それでもう一つ、先ほど陳情者の方がおっしゃった中で、具体的に総合

体育館のところの出入りの危険性については、私も前から思っていた。特

に西側のところから入ると、大きな車などだとすれ違いにくいということ

で、１つ提案されている東から入って、裏を回って西から抜けていくとい

うのは、これは構造上、直すとしたら可能なのか。有料、無料にかかわら

ず、改善の提案が先ほどされたかと思うのだが、これは実際にはできるこ

となのか、できないことなのか。 

植田スポーツ振興課長 総合体育館の第１、第２駐車場をつなげることはできないかとい

うご提案だと思うが、体育館の裏側には児童広場があって、ここを駐車場

にすることは、これまで私どもも検討はした。しかし、この広場をご利用

いただいているお子さんや地域住民の方もいらっしゃる中では、ここをす

ぐに駐車場としてつなげて利用するというようなことは、今のところは難

しい状況にあるということである。 

橋本委員    それから、この冬の時期に行われた説明会に参加された方について、私

もお話を聞いたけれども、本当に、それで市のほうとしては反対する人が

ほとんどだったというような、厳しいご意見というのは、つまり納得でき

ないという人が多かった、そういう人がたくさん来たのだというような趣

旨だと思うのだが、余りにも周知が不徹底だったかと思っている。これを

１つのきっかけにして、実際に条例提案されるのは、多分今議会ではなく

て先の議会だけれども、本当に理解を得たいと思われるのだったら、私は

もう少し数名、先ほど数を出されていたが、参加した人が市の職員と同じ

ぐらいというか、非常に少なくて、これだとやはりとても徹底されている

というふうは私も受けとめられないのだけれども、この辺のところについ

ては、市としてはどのように受けとめていらっしゃるのか。 

植田スポーツ振興課長 私も思ったより参加者が少ないとは感じているところである。た

だ、周知についてはしっかりと、たま広報でもご案内をした。また、公式

ホームページや施設への張り紙等でもご案内をしているので、私どもとし
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ては、精いっぱい周知には努めたところである。 

橋本委員    広くいろいろなことを聞きたいので、簡単な形で聞いていくけれども、

１つはこの多摩東公園の駐車場については、２４時間営業ということが市

の出された資料にも書いてあるが、それは住民の要求なのかどうかという

ことが１点と、先ほどの説明の中でも、住宅が少ないから。夜、あそこは

本当にとめたい人がいるのかという疑問が出ることと、少ない駐車だと、

ある意味とても危険なところである。人が常時通るところではなくて、よ

く消防団の方がポンプ操法ということで使っていらっしゃったりするけれ

ども、そういうとき以外は、そんなに夜間のときに２４時間営業を意図さ

れるだけの場所なのかということにも疑問を感じるのだが、その辺はいか

がなのか。 

柚木公園緑地課長 多摩東公園ということで、公園のほうからご回答させていただければ

と思う。 

 まず２４時間営業について、市民要望なのかということなのだけれども、

市民説明会を開催させていただいたときのご提案の中では、武道館や陸上

競技場、テニスコート、多摩東公園内にあるが、それも施設の開館時間前

後広げた形でのご提案の話もさせていただいた。同時に２４時間もあわせ

て検討しているという話も、説明会ではさせていただいたところである。

説明会の中で、参加された中の方では、多摩東公園の近隣に住んでいる方

だったけれども、ご自宅には１台分の駐車場があるが、お知り合いの方や

ご家族の方が帰省されたときにとめる場所がないと。やむなく路上駐車を

しなければならないという状況もあって、多摩東公園のところに、例えば

２４時間有料で気軽にとめられるということであれば、そういった形でぜ

ひご検討いただけないかというところのご意見もあったことも事実である。 

 あと、確かにあそこは住居が隣接していないので、暗がりで危ないとい

うところの部分のお話だけれども、有料駐車場になれば、駐車場事業者の

ほうで当然有料機器を設置していくということになるわけだが、それに当

たっては、ある程度照明や、場合によっては防犯カメラの対応はしていく

というところもあるし、今、多摩東公園は改修工事をさせていただいてい

るけれども、改修工事の中では一定程度の樹木の伐採というか、整理も考
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えているので、そういったところでその辺のところはケアできるのかとは

考えている。 

橋本委員    これは主たる、今回の陳情に係る問題ではないのだけれども、家があれ

ば２４時間やればうるさいし、排気ガスも出る。ないところに設置して、

お得なのは民間のところだと一晩以上とめるということになると、マック

ス１,４００円とか、マックス幾らなどというのがあるとしても、１台とま

るだけで高い料金が収益になるということでは、２４時間制というものは

設置した、いわゆる指定管理者がまた委託するかもしれないけれども、そ

ういう民間の収入になっていくということは１つのやり方として考えられ

ることだと思うのだが、そのことについては本当に多面的に検討していた

だきたいということを申し上げたいと思う。 

 それで本論に帰るのだけれども、今、駐車場の、やはり今は体育館が中

心で、多摩東公園は工事をして、ちょっとまだ見えないところがあるのだ

が、総合体育館へ車に乗っていらっしゃって１日どのくらいの利用がある

のか、おわかりかと思うので、お答えいただきたいと思う。 

植田スポーツ振興課長 １日どれぐらい駐車があるのかというところは、１日ずっとそこ

に張りついて台数を数えたということはちょっと不可能であるので、でき

ていない。そのかわり、平日、土日祝日ということで、１０時時点、１５時

時点、２０時時点で、駐車台数のうちほぼほぼ満車に近い状態だった日が

何日あるかというようなところは、私ども１年間かけて調べたところであ

る。その状況においては、平日なのだけれども、１０時時点、１年間を実

施したところで３１日間だったということで、割合としては１３.３％であ

る。多くても平日の１５時時点が、第１駐車場のほうで割合として１５％、

土日祝日に関しては、もう少しその利用率がアップし、１０時時点の第１駐

車場で約２７％の割合で、ほぼほぼ満車になっていた実績がある。そして

１５時時点では約２３％が、ほぼほぼ満車になっていた割合であるという

ところで認識をしている。 

橋本委員    １カ月１０万円というのはどうやって出したのか。 

植田スポーツ振興課長 これはあくまで試算ということで、実際にこのとおりになるかと

いうところはあるとは思うのだけれども、売り上げが、まず施設利用者約
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２０万人に対して、そのうちの車利用のパーセンテージや、有料化により

どれぐらいの方が利用するというようなところを換算した中で、大体の施

設利用者の売り上げということで、月に８３万円というようなところで見

込んでいる。そして、それに対する経費ということで、工事の初期整備費

用、それを５年間の償還で設定をしているので、６０カ月で割った部分、

それが２０万円、そして機械費用なのだけれども、それが月に割った計算

で２０万円、運営管理費ということで、消耗品費や定期メンテナンス費、

コンタクトセンター費、データ管理費、あとその駐車場の分の利益等も含

めて約３３万円ということで、これを合わせると経費が７３万円というこ

とになる。売り上げが８３万円で経費が７３万円ということなので、マイ

ナスして１０万円が収益として今見込んでいる状況である。 

橋本委員    最後にするが、つまり今の考え方をもってすると、その１０万円の差額

が出るけれども、１０万円をどう考えるかというところが、もう最後の焦

点だと思う。１０万円をお金として、キャッシュとして差額を生まないと、

総合体育館の駐車場の運営、そして包括の指定管理者というものの今後の

関係において、いろいろやりづらさも出てくるからというご判断に立って、

２時間１００円というものを取って１カ月１０万円、１年間で１２０万円

という数字を出されたと思うが、私はそれが、先ほど行政管理課から発信

されたけれども、くらしと文化部、そして公園を管理する環境部のほうも、

三者でそのようなことが、やはりこれからの駐車場に対する考えとしては

必要だということを判断なさったというふうに、各部長に最後お答えして

いただいて私の質疑を終わりたいと思う。 

松尾くらしと文化部長 先ほど市の全体的な考え方につきましては、行政管理課の小栁課

長から話があったけれども、やはり今後のこの施設の管理運営、こうした

ところの持続可能なという部分のところでいけば、やはり一定の利用なさ

る方々からは公平な税負担というようなところ、そうしたところも勘案す

れば、今後公共施設は、一律ではないにしろ、駐車場等の有料化について

は検討していくというところが必要だろうと考えたところである。 

 そうした中でそれぞれの所管のところで検討した中で、今回の有料化が

著しくその施設利用を阻害するというようなものではないとも考えている
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し、今後、この有料化に伴ってそれぞれの施設の利用者へのサービス等の

向上、還元、こうしたところ、また指定管理者の指定管理料の一定の軽減、

こうしたところへも反映できればとも考えているところである。 

井環境部長  多摩東公園のほうであるが、例えば金額的なものの積算、それについて

はないけれども、今回東公園の改修工事を行っている。そこでかねて議会

からも要望があったけれども、この駐車場の整備を図ろうということで、

尾根幹線側、武道館側、両方とも台数のほうも増設をさせていただいてい

る。 

 また、今２４時間の話があったけれども、あそこも今周辺に住宅が張り

ついていないというふうな話もあったが、住民の方からはやはり２４時間

というところの希望もされているようだし、また尾根幹線側、特に土曜、

日曜の自転車の利用者の、自動車で来られてそこで乗りかえて自転車を楽

しまれるというところ、そういったようなスポーツ振興というのか、そう

いったところも捉えていくと、やはり駐車場を一般、広く皆さんに利用し

ていただくという環境を整えていくということは必要なのかと考えている

ところである。 

 また、今、朝と夕方、シルバー人材センターにおいて門の開閉をしてい

ただいている。これ２４時間になると、その辺の経費的なものというのも

見直しが図られるのかというところで考えているところである。 

折戸委員長   ほかに質疑はないか。 

岩崎委員    今、多摩東公園と総合体育館のほうだけれども、それぞれ公共交通で行

くとしたら、どのような方法があって、幾らぐらいかかるという認識なの

か。 

 場所が一定ではないけれども、例えばこの市役所でもいいのだが、そう

するとあそこはバス停が近くにあるのか、そしてあるとしたら、各駅だっ

たら行けることは行けるという認識なのか。それぞれ駅から、多摩センタ

ー駅でも、永山駅からでも、行くとしたらどのような行き方があるのか。 

植田スポーツ振興課長 まず総合体育館についてだけれども、聖蹟桜ヶ丘の駅からだと多

摩センター行きのバスに乗って、総合体育館入口というバス停があるので、

そちらのほうで降車していただいて、歩いてすぐというところになる。そ
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ちらのほうは多摩センター駅行きなので、多摩センター駅から来られる方

についても、今度同様に、逆のパターンで聖蹟桜ヶ丘方面に行くバスに乗

っていただいて、総合体育館入口で降車していただくという形になる。 

 永山駅からだとちょっと行きづらくて、通常のバス路線というよりかは

少し遠回りになるが、ミニバスが走っているので、本数等は少ないのだけ

れども、ミニバスで総合体育館の目の前にバス停があるので、そちらのほ

うを利用していただくというような形になろうかと思う。あとは多摩セン

ター駅に出ていただいて、そこから通常のバス路線で総合体育館入口で降

車していただくというようなルートが考えられるかと思う。 

柚木公園緑地課長 経路等については、最寄りに陸上競技場入口だったか、バス停がある

が、ちょっとどういった形で、バス停が近くにあるというのは承知はして

いるけれども、バスで来ると諏訪四丁目からも歩いてこられる。多摩東公

園まで、具体的には、連絡をちょっと……。 

植田スポーツ振興課長 実際には多摩東公園というバス停があるのだけれども、そこはほ

とんど１時間に１本程度しか。ちょっと１日に数本というところで、なか

なかその利用がないような状況である。 

 その多摩東公園を囲むような形で陸上競技場入口というバス停と諏訪四

丁目という入り口があるので、そちらのほうからおりていただいて、多少

歩いて該当施設のほうには来ていただくというような形になろうかと思う。 

岩崎委員    そうなると、市の認識としては車で行かれる方がほぼほぼ多いという、

車でないとなかなかちょっと難しいというか、あとは自転車か、バイクと

いう形のところで、皆さんはそこを利用しているという認識、遠い方はそ

ういう形だという認識なのか。 

植田スポーツ振興課長 一定程度総合体育館の駐車場の有料化のアンケートで、何で来て

いるのかというような問いもあった。その中では、やはり車で来ている方

というのは多いというところで認識しているところである。 

折戸委員長   ほかに質疑はないか。 

渡辺委員    今、公共交通のバスの利便性ということだったのだけれども、前に私も

議会で取り上げさせていただいて、特に多摩東公園はなかなかバスの便が

よくないということで、陸上競技場側にはまずバス停がないということも
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あって、あとは一応先ほどもお話があったように、多摩東公園、あそこの

バス停はほとんど、１日１本なくて、土日に各時間に１本ずつというよう

なのがあって、それからもう１個は聖ヶ丘の四丁目だったか、あそこに陸

上競技場入口という、どうしてここに陸上競技場入口があるのかなという

のと、あとは諏訪四丁目、団地の中ということで、非常に便が悪いかなと

いうことはご指摘をさせていただいた。改修を今やっているということで、

バスの利便性がこれからどうなるかはわからないけれども、そこは課題が

残っている部分かと思うので、引き続き検討していただきたいなと思って

いる。 

 それから、先ほど出たスポーツサイクリストがあそこを結構使うという

ことで、あそこで自転車をおろして、そのまま車を置いてというパターン

があるんだと思うのだけれども、これはどうなのか。市側はそういうこと

をしっかり認識した上で、例えば台数がこのぐらいあったとか、そういう

ことは数えてはいないのか。 

柚木公園緑地課長 今、スポーツサイクリストの方がどのくらい車を駐車しているかとい

う部分のデータについては、特にとっていないということが現状なので、

あくまでも印象的な部分というところの状況である。 

渡辺委員    私も以前議会で質問するに当たって、あそこを視察に行った。おそらく

あれは日中、土日どちらかだと思ったのだけれども、そのときはもう運動

施設はテニスコートだけの利用者がいて、武道館のほうは武道館で何かや

っていたかもしれないが、陸上競技場のあたりは何もやっていない状態だ

ったのだけれども、東公園陸上競技場側の駐車場は、テニスコートを利用

している方の台数ではなく、やはりかなりの台数があそこにとまっていた

という印象がある。そうすると、例えば近隣のよこやまの道に行かれる方

もいらっしゃるだろうし、あとはやはりさっき言ったスポーツサイクリス

トがあそこへとめているんじゃないかとは思っているので、あそこを有料

にして２４時間ということもある程度は考えられるのかなとは思う。これ

から改修に当たって台数を少しふやしていくということも聞いているのだ

が、もう１回確認したいのだけれども、どのぐらい台数がふえるかという

ことを教えていただきたい。 
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柚木公園緑地課長 今、多摩東公園、第１、第２というのがあって、改修工事をしている

ような状況である。尾根幹線側、その駐車場につきましては植栽升が現行

あったけれども、その植栽升の部分を潰して、新たに駐車場の台数を入れ

るという形で考えている。 

 武道館につきましては、武道館側の駐車場については既存の駐車場スペ

ースプラスアルファで、陸上競技場のエントランスに上がるようなところ

のわきに駐車場をふやすという形で、今計画をしているところである。具

体的な台数というところだが、今現行が２カ所合わせて１１７台駐車スペ

ースがあるが、１１７台から１３２台への増車で計画をしているところで

ある。 

渡辺委員    わかった。 

 そうすると、やはり多摩東公園の利用形態と、また総合体育館の利用形

態というのはちょっと色合いが違うと私は思うのである。皆さんもそうい

う認識かと思うのだが、だから多摩東公園に関してはさまざまな方が使わ

れる要素がある。これからまた尾根幹線の拡幅工事が始まれば、もっとあ

そこの交通量がふえてくるし、多摩東公園が結構注目を浴びる点でもある

のかと思っている。そういった意味では、多摩東公園に関しては有料化、

２４時間というのは適切な判断なのかと私も思っているところなのだが、

もう１点。先ほどの陳情者がおっしゃっていた、入り口がなかなかわから

ないという部分があったと思う。多摩東公園の誘導というか、看板がない

とか、そういうことがあったと思う。これ私も議会で取り上げて、何もな

いよということで非常にわかりづらいという部分もある。この改修によっ

て、それができるのかできないのか、教えていただきたい。 

柚木公園緑地課長 特に入り口がわかりづらいというのは、武道館側の駐車場のご指摘だ

ったかと認識している。剣橋だったか、稲城のほうからずっと馬引沢のほ

うにかかっていく橋梁、剣橋があるが、そこのところに駐車場入り口とい

うところの表記を今回の改修工事に合わせて計画をして、よりわかりやす

いような形で案内、サイン計画というのは今検討している状態である。 

渡辺委員    わかった。ということは、尾根幹線沿いの多摩東公園側というか、陸上

競技場側は特にいじらないということでよろしいか。 
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柚木公園緑地課長 尾根幹線側であるが、現行尾根幹線を稲城市方面からずっと八王子方

面へ向けて入るときには、ずっと右側に一方通行の、曲がって駐車場のほ

うに入るかと思う。今回改修工事に当たり、有料化の関係もあるけれども、

車両の入り口部分を、今一方通行で入って出るという形になっているかと

思うが、そうではなくて現行の出口になっている部分、稲城市寄りという

のか、そちらから入出庫をするという形で今検討している。それはなぜか

と申し上げると、有料化をして駐車場面積が５００平米以上になると、駐

車場法の適用があり、路外駐車場の届出等が必要になる。そういった中で、

警察も事前の協議の中では交差点付近に入り口を設けてはならないという

ところのご指導もあり、入り口をずらさなければならないというところが

ある。ただ、一方そうしたときに安全性はどうなのかというところの議論

がある。現行駐車場と駐車場の車路の幅を現行５メートルであるのだが、

それを今回の改修工事に合わせて相互通行できるように、５.７メートルま

で拡幅して、安全性の確保をした上でそういった対応や、また入り口部分

も開口部を広げて安全に入れるようなところも検討しているというような

状況である。 

渡辺委員    何となくわかったのだけれども、やはり尾根幹線側から入っていく駐車

場も、少し私はわかりづらかったと思う。だから、今回入り口も変わると

いうことであれば、そこはしっかり何かしらの誘導できる看板なり何なり

をはっきりさせたほうがいいのではないかと思うし、また入り口が変わっ

たことで、間違えて前の出口のほうから入ってくるという可能性もあるだ

ろうから、そこはしっかりやっていただきたいという部分がある。それは

それでよい。 

 もう一つちょっと聞きたいのが、先ほど出た総合体育館のレストランの

件である。これ民間をいろいろな形で導入をして、指定管理者等いろいろ

な形でリニューアルというのか、レストランもいろいろな形でもっと多く

の方に使っていただけるようにという形をとっていきたいというような趣

旨のお話だったと思うが、これ、例えばレストランだけを使いたい人がお

昼を食べに来る。ランチなどを食べに来るときに、現行の今の市の提案だ

と３０分無料ということで、ただ、ではランチしに来た人が３０分無料だ
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からといって３０分以内で食べるとか、そのようなことも考えられてしま

う。だから、レストランを利用する方の特典のような、割引制度のような

ものは、現在もし有料化になった場合にはどう考えていらっしゃるのか。 

植田スポーツ振興課長 ３０分無料という設定は、あくまで誤入庫ですとか、送迎のため

の時間と見込んでいる。レストラン利用者に対しての減免などというよう

なところは、温水プールのほうにもレストランがあるが、そちらのほうを

利用していただいた方にも、そういった制度は特に今設けていないという

ような状態でもある。したがって、今、市として考えている中では、そう

いったところも特典というのは考えていない状況ではあるが、指定管理者

制度の範囲に入るということでもあるので、我々が設定するのは上限額と

いうことにもなり、場合によってその指定管理者の裁量で、市との協議に

なるけれども、何か工夫というのは考えられる可能性はゼロではないと考

えている。 

渡辺委員    あくまでも市側としては３０分は無料、そのレストランを使う、使わな

いは別としてということである。指定管理者とその民間のノウハウを生か

しながら、指定管理者がそういうチケットを出すなりということは考えら

れるということでよろしいか。 

植田スポーツ振興課長 そのとおりである。 

渡辺委員    結構である。 

折戸委員長   ほかに質疑はないか。 

岩永委員    私、今回いろいろ調べていて思ったことは、総合体育館や武道館は、予

約の１つの単位が２時間４５分ということになっている。２時間４５分と

いう、その単位の中で、例えばこの陳情者の方がおっしゃっているように、

ヨガ教室をやったり、いろいろなことをやられているはずである。そこを

ベースにしながら、では、そこを利用するに当たって、いろいろな交通手

段で来られる方はいらっしゃるのだけれども、車で来られる方にどのよう

に対応するのかということを考えるべきではないか。基本考えるのは、や

はり１つの単位が２時間４５分であり、そこの中で提供されているプログ

ラムも基本２時間４５分であるというところから考えて、どうするのかと

いうことだと思っているのがまず１つである。なので、今回なぜ２時間単
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位にしたのかということをまず伺いたいと思う。 

 ただ、多摩東公園の中にあるテニス場などは、多分２時間単位になって

いるので、公園のほうが２時間単位にしますなどということであれば、そ

れは、ああ、そういうことなのかということで、予約の単位と合致するの

でわかるのだが、なぜ総合体育館や武道館も１つの単位が２時間４５分と

いう予約にもかかわらず、２時間というふうに決めたのかと、その理由に

ついてお伺いしたい。 

植田スポーツ振興課長 当初はいろいろな使われ方をするということもあり、１時間

１００円からの設定というふうにしていた。しかしながら、さまざまなご

意見をいただいた中でアンケート調査を行ったところである。アンケート

調査の中では、確かに区分としては２時間４５分というのを１つの単位と

してはいるけれども、実際の利用時間を問うたところ、それが２時間から

３時間未満の利用が大半で約２７％、その次に１時間から２時間までの利

用というところが約１４％というような数値が出ている。そういった中で、

一定程度、２時間までの利用をされる方もいらっしゃるというようなとこ

ろもあって、最初の設定を２時間までにしたというようなところである。

それ以降については、もちろん利用の中で３時間を超える人もいるだろう

し、大会などで来た方については、利用区分等は、カウントは関係なく、

１試合に大会等で使うので、４時間、５時間というふうに試合時間が長引

いたり、複数試合する方にとってはそこに近い方もいるので、そこは一律

にということではなく、１時間単位でとめた料金の分だけご負担をいただ

くというような形で設定をしたものである。 

岩永委員    これアンケートをおとりになって、見たところ２時間から３時間未満の

人が２６.９％と。当たり前である。だって２時間４５分という単位がある

わけだから、そのことを思うと、やはり基本、例えば３時間枠ということ

の考え方を持ちながら、ではどうするのかというふうに考えるのではない

かと普通に思う。こちらが提供しているのが、例えば何というか、１時間

枠からとか、２時間枠とかということじゃなくて、そこの区分でとるとき

には、１つの単位が２時間４５分で、そこの中で教室とかがやられている

わけではないか。ヨガ教室なり何なりって。２時間４５分で、きっと。２時
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間単位なのか、そこの中でやっているのは。区分は２時間４５分でとるけ

れども、そこの中では実質２時間ぐらいのことしかやられていないのか。

その実態がどうなっているのかと思うのである。だから、２時間以上３時

間未満というところの中の人が一番多いわけだ。２６.９％と。私はこれを

見て、そうやって平均的な滞在時間は２時間から３時間未満だというふう

に書いてあって、そのことは、例えばこの陳情者がおっしゃっているよう

に、大体使用する時間はその単位に合わせて３時間から４時間ぐらいです

よというところと重なる部分が少しあるのかと思ったりするのだけれども、

その辺どのように考えて、この単位をピシッと２時間と決めたのかという

ところの根拠が、私にはよくわからなかったので、もう少しわかりやすい

ように説明してもらいたいと思う。 

植田スポーツ振興課長 区分としては、もちろん２時間４５分という区分になっているけ

れども、その間の中で利用者が一体どのくらいそこの中で利用するのかと

いうのは、これはまた別の問題だと考えている。そういった意味では、先

ほども申し上げたとおり、アンケートの結果にあるとおり、３時間までの

利用というのが一番多い状況であるが、次いで２時間までの利用というも

のが多いわけである。そこを最初の時間で３時間というような設定をして

しまうと、ある意味２時間まで利用する方にとっても、３時間分料金を払

わなければいけないというようなことも発生してしまうというところがあ

る。そういった意味で、ある程度２時間未満で利用される方にとっても、

ご負担なく料金を支払っていただけるように、最初の２時間というところ

を設定して、以降は１時間ごとに料金を設定し、それぞれ利用していただ

いた分だけの料金をお支払いしていただくというところで考えている。 

 また、トレーニングルームなどは、基本的には１回の利用３時間という

ような設定をしている。３時間の中で、もちろん３時間目いっぱいやる方

もいらっしゃるだろうし、１時間程度で終わりにして上がる方もいらっし

ゃるという部分もあるので、いろいろな、さまざまな利用をする方にとっ

ても、料金形態を配慮して今設定をして、ご提案をしているところである。 

岩永委員    そうであるならば、１時間にすればいいではないか。なぜ２時間なのか

と聞いているのである。いろいろな形態の人がいるというふうにおっしゃ
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るのであれば、１時間からにしたほうがいいと思う。何でそこが２時間と

なるのかというのがよくわからない、そうしたら。いろいろなというのだ

ったら、それこそいろいろな人にもっと合わせていただきたい。それでも

っと小単位にしたらいいではないか。それはなぜ２時間なのかと。私は、

トレーニングルームでも何でも、皆さん３時間までできる。その中で２時

間の人もいれば、それは別に自由である。 

 温水プールなども一緒である。温水プールなども、例えば夏の時間何時

間までと決めていたら、その中には早く帰る人もいれば遅く帰る人もいる

けれども、でもその人たちが、例えばプールですから、水着のまま来て帰

るというわけにもいかないだろうから、着がえたりするとかという準備の

時間も含めた中で、余裕を持って行動できる時間をとるから、最大４時間

までというふうな設定になっていると私は理解している。そういう考え方

でいくと、どうなのだろう。例えば３時間までできるかもしれないけれど

も、３０分だけで帰る人もいると思うし。１時間で帰る人もいるし、２時

間で帰る人もいるし、でも皆さんがもともと提供している区分が３時間で

すよというところとの考え方の整合性が、どのように整理をされているの

かと。今のそのご説明だけだと、もともと２時間４５分だという考え方と、

今回のこの提示の考え方との整合性が、私は何か感じられない。 

 テニス場はよい。テニスは２時間だから。それでも私はやはり、２時間

皆目いっぱい利用したいと思っていると思う。借りるわけだから、テニス

コートを２時間ぎりぎりまで。準備とか、そういうときは前乗りしたり、

準備するときにあったりもするかもしれないし、あと片づけも、ぎりぎり

までやって片づけが済むと急いでということもある。でも、ただ単に、正

味スポーツをするということだけではなくて、やはりその前後で、ちょっ

と早く集まって打ち合わせをしようだとか何だとかって、そういう少しの

余裕の時間があったことが、のり代みたいな余裕の時間があって、借りて

いるのはその２時間かもしれない。でも、その前後の時間が、私はただス

ポーツをやっている、競技をしているだけの時間ではなくて、多摩市がス

ポーツを通じてコミュニティーをつくっていくなどというところに、すご

く役立てたと思うわけだ。ただ単にスポーツする時間だけじゃなくて、そ
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の終わった時間にちょっとおしゃべりをするなどということも含めてとい

う意味である。 

 そういうことを考えると、いや、いろいろな形態に合わせたいのだとい

うのだったら、もっと細かくしていただきたい。だって３時間で、お金を

払っているかもしれないけれども、三、四十分やって帰る人もいるかもし

れないし、３時間ずっとスポーツやっていない人もいるかもしれない。そ

んなのは当たり前だ。だから言っていることと、今自分たちがエリアとし

て提供している時間は２時間４５分である。そこのことをどう考えて、今

回の駐車料金との整合性を考えているのかというところに対しては、とて

も私は明確なご説明をいただいたと思えない。だからもう１回ご説明いた

だきたいと思う。 

植田スポーツ振興課長 繰り返しになるが、２時間４５分というのは一定の利用区分であ

り、その中で２時間程度利用する人もいらっしゃるし、目いっぱい利用さ

れる方もいらっしゃるということの中で、アンケート調査をした結果、そ

れを反映して今回の料金設定というものをしている。細かく設定しようと

いうことであれば、以前ここで申し上げたとおり、１時間１００円という

形で私ども最初申し上げたけれども、それだとなかなか厳しい意見もあっ

て、同意には至らなかったというか、再考する必要があるということで、

私どもとしても再考して、今回のご提案をさせていただいたところである。 

 委員のおっしゃるとおり、最初の設定を、では３時間というふうにしよ

うとなった場合は、３時間からのスタートになると、３時間も２００円と

いうような形で、この料金設定からすると２００円から取るということに

もなるので、そういったところが実際にいろいろな利用をされている方々

から受け入れられるかどうかというようなところも、ちょっと考えていく

必要があるのかとは思っている。 

岩永委員    考えていく必要があるのかなというふうなことだけれども、まだこれが

今提案されているわけではないから、やはりそこはきちんと考え方をもう

１回整理をしていただきたいと私は思う。やはり自分たち自身が２時間

４５分の中でご自由に使いなさいということだけれども、やはり２時間

４５分目いっぱい使いたいと思う人、いるわけです。だってお金を払って
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いるわけだから。だったら、その人が車で行ったときにどうなのかという

ことを考えて説明すれば、あと金額をどう設定するかというのもあるかも

しれない。でも、基本的な考え方としてどう持つのかというところの整理

が、やはりもうちょっとしていく必要があるんじゃないかと私は思う、聞

いていて。思ったということである。 

 それからもう一つなのだけれども、総合体育館の駐車場に関するアンケ

ートのほうは近隣の自治会とか、無作為抽出の方にもアンケートを行って

いるかと思うのだが、多摩東公園でとられたアンケートというのは、窓口

とホームページでしかアンケートをとられていないのだけれども、なぜそ

うなのか。何というか、聞く内容については、多少違うとはいえ、駐車場

のことについてお聞きしているはずなのに、なぜ総合体育館の駐車場のほ

うは、自治会とか、あと無作為抽出でアンケートをとったのに、多摩東公

園のほうはそういう対応はされなかったのか。理由があったらご説明いた

だきたい。 

 私がもし認識が違ったらごめんなさい。多摩東公園のほうも近隣自治会

や、無作為抽出でアンケートしましたというのだったらそうなのだが、私

がちょっと見つけた資料というか、アンケートのこの資料の中では、窓口

とホームページでしかとっていないということを書いてあったので、もし

そうであったら、アンケートをする対象がちょっと違うから、その理由が

なぜそういうことなのかということについて伺いたい。 

柚木公園緑地課長 今委員がおっしゃられたのは、平成２９年８月から９月にかけてやら

れた部分のお話かと思う。ご指摘のとおり、対象は各種窓口、プラス電子

申請による公式ホームページのアンケートという内容になっている。こち

らの駐車場の有料化のところの設問もあるが、多摩東公園の改修を控えて

いたということもあり、むしろ改修の部分の着眼点でアンケートをさせて

いただいたということで、先ほどの総合体育館は自治会などをやったのか

というところがあったけれども、ちょっと趣旨といますか、着眼点が多少

違うというところで、平成２９年８月にやったものは自治会にはしていな

いという状況である。 

岩永委員    なぜ聞いたのかというと、そのやり方というのがこれからもスタンダー
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ドになっていくのかなと思ったところがあって、例えば今回は改修するタ

イミングで有料化をしましょうということだが、ではほかの駐車場、公園

の駐車場があるけれども、そういうものも基本的には有料化をするという

方針でこれから動いていくと私は理解しているのだが、そういった場合、

アンケートをとられるときというのはどのようになさるのかと思った興味

もあるので、例えば一本杉とか、ほかにもスポーツ施設がある。そこの周

りには、私は自治会があるのかとか思ったりもしたものだから、そういう

ところについてはどうなのかということも含めて、ちょっとお答えをいた

だきたいと思う。 

柚木公園緑地課長 公園を有料化していくのかということだが、公共施設全体の有料化を

考えていくことは、画一的にはやっていきませんよという話で、施設の改

修のタイミングや、また運営手法を見直すときにやっていきますよという

ところであったかと思う。 

 今後、一本杉と具体的なお話があったけれども、１つのタイミングでは

公園施設長寿命化計画に基づいて公園の改修年次を決めているが、そこの

タイミングで、じゃあ一本杉公園もどうしていくのかというのは検討する、

有料化についてする、しないも含めて検討していく形になろうかと思う。

今回やったものがスタンダードになって進めていくのかというところでは

なくて、その公園の特性などでも違ってくるかと思うので、そこはその時々

の状況によって、市民の方のご意見などといったものは聞いていきたいと

感じている。 

岩永委員    私は、実はそこは少し切り分けて考えてほしいと思っていて、同じアン

ケートでやるとすごく効率がいいということもあるのだけれども、施設の

改修の中身について意見を聞くのは、一番利用者の人に聞かなければわか

らないと思う。そうだろう。利用者の人に聞かなければわからない。何か

全然無作為抽出で、利用していない人に送っても意味がないから。ただ、

有料化という問題は、まさに利用している人もいれば利用していない人も

いるところの中で声を聞くわけである、声を。なので、そのことが１つの

アンケートの中になってしまって、今おっしゃったみたいに、施設の利用

者にまず改修のところで聞くことだということなのだけれども、でもそこ
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の中に有料化のことが載ってしまっているのだが、有料化の問題というの

はどのような考え方のもとで自分たちが理論をつくってきているのかとい

うことを考えると、それは利用者だけではなくて、利用していない人もい

るということのもとに意見を聞くことなので、それを同じアンケートの中

で、別に聞いたっていいのだけれども、どう聞いていくかというところで、

だから私は総合体育館の駐車場のアンケートというのは、無作為抽出など

でも意見を聞いているんだろうと理解をしているから、ちょっとアンケー

トのとり方のようなところでは、そういったところに課題があるのではな

いかと私は今回のこの２つを見比べながら感じたのだが、そのことについ

ては、ちょっと行政管理課のほうにはどのようにこのアンケートを見て思

われるかということについて、ご意見を伺っておきたいと思う。 

小栁行政管理課長 そのアンケートのとり方というところについては、次の、何というの

か、駐車場の有料化のところというのは現在決まっているところではない

けれども、ちょっと話は外れてしまうが、公共施設の使用料というところ

については、無作為抽出で１,０００名の方にアンケートをとっているとい

うところがある。それは駐車場というところによるものではなくて、公共

施設の使用料全般について聞いてるわけなのだけれども、今後、その駐車

場の有料化するに当たってのアンケートをとるという場合については、今

委員からお話があったとおり、使っている方、使っていない方も含めてと

いうところの視点も大切かと思うので、範囲ややり方については、十分な

検討の上でやらせていただければと思う。 

岩永委員    多分その視点って結構大事かなと私は思いながら、今回駐車場の有料化

というのは利用者だけではない方々にも利用していただけるようにという

ことも含めての有料化で、そういう意味でちょっと資産活用という言い方

がどうか、悪いかわからないけれども、持っている駐車場をもう少し有効

に活用して、少し歳入の足しにしていきましょうという考え方だと思って

いるので、それをどのようにアンケートの中で市民に聞いていくのかとい

うところについては、少し技術が要るというか、工夫が要ったのではない

かと思ったということである。 

 ただ、いずれにしても、そうであっても、やはり２時間４５分という区



 71 

分で提供されているということがあるというところについては、行政管理

課のほうは、今このやりとりを聞きながら、何か感じたことがあったらお

話を伺いたいと思う。 

小栁行政管理課長 確かに利用枠で２時間４５分というところもあろうかと設定している

ところもあるけれども、先ほど植田課長からもお話しさせていただいたと

おり、１時間で帰る方もいれば、２時間で帰る方もいらっしゃるというふ

うなところが、アンケートの結果把握できたと。一方で今回お示しさせて

いただいている料金案というものの根拠となっているところというのは、

もうスポーツ施設の中で駐車場を有料化しているアクアブルー多摩がある。

こちらについては、最初の設定が４時間３００円となっている。同じ陸上

競技場や総合体育館も４時間まで３００円というようにしてしまうと、

１時間や２時間で帰ってしまう方もいると、先ほど植田課長からもお話し

させていただいたけれども、では、そのアクアブルー多摩の場合は４時間

までが３００円で、以降は１時間ごと１００円となっている。それをさか

のぼるような形でやっていったときに、最初の２時間が１００円、次３時

間までだと２００円、４時間までだと３００円ということで、アクアブル

ー多摩と同じになるというところでご提案させていただいているものなの

で、スポーツ施設の駐車場というところでは均衡がとれているというとこ

ろでご提案をさせていただいていると感じているところである。 

岩永委員    では、あともう一つなのだけれども、この皆さんは、例えば公園の駐車

場、公園を利用する人がいて、でも公園の中のスポーツ施設を利用する人

がいてというところあたりについても少し課題をご指摘されているような

気がするのだが、周辺の自治体というのは、そのあたりのことについて、

例えば公園の中にあるスポーツ施設を利用するというようになった場合の

駐車場の料金の対応がどうなっているのかということについて、改めてご

説明いただきたいと思う。 

植田スポーツ振興課長 正確にその他市の状況がどのような状況であるのか、その体育施

設が公園の中にそもそもあるのかないのか、あるところによってはどうな

のかというところまで、詳しく把握しているわけではないけれども、例え

ば日野市のふれあいホールという、間隔的に広がった陸上競技場と体育館
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がある施設があるが、こちらのほうは特に何を利用したから免除とか、一

般の利用者とは値段が違うなどというところはなかった。八王子市の富士

森体育館は富士森公園という大きな公園の中にあるけれども、あそこはそ

もそも無料なので、ちょっとそことは比較しがたいかと思っている。それ

から稲城市の総合体育館は、正確な資料を持ち合わせていないのだけれど

も、たしか利用した方にとっては少し減免というような形があったかと。

記憶ではあるというところである。町田市の場合は総合体育館があるけれ

ども、こちらは利用したから何か減免とかというところはないという状況

で、今私どもとしては把握しているところである。 

小栁行政管理課長 稲城市の公園の場合というところだけれども、公園を利用される方の

場合で、１時間以上２時間の場合が２００円、２時間を超えると１時間ご

とに１００円が加算されていくというところなのだが、委員からご質問の

あった運動施設を使われた方が２時間を超えて３時間利用の場合には

１００円減るということになるので、３００円から１００円減る、３時間

までで２００円になるというような形で、多摩市の今回のご提案と同じよ

うな形の金額になるというところである。 

岩永委員    何か金額だけ見てどうこう言うわけではなくて、そもそもの考え方のと

ころを私は知りたいのだ。要するに、まず公園の駐車場をどうするかとい

うのがあって、その次に、そこの中にある施設を利用する人に対してどう

するかという、そういうきちんとした理屈の整理がされているのかどうか

というのが、私が一番注目をしているというか、大切にしたい考え方の点

なのだ。それがないと、また一つ一つのケース、じゃあこの公園はどうす

るの。例えば利用実態に合わせますよなんていうことになってくると、さ

っき言っていた一本杉の利用実態や、諏訪北公園の利用実態、全部変わっ

てしまうと思うのである。 

 そうではなくて、基本的にまず公園の駐車場はこういうものの考え方で

有料化をしていくならしましょうと。で、例えばそこの中にあるスポーツ

施設を利用する人には、どういう考え方をしましょうということの整理が

できているとすごくわかりやすいと思うのだけれども、何か今回出されて

きたものというのは、そのあたりの考え方の整理というものがされている
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のか、されていないのか、されているのかもしれないが、何かこちらに聞

くとすごくわかりづらいというか、もう少しわかるようにしてもらいたい。 

 あとは、さっき言ったみたいに２時間４５分のことについてもそうで、

いろいろに対応したいというのだったら、もっといろいろに対応できるよ

うにしてもらいたいわけだ。３０分の人もいるかもしれないし、まあ１時

間ぐらいはということだったら、１時間からにすればよいしというところ

も含めて、いろいろに対応すればいい。だけれども、そこが、こっちのほ

うが２時間単位とかだったらまだしも、２時間４５分という枠でやってい

て、みんなそのように思いながら利用している人が圧倒的多数だから、こ

こで見たって２時間から３時間未満で利用している人が多いという結果だ

と私は受けとめているので、私はこの結果を見たのでという話だ。だから

その辺も含めた考え方が、もう少しきちんと整理されないと、なかなかご

納得いただけないのだろうかと私は思っているので、そのことは意見とし

てだけ指摘をしておきたいと思う。申し上げておきたいと思う。 

折戸委員長   ほかに質疑はないか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   暫時休憩する。 

                  午後 ２時４２分 休憩 

                ──────────────― 

                  午後 ２時４３分 再開 

折戸委員長   再開する。 

 これをもって質疑を終了する。 

 討論、採決は各陳情ごとにそれぞれ行っていく。 

 まず、３１陳情第３号について、これより討論に入る。意見・討論はな

いか。 

橋本委員    ３１陳情第３号 総合体育館及び多摩東公園駐車場有料化に対する陳情

について、第３号については採択の立場で討論する。 

 この間、皆さんの声を聞いたり、それからきょうの陳情者のお話、そし

て陳情文面によっても、有料化に反対された市民の方は、単純に自分だけ

よければということではないということはよくわかるところである。また
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一方、今回の資料に出てくるスポーツの審議会などでは、自転車を使えと

か、歩いてくればよいと言うけれども、今、総合体育館をお使いの方はそ

こまで体力はないが、運動して積極的に体力をつけたいという方が多く、

ましてや先ほどのやりとりの中でもわかったように、永山方面など直接の

バス網もなく、車を使って体育館や、また多摩東公園にもテニス、そして

運動に行くこと、そうしたときに車を使うことは仕方がないという範疇に

入ってくるかと思う。 

 今回のきっかけになっている行政改革における歳入確保が目的の１つで

あるが、先ほどのお話を通しても、総額、総合体育館においては年間

１２０万円、市民の健康促進を考えたときに駐車場に対して一定の整備を

したりすることは必要だが、今有料化を導入していかないと財政再建や、

また歳入確保がどうしてもやらなければならないものとは判断できない。

結局包括的指定管理を進める上で駐車場の有料化を行い、今後駐車場管理

者に委託することがやはり便利である、こうしたことも今回の有料化への

判断のきっかけになっている。 

 条例提案は６月を考えているというスケジュールの様子になっているが、

今回の陳情を通して有料化というのは、ただそこを使う人がお金を出すか

ら反対だというものではなく、多摩市の進めるメーンの政策になっている

スマートウェルネスシティ、体を自分たちも鍛えて、そしてなるべく病気

になることは避けたい、こうした気持ちを考えたときに、このような有料

化を行うのではなく、もっと気持ちよく体育施設を使えるようにしていく、

そのことに力を割くことこそ重要ではないかと思う。 

 また、最後になるが、レストランのことについても陳情者は提案をされ

ているけれども、私たち６人の子ども教育常任委員のメンバーも、議会報

告会のご指摘があったその後に、レストランに行って自分たちで確かめた

が、余り利用者の方に、本当にお勧めできるという形にはなっていないと

いうことを強く感じたところである。これは駐車場の問題とは別に、やは

り市民の健康、そしてレストランがあってよかったという声が出てくるよ

うになるように、ぜひ今後の指定管理等の中で十分反映させていただきた

いということを最後に申し述べ、私はこの陳情に対する採択の立場の討論
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とする。 

折戸委員長   ほかに討論はないか。 

岩崎委員    ３１陳情第３号 総合体育館及び多摩東公園駐車場有料化に対する陳情

に対して、不採択の立場で意見討論させていただく。 

 市側にはもっと考えていく部分はあると思うが、陳情者の抱えているこ

とは、不便な場所であることから、一定の理解はできる。ただ、総合体育

館であれ、多摩東公園であれ、市民がどのような目的で利用するかは、つ

まり陳情者が述べるところの本来の目的のみの方の利用というのは、いさ

さか判断が難しいかと思う。何を指すのかは、もう少し公共の福祉として

考えるべきではないかとも思っている。スポーツが仮にできなかったとし

ても、障がいのある方がそちらを見たり、あるいは観戦したり、散歩した

りということも考えられる。その方が駐車場を利用しても、決しておかし

くないとも考えている。 

 また、確かに多摩市は起伏が多く、目的の場所に行くのに車を使う必要

性もあるけれども、一般開放するという立場で考えるならば、それ相当の

駐車場台数の確保ということも理解はできるが、なかなかそこの部分も、

税を投入する中で難しいということも言えると思われる。 

 今、市が掲げた駐車場料金に関しては、不便ながらもバスなどの公共交

通を乗り継いで現地に行く金額と比較しても、さほど高額過ぎる設定では

ないと言える。また、シニア料金ということも、駐車場に関してはそこに

車で乗ってきたということに関して、年齢ということは余り関係ないかと

も思っている。ただし、そこの総合体育館にあるレストランに関しては、

私たちも、今橋本委員がおっしゃったように、そちらで食事をしたけれど

も、やはり場所が大変よい場所であるということで、なかなか活用しては

いない現実を見た。そういう意味では、今後とも活性化は市は頑張ってい

ただけたらと思っている。 

 以上をもちまして不採択の立場で意見・討論とする。 

折戸委員長   ほかに意見・討論はないか。 

岩永委員    ３１陳情第３号 総合体育館及び多摩東公園駐車場有料化に対する陳情

について、改革みらいを代表して討論する。 
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 私たちの会派では、基本的に公共施設に対して受益者負担という考え方

を取り入れるのは、もう時代としてもやむを得ないだろうと思っているの

で、有料化全面反対という、この陳情については不採択というようなこと

で意見を申し上げたいと思う。 

折戸委員長   ほかに意見・討論はないか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   意見・討論なしと認める。これをもって討論を終了する。 

 ただいま意見を伺ったところ、採択すべきもの１名、不採択すべきもの

２名である。 

 よって、これより３１陳情第３号 総合体育館及び多摩東公園駐車場有

料化に対する陳情について、挙手により採決する。 

 本件は、採択すべきものとすることに賛成の諸君の挙手を求める。 

（賛成者挙手） 

折戸委員長   挙手少数である。よって、本件は不採択とすべきものと決した。 

 これより、３１陳情第４号 総合体育館及び多摩東公園駐車場有料化に

対する陳情についての討論に入る。討論はないか。 

橋本委員    ３１陳情第４号については、私は今の第３号への、これは不採択になっ

たが、その結果も受けて、改めて趣旨採択の立場をとりたいと思う。ただ、

先ほど陳情者からのお話の中では、願意は反対に採択をしていただきたい。

けれども、もしそれがかなわない場合はということで何点か出されている。

ただ、この何点かについて、一つ一つについてこれでよしというところま

で、私は採択の立場はとれないけれども、６月の条例提案に至るところま

でには、この利用者の方の切実な思いと、また工夫することによって新た

な歳入が見込めたり、工夫もできるということを積極的に提案されている

ので、それを十分活用していただくように申し上げて、趣旨採択とする。 

折戸委員長   ほかに討論はないか。 

松田委員    自民党を代表して、本陳情に対して討論する。時間の、この利用区分だ

とか、あと利用者のこの１時間無料の特典、またレストランの活性化に関

しては議論の余地も少しこの説明のうちというのがあるのかなとも考える。

陳情者の趣旨も理解できるところである。しかしながら、具体的な部分で
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この金額や優遇の特典、シニア料金の設定など、これはあくまで文面で審

査しなければいけないところもあるので、そのまま受けるのは難しいのか

と考える。だが、利用区分と特典などについては今後また検討の余地もあ

るのかと思うので、それを要望して、不採択としての立場からの討論とさ

せていただく。 

折戸委員長   ほかに討論はないか。 

岩永委員    では、３１陳情第４号 総合体育館及び多摩東公園駐車場有料化に対す

る陳情について、改革みらいを代表して趣旨採択の立場で意見・討論する。 

 さきのお二人からの意見にもあったように、今回の陳情で幾つか提案さ

れている事項全てについて採択という立場がとれないので、趣旨採択とい

う形になったけれども、先ほど質疑の中でも意見を述べさせていただいた

が、やはり利用区分の問題、公園の利用者、あるいは公園の中でさらにス

ポーツ施設を利用する人に対する考え方をどうするのかを含めて、まだも

う少ししっかりと考え方の整理をしなければいけない部分があるのではな

いかと思っている。 

 また、今回レストランの話もあったが、それについても、もしかすると

歳入の確保というのであれば、そちらも並行してきちんと整理をするべき

ではないかと思っている。 

 それから、先ほどプールについては、４時間まで３００円というような

お話もあって、基本単位がそうなっているというようなところだったけれ

ども、場合によってはスポーツ施設を利用する人たち全般という整理の中

で、この利用区分の時間の単位の見直しということも視野に入れて考えた

ほうがわかりやすくなるのではないかという気もしたので、全体的にもう

一度この駐車場の有料化問題については考え方を整理し直してほしいとい

うことを要望して、趣旨採択としたいと思う。 

折戸委員長   ほかに討論はないか。 

岩崎委員    ３１陳情第４号 総合体育館及び多摩東公園駐車場有料化に対する陳情

に関して、生活者ネット・社民の会としては、不採択の立場で意見・討論

させていただく。 

 陳情者のおっしゃることは、一つ一つ一生懸命考えていらして、さすが
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に細かいところまで理解されていると感心した。そしてこのような陳情を

見るにつけても、駐車場の問題というのは大変悩ましい問題だということ

は一定理解した。しかしながら金額に関しては、やはりこれから先、市が

もう一度見直すということも要望はしたいところだけれども、このとおり

にすることが果たして一番いい状況なのかというところは理解できないと

いうこともある。そういう意味では、陳情者の書いていらっしゃるレスト

ランの活性化というのは大変重要であったり、あるいはイベントを開催す

るなども大変重要だと思っている。ただし、この陳情にそのとおりになる

ということ、あるいはこれではいけないというところは、まだはっきり、

これから先の市側の対応にもよるけれども、今の段階では生活者ネット・

社民の会を代表して、不採択とさせていただく。 

折戸委員長   ほかに討論はないか。 

渡辺委員    ３１陳情第４号について、公明党を代表して趣旨採択の立場で討論をさ

せていただく。 

 市側の説明が施設の立地条件等に応じた柔軟な運営とある。先ほどの質

疑でも申し上げたが、総合体育館と多摩東公園の利用目的や利用体系、そ

れから利用者の種別も大きく異なっているわけである。料金体系をこの

２つの施設を一体化するということは、この利用目的や利用体系を考える

と、少し違うのではないかと思っている。多摩東公園の２４時間運営や運

営時間に関しては縷々納得する部分はあるが、料金体系がまたこれからひ

とつ、いろいろな形で練り直す必要があると思うので、趣旨採択とさせて

いただく。 

折戸委員長   ただいまご意見を伺ったところ、趣旨採択すべきものという意見が３名、

不採択すべきものという意見が２名である。 

 趣旨採択すべきものという意見が過半数に達している。よって、本件は

趣旨採択すべきものと決した。 

 暫時休憩する。再開は３時２０分とする。 

                  午後 ２時５９分 休憩 

                ──────────────― 

                  午後 ３時２０分 再開 
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折戸委員長   休憩前に引き続き会議を開く。 

 日程第４、第３０号議案 社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とする。 

 これより説明を求める。 

芳野子ども青少年部長 ただいま案件となっておる第３０号議案 社会福祉法人の保育所

に対する補助金の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について

は、前回の平成３０年第４回定例会子ども教育常任委員会協議会において

説明させていただいた内容と以降変わりなく、本条例において規定してい

た社会福祉法人が運営する認可保育園の創設及び改築等に対する補助金に

ついては、これまで安心こども基金による東京都の保育所緊急整備事業と

されてきたところであるが、それが平成２９年度をもって終了し、国の保

育所等整備交付金の活用になったため、本条例において関連条文の改正を

実施するものである。 

 条文自体は参考資料、平成３１年第１回多摩市定例会提出一部改正条例

新旧対照表３７ページに記載したとおりで、本条例第３条に規定している

別表の一部を改正するものです。 

 よろしくご審議いただくようお願いする。 

折戸委員長   これをもって説明を終わる。 

 これより質疑に入る。質疑はあるか。 

橋本委員    １点だけ。これによって受ける側のお金の８分の７を乗じて云々といろ

いろあるが、実際に来るお金について特に変化はあるのかないのか、その

点をお聞かせください。 

室井子育て・若者政策担当課長 今までこの制度の中だと東京都が１０分の１０の補助等

を活用して、この施設整備、社会福祉法人へ補助金を出させていただいて

いた中で、大ざっぱに言うと、今まで法人負担が８分の１というところで

の制度だったが、今その負担割合ではやっていけなくて、今後４分の１を

法人負担となってくる予定になっておる。 

橋本委員    やっていけなくてというのは、つまり出す側の理屈であって、もらう社

会福祉法人のところは８分の１でよかったのが４分の１になるのか。 

室井子育て・若者政策担当課長 そうである。４分の１になる。 
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橋本委員    それは、そのお金を活用するという側からしたらとても大変なことだと

思うが、市としては減る、来るお金が減って皆さんの持ち出しがふえると

いうそれだけなのか。それとも何かそれを補完することを考えていらっし

ゃるのかどうか。 

室井子育て・若者政策担当課長 工事の内容等によっては、こちらの交付金以外の東京都

の補助事業も使えるものも場合によってはある中で、最大限使えるものは

活用しながら、できるだけ整備をする法人の負担が過大にならないように

というところは法人と、あるいは東京都と協議をしながら進めていきたい

と考えている。 

橋本委員    確かに制度上、そういうふうに上からなってきたということだが、ここ

でそうかと言えないのは、多摩市の場合は市のお金で新しい公立を建てる

というシステムをとらないで、ずっと民間の社会福祉法人へお願いしてき

たということを考えると、そこで皆さんの財力で何とかしてくださいとい

うのはとても厳しい話だと思うので、今、いろいろもらえるところはとい

うことだが、もらえるところを洗い出してみたら、ずっと今までよりも負

担が大きくなってしまったというのだったら、結果、引いてしまわれる方

も当然いると思うので、その辺について最大限努力をしていただかないと

困ると思うのだが、その辺についてもう一度お聞かせください。 

室井子育て・若者政策担当課長 今具体的に整備が、これがというところがないから、具

体的にこの制度が使える、使えないという話はできないが、使える制度は

最大限使いながら、私どもも待機児童対策は解消に向けて頑張っていくと

いうところでは、法人と一緒にやっていく中でも、法人の負担が過大にな

らないようにというところで活用できる補助金を探しながらやっていきた

いと思っておる。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   質疑なしと認める。これをもって質疑を終了する。 

 これより討論に入る。意見・討論はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   意見・討論なしと認める。 
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 これをもって討論を終了する。 

 これより第３０号議案 社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決する。

本案は可決すべきものとすることに賛成の諸君の挙手を求める。 

（賛成者挙手） 

折戸委員長   挙手全員である。よって本案は可決すべきものと決した。 

 日程第５、第３１号議案 多摩市放課後児童健全育成事業の設備及び運

営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とする。 

 これより説明を求める。 

芳野子ども青少年部長 ただいま審議となっておる第３１号議案 多摩市放課後児童健全

育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定

については、これも前回の平成３０年第４回定例会に子ども教育常任委員

会協議会にて説明させていただいた内容と変わりはない。本条例が引用し

ている学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令

の整備等に関する省令の公布を受け、本条例中第１０条第３項第５号に、

「当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程

を修了した者を含む」という規定を追加するものである。 

 条文自体は参考資料、平成３１年第１回多摩市定例会提出一部改正条例

新旧対照表３９ページに記載したとおりである。よろしくご審議いただく

ようお願いする。 

折戸委員長   これをもって説明を終わる。 

 これより質疑に入る。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   質疑なしと認める。これをもって質疑を終了する。 

 これより討論に入る。意見・討論はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   意見・討論なしと認める。 

 これをもって討論を終了する。 

 これより第３１号議案 多摩市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採
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決する。本案は可決すべきものとすることに賛成の諸君の挙手を求める。 

（賛成者挙手） 

折戸委員長   挙手全員である。よって本案は可決すべきものと決した。 

 次に、日程第６、所管事務調査、パルテノン多摩大規模改修及び図書館

本館再整備と図書館政策についてを議題とする。 

 本件は継続案件である。本件について、前回までの所管事務調査では、

市側のこれまでの取り組みと今後の予定等の確認を行ってきた。 

 初めに、くらしと文化部よりパルテノン多摩大規模改修に対して提出さ

れた資料についての説明をお願いする。 

松尾くらしと文化部長 本日はくらしと文化部からは、パルテノン多摩大規模改修に係る

基本設計概要と改修後のパルテノン多摩の管理運営に関する策定スケジュ

ール等についてご報告させていただきたいと思う。説明は立花文化施策担

当課長からいたすので、よろしくお願い申し上げる。 

立花文化施策担当課長 それではまず最初に、資料は２点、基本設計概要書と今後のスケ

ジュールと提出させていただいておる。 

 まず、基本設計の概要である。基本計画以降、１０月から基本設計作業

を進めさせていただいておって、現在、ほぼ完了に近い形にはなっている。

今回、基本計画から基本設計ということで、資料にあるような図面上の改

修内容等については、過去、平面図等で説明をしてきたものと大きく変更

はない。今回特にコンセプト、それぞれのフロアのコンセプト等を具体化

していくとこういう形になるということだが、あるいは技術的な検証であ

るとか、そして附帯決議にもあったコストの精査を中心に行ったものであ

る。 

 資料であるが、まず開いていただくと２ページ目が、これが１階の部分

の基本計画での記載事項である。これを具体的に基本設計での検討という

形にしたのが３ページ目で、以下、各フロアについて基本計画で現状の課

題であるとか、あるいは改修のポイントとして整理させていただいた内容

を現時点、基本設計ではこういうふうに表現しているとごらんいただけれ

ばと思う。 

 特に、内容は何度か説明させていただいているが、資料の基本設計での
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検討の中の青字については、バリアフリー等の福祉対応で、それは青字に

させていただいておる。それ以外のところについては、新たな設置である

とか機能の変更であるとかいったものをあらわしているものとごらんいた

だければと思う。 

 １階については、改修内容は、これも繰り返しになるが、収蔵庫の第５を

練習室第３という形に変更していることであるとか、工作室を設けたり、

あるいは過去、現在も課題である更衣室を増設したりといったところ、バ

リアフリー対策としては、１階車寄せから直接車椅子等で事務室のところ

には来れたわけだが、ホールにも行ける形で設計をしている。この大ホー

ル横にはエレベーターを新たに設置するので、このエレベーターを使うこ

とによって地下の楽屋、トイレのところ、長通路に出るサブホワイエのと

ころ、それとあと２階と行き来ができるようになるというところである。 

 小ホールはエレベーターではないが、段差解消を設置して、同じように

客席前列、舞台、楽屋間を車椅子でアクセス可能という形にしておる。そ

ういったところが主な内容である。 

 ４ページ、５ページが今度２階になるが、こちらも従来検討した内容が

ほぼそのままである。開館時間以外に５階への移動可能な公園との一体性

であるとか、そういったところから西側のエレベーターについては、入り

口を入って中側にシャッター等を設けることによって、開館時間外もエレ

ベーターを利用することができるようにするということや、反対に東側の

出入り口については、今の自動ドアを改修して、より広く出入りしやすく

するということや、中については、今壁になっているところを全て撤去し

て広いスペースをつくるであるとか、そういった従来説明をさせていただ

いてきたところを実際に、具体的にそういう動作ができるかどうかという

検証を繰り返しながら絵に落としているところである。 

 ６ページ、７ページが４階になる。４階のところも、絵の右側の公園、

今現在、出入り口を四角のような形で、これは自動ドアをつけると、中に

風除室を設ける必要があるということで、そういう絵を置いているわけで

あるが、前回もお話に出ていたように、公園との回遊性が重要だというこ

とで、出入りしやすい形を工夫していかなければいけないということで、
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これは公園に面しているので、逆に出入り口を広くすることによってのデ

メリット、例えば水が入ってくるとか風が吹き込んでくるとかいうところ

もあわせて、今どういう形で具体的に広い、出入りしやすい、受け入れや

すい形ができるかは設計で検討しているところである。これは、実施設計

においてかなり具体的な絵ができてくるのかなと考えておる。 

 それとあと、次が５階と、地下１階、屋外になる。５階は基本的にシテ

ィサロンが使えるように、あるいはレストランについては基本的な設備に

ついては更新していく。公園のワークショップ等でも言われておったが、

５階の外のバーベキューコーナーのようなところ、屋上広場と言っている

が、ここを安全に使えるような手すりを整備する。エレベーターを使って

ここまで上がってきたお客さんが外に出るときに、今少し重たい扉になっ

ておるが、そこを自動ドアにして出入りがしやすくするといった工夫を記

載しておる。 

 左下の絵は地下の楽屋になる。先ほど申し上げたエレベーターでここに

おりてきて、もう一つ、従来であるエレベーターと乗り継ぐことで舞台レ

ベルへのアクセスが可能になってくるということである。 

 １１ページ、１２ページが大ホールで、今回の改修のポイントとしては、

従来言われておった音楽、特にクラシック系の生音にはいいのだが、そう

でないときには、特に声が後ろに届きにくいとか、響いてしまってよく聞

こえないとか、そういったところ。あるいは、客席幅が狭いというところ、

あるいは舞台が後ろの席だと見えづらいというところ、そういった現在の

ホールの基本的な標準のスペックをクリアしていきたいというところで、

改修の項目にしている。 

 あと、後ろの鑑賞室のところであるが、ここは多目的室と呼んでいるが、

ここはスロープでそこの中に入れるようにということで、この多目的室の

上には調整室があるわけだが、そこからのサイトラインも必要になってく

るので、今形状としては半円の形で想定している。 

 １１ページの舞台の上から後ろの席にかけて、今ある壁の内側に新たに

壁を設けることを想定している。線がずっと引いてあっておわかりいただ

けるかと思うが、これは客席の幅が広くて、なおかつそこに丸い石の柱が
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あったりして、教会ほどではないが、どうしても音が響き過ぎてしまうと

いうことで、そういったところの改善になるべくお金をかけないでやって

いくには、かぶすものをいじるよりも、内側にそういったものを造作した

ほうがいいということで、今想定しているものである。 

 １２ページが絵を横から見た断面図である。壁のところがちょうど横筋

がいっぱい通ってリブというか、そういう形になっている。この辺も反射

音が届きやすくするための造作で、デザイン上の問題というよりむしろ、

そういった機能のために設けているということである。 

 過去から繰り返しになるが、長通路より後ろの席のサイトラインを確保

することで、床のかさ上げがあるが、これによって床吹き出しの空調で快

適性の向上であるとか省エネルギー化が図れておる。 

 大ホールの音響計画であるが、左上に音響の課題というところが書かれ

ておるが、従来、残響時間が長い、短いという話をよく申し上げてきた。

いろいろはかって、残響時間、当然長ければそれだけ豊かな音というか聞

こえがよくなることは確かにあるわけだが、むしろいろんな種目、演目を

考えたときに一番重要なのが、直接音と初期反射音で、ここが主に聞こえ

る音である。そこの音をきちんとどの席でも確保することが一番大事だと

いうことで、その上で残響音がどうだという話になってくるということで

ある。今回、その辺に視点を置いて音響シミュレーションを繰り返してい

ただいた。 

 右にあるのは参考であるが、今、中央の後方の列については反響音、初

期反響音という反射音というのがとても少ない状況になっている。この辺

を充実することによって、残響時間は変えなくても声の届きとかいったと

ころについてよく聞こえるようになるという測定結果になっている。これ

もいいホールにするというよりは、どちらかというと、現在のホールとし

ての標準化を図っていきたいということで、昭和６２年には、そういうも

のをはかる装置自体はなかったものであるから、そういうところを整備し

ていくということ。 

 写真はパースであるが、横にある壁の線はリブ、これは先ほど申し上げ

たように、反射について効果的、有効であるという結果だということであ
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った。これを見ていただくとわかるかもしれないが、天井のほうに向って

少し狭くなっている。それをあらわしたのが左側の大ホール断面だが、少

し段々の形で、上に狭く、奥に向って同じように狭くなっておる。そうい

ったところの工夫で、なるべく費用を抑える中での音の確保はしていきた

いということである。 

 小ホールが１５ページにあるが、ここは基本的には、毎回、お話申し上

げているように、最低限の劣化の対応にはなってくるかなと思っておる。

ご指摘いただいた車椅子席、後列にも配置できるようにということ、最後

尾の列については席を取り外し可能な形にしていきたいということである。 

 １６、１７ページについては、今まで余り触れてこなかったが、駐車場

である。これも基本的には劣化の対応、あるいは消防設備等の対応になっ

てくるが、施設側というか公園側の列をよく見ていただくと、赤い線で、

今まで１つの区画に３台、右上に区画ラインの変更を書いておるが、３台

入る形でかなり狭いということがある。今車も大きくなってきたので、こ

れを広くして２台分、３台分のところを２台にすることを想定しておる。 

 パルテノン側に出るときの出入り口についてバリアフリー化を図るのと、

１階の部分については、図書館側への通路を整備するということになる。

今設置している券売所のようなところは使わなくなるので、ゲートについ

ては広く整備していくという形になっておる。 

 １８ページは環境配慮である。こちらは書いてあるように、多摩市地球

温暖化対策実行計画に基づいて環境配慮技術の導入も検討していただいた。

大きく分けて照明設備の効率化、空調設備、それ以外の省エネルギー化の

設備、再生可能エネルギーになっておる。下に書いてあるように、検討し

た今現時点の結果は、ＣＯ２の排出量が約３０％の削減になっている。こ

の太陽光発電設備の導入については、今現在、設置場所はシティサロンの

上部と想定をしておる。 

 １９ページが最後、概算工事費である。従来、平米単価でという話をよ

くしてまいったが、ここで設計に入ったところで精度も向上させてきてい

る。こういった中で、金額を改めて出していただいている。低減化の工夫

を繰り返しながらやりとりし、機能を担保しながらもそういったところを
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追求していくということで、まず精度の向上によるコストの削減を目指し

ている。イニシャルとランニング、それぞれのバランスを持って低減化を

図っている、そういったところをここに整理させていただいておる。 

 平成２９年９月１１日現在、基本計画の時点であるが、この時点では改

修工事費、約７５億円というお話をさせていただいた。この時点では消費

税が８％だったので、そういった特別委員会の資料になっておる。現時点

で考えると消費税は１０％という形でせざるを得ないので約７６億

３,４９０万円である。 

 ここを基準に今回設計の中で精査し、検討を進めた結果、７５億

３,３６０万円、消費税１０％で、約１億円強の削減を現時点では図れたと

いう結果になっておる。これについては、今後も引き続き、実施設計の中

でもさらに精査を進めていきたいと考えている。 

 設計の概要については、説明は以上になる。 

 引き続いて、あとスケジュールの資料である。Ａ４横１枚になっておる

が、改修後の管理運営に向けての動きで、２０１９年度からグランドオー

プンの２０２２年度ということでのスケジュール感である。一番上が設計、

工事で、ことし１１月には実施設計を終えて、その後、来年７月には施工

に入りたいということで報告させていただいている。大ホール、現在使用

中止となっておるが、再来年度、２０２０年度からは全館休館で、プレオ

ープンの２０２２年２月までは休館という形にさせていただいておる。 

 こちら基本計画でお示ししたスケジュール感からは若干おくれていると

ころもあるが、ことし５月には管理運営計画策定委員会を設置していきた

いと思っておる。管理運営計画というのが、下にどういう内容か若干書か

せていただいておるが、１つの計画というよりは、運営計画、事業計画、

貸し館計画、広報計画、組織計画、先ほど少し話に出ておったが、組織や

収支の計画、修繕計画、危機管理計画、大きく言うとこういった計画を合

わせて全体として管理運営計画と呼んでおる。主な内容はそちらに書かれ

ているとおりであるが、こういったところを市民ワークショップ等の主な

意見を拾ったり、過去の経緯から具体的な内容を今整理して、管理運営計

画策定委員会の開始時点では、ある程度、従来の情報をもとにすると、こ
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ういった概要の計画を市では考えているというのを整理してお示ししなが

ら議論を進めたいと考えておる。 

 管理運営計画策定委員会において計画策定を進めて、２０２０年２月に

は計画を策定したいと思っておるが、それを踏まえた上で３月に設置条例

を上程させていただきたいと思っておる。設置条例の中の特に使用料は全

て変わってくるので、その議論を管理運営計画の中でするであるとか、今

現在は、設置条例の中には具体的な役割というのが盛り込まれていないと

ころがあるので、基本計画をもとにした今回の議論の中で設置条例を決め

ていきたいと考えておる。この辺については、前段の１２月議会で報告が

できるのかなとは考えておる。 

 あわせて、管理運営計画策定委員会の中で分科会を設けて、文化方針ま

たは条例化も見据えながら議論を進めていきたいと考えておる。管理運営

計画あるいは設置条例が見えてきた段階でということにはなるとは思うが、

こちらについてもあわせて行っていきたいと考えておる。 

 その設置条例の改定ができたら、ここで初めて指定管理基準、募集要項

がつくれるようになる。それが２０２０年６月である。これに基づいて選

定作業を進め、同年１２月議会で選定の議決をいただき、翌々年にはなる

が、２０２２年１月から第６期の指定管理業務を開始すると考えておる。 

 その下が、今回、市では改修後の管理運営の枠組みで、事業については

財団法人、施設管理運営については経験のある民間事業者と共同事業体を

組んで指定管理者としていきたいという方針をご報告させていただいてお

る。一方、文化振興財団も３カ年の重点取り組み方針で本議会でも報告さ

せていただいておるが、この３年間に重点的に取り組む事項を整理させて

いただいた。こういった中で、民間事業者との共同事業体設置に向けて作

業を進めていくことになっておる。ことし７月には事業者の選定委員会を

設置し、１２月には共同事業体を立ち上げ、改定された設置条例に基づき

指定管理の事業提案をしていくといった流れを想定しておる。 

 最後に、市民組織の立ち上げで、市民ワークショップの中では、改修後

の管理運営に積極的に我々も関与していきたいという話があって、そこか

ら市民組織の立ち上げを進めることになっておる。今現在、準備サークル
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で、その中で自分たちが連絡を取り合って話を進めると立候補していただ

いた方がいらっしゃるので、そういった方を中心に、準備サークルから市

民組織の立ち上げに向けて一緒に進めていきたいと考えておる。 

 右側の下については、管理運営計画策定委員会、まだ具体的に誰という

ところは決めてないが、こういった構成を想定しているというのをお示し

させていただいた。 

 報告については以上である。 

折戸委員長   これをもって説明を終わる。 

 これより質疑に入る。質疑はあるか。 

岩永委員    午前中の陳情等の兼ね合いもあって１点伺うが、オープンスペースに自

動演奏楽器を配置するというお話があったが、この中には具体的にオープ

ンスペースというのがどの場所をイメージされてお答えになっていたのか

わからなかったので、そこだけまず伺いたい。 

立花文化施策担当課長 今現在、財団とも学芸員といろいろ話もさせていただいていると

ころであるが、今想定できるのは、２階の大ホールで言うとホワイエの部

分、このあたりであれば活用もしやすいのではないかという話は出てきて

おる。環境だけではなくて重さであるとか、そういったところも関係して

くると思うので、その辺についてはこれからまた設計事業者とも調整は必

要だが、今、例えばサブホワイエの部分が直接北側は一面ガラスになって

いるので光が入ってしまうとか、あるいは今のロビーのところはどうして

も人通りが多くてという環境の面であるとか、そういったところを考える

と、活用していくのが、特に大きな楽器は大ホールのホワイエの部分が今

のところいいのではないかという話は出ておる。その辺、設計事業者とも

話はまだ具体的にはできてないので、その辺は進めていきたいと考えてい

る。 

岩永委員    今の言っているホワイエというのは、大ホールの羽がある階段ではなく

て、上の平面のところというイメージであるね。わかった。そのことにつ

いいいとか悪いとかではなくて、確認だけさせていただいた。 

 大ホールはパースのような形で写真がある。出ていたかなと思ったが、

例えば小ホールとかいったところについてのイメージ写真とか、そういう
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ものは今回この計画の中にはついていないが、例えば色がどんなふうにな

るのか、そんなことも含めてまだ全然、こういう写真を出していただくこ

とはできないか。 

立花文化施策担当課長 これはイメージで写真というか絵であるが、先ほど申し上げたよ

うに、機能としてこういった形のものがいいという検証はしているが、ま

だ色であるとか、そういうところは、この写真にある色に決まったという

ことではない。そういう意味で言うと、小ホールというのは、先ほど申し

上げたように、大きく機能的に変更するための大きな造作というのはない

と考えておる。今後、パースについては、実施設計のある段階でお示しで

きると思うが、今現状、いろいろな検討を進める中で現時点でのパースと

いうのは正直つくれてないところではあるが、実施設計の中ではその辺に

ついては、このホールだけに限らず、ほかの部分についてもお示ししたい

なと思っておる。 

岩永委員    あともう一つだが、小ホールについては市民の皆さんにできるだけ利用

しやすくというところをご検討いただいているのかなと思っているが、基

本計画の改修のポイントのときには、ベンチシートの導入を検討するとい

うことがあったが、これについては利用者の立場からはかなり賛否両論あ

るのではないかなと思ってきたが、現状ではどのような考え方になってい

るのか伺いたいと思う。 

立花文化施策担当課長 小ホールに限らず、大ホールもベンチシートの導入というご意見

も実はいただいている。今ご指摘あったように賛否両論あるが、今現状で

は、ベンチシートではない形で想定しておる。今後、前の列になるのか、

その辺については椅子の形状あるいは質、大きさ、いろいろあるが、それ

についてはまた検討していきたいとは思っておる。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

岩崎委員    金額のところが誤差があるのかもわからないが、消費税１０％込みで

７５億３,３６０万円と出てきておるが、１億円、どういうところが削減さ

れてきたのか。 

立花文化施策担当課長 実は、どういうところというのを一口で言うのは非常に困難な状

況である。要は、平米単価で算出していれば、大ざっぱに言ってこういう
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ところであるという言い方が申し上げられるが、１つ物を決めていくと、

それに類するものというのが無数に機械設備等で出てくるので、例えばど

の場所とかどういうものでどれだけ落ちたというのを一言で説明するのは

難しい。いろいろなでっ込み、引っ込みがある。 

 例えば舞台関係て言うと、舞台関係としての額は基本計画の時点と余り

変わってはいない。内容についてはかなり変わっている。その辺も先ほど

申し上げたように具体的に設備として考えて想定して設計していったら、

これでは無理なのではないかというのが出てきたり、そういう検証を繰り

返している状況の中で、まず方向性としては低減化するという目標がある

ので、それに向けて整理していただいた結果が約１億円の減で、説明とし

てはそういう形になる。 

岩崎委員    今後も、いろいろな意味で絞り出しながらという感じだと思うが、変わ

ってくる可能性があるということであるね。 

 それともう一つ、つり天井のところがパースだとすごく変化が見られる

と言うと変だが、大分平面的というのか、絵柄だけだと前と感じが変わっ

ているが、これはこういう形になりそうなのか。 

立花文化施策担当課長 説明、その部分申し上げればよかったが、１２ページの絵を見て

いただくと、断面図だが、天井部分をごらんいただくと、今現在、天井部

分と上の屋根の部分の間にスペースがあるわけだが、天井部分には過去言

ってきた特定天井がある。その天井は全てとってしまう。天井をとってし

まった部分に新たに天井をつくるということはしない。これは客席を少し

上にかさ上げすることでホール全体の気積というが、容量が少なくなって

しまう。それは音にかなり影響するので、気積を確保するためには、そこ

に天井を設けず、全体の空気の量をふやしていくということである。先ほ

ど申し上げた一番重要なのが初期反射音という話を差し上げたが、その辺

を確保していくためには、天井はないけれども、反射板は工夫した形でつ

ける必要があるというところが断面図の絵である。 

 だから、イメージとしては、その写真で見ていただくと、反射板になっ

ている部分が少し黒く輝いて写っているが、こういったものが全体、上は

暗く、黒くというところが基本になると思うが、今のようなわかりやすい、
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見えやすい天井はないということで想定している。 

岩崎委員    駐車場のところは、３個のところを２個にするという考え方で減らして

いくとなると３分の２という形になるかと思うが、今後、駐車場は全体に

減らしても構わないという想定でつくっていくという形か。 

立花文化施策担当課長 １６、１７ページになる。西側、東側ともに現在１００台だが、

改修後には８４台になる。それぞれが８４台である。これは今お話あった

ように、日常的にとめていただいている車の台数、今後、公園の活性化あ

るいは図書館の利用も出てくると思うが、その辺については公園緑地課と

図書館とも議論した。図書館としての今現在の最大の駐車台数としてはこ

の程度だとか、そういうところの想定も含めて考えると、日常的にはこれ

で十分足りるだろうという判断である。 

 当然のことながら、今現在もそうだが、コンサートを行ったりとか、そ

ういうときには、今現在の駐車台数も足りない状況にもなる。そういった

ところについては、ご承知のように、多摩センター地区共同駐車場があっ

て、どこを利用しても無料割引はできることになっておるので、そういっ

たところのご案内で対応していくと考えておる。 

岩崎委員    今実際、民間のところもあったりして使っているかなと思うが、仕切り

を完全にしてしまうという考え方で２つにするということであるか。 

立花文化施策担当課長 今ラインなので、仕切りというか、今３台とめるようなラインを

引いているのを２台にする。当然、車どめもそれにあわせてということに

はなる。 

岩崎委員    今はすっと入って番号を後で押してとかいろいろ民間などはあるが、わ

かった。 

 環境のところで３０％削減と今の表示ではしてもらっているが、これは

ある程度、専門家の指標であるのか。 

澤井特定施設担当課長 １８ページに各環境配慮項目別にＣＯ２の削減量を記載しておる

が、これを求めるために膨大な計算をしておる。専門的な見地で各機器の

使用頻度からどのくらいの時間を使うと想定してこれを求めている。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

岩永委員    オルゴールの件で、さっきお話をされたように、重さとか、そういうこ
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ともあるというお話だったが、そうすると場合によっては、設計の内容、

どこに置くかによって、それに伴う費用がこの上にかさんでくることも含

めてまたこれから検討し直すのか。 

澤井特定施設担当課長 今立花課長から想定の場所を申し上げたが、現在４階の自動演奏

楽器が置いてあるところで、構造的な強度は２階のロビーは変わりないと

認識しておる。 

岩永委員    あと、例えばここというのは、既存の天井を撤去して照明を工夫するこ

とで開放的な空間にすることでは、かなり明るくなるのかなと思ったりす

るが、その明るさのようなものはどのレベルのものを考えているのかなと

いうのが、アンティークなものというのは余り光は消せないという話も聞

くが、そのあたりはいかがか。 

澤井特定施設担当課長 明るさについては、通常、ホワイエは人が滞留して本を読んだり

するスペースとしても兼ねている。それに必要な照度を確保しようと思っ

ている。照度については、照明の明るさを変更できるようにスイッチ回路

を組むとかいうことで対応していこうと思っておる。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

渡辺委員    ４階。まず、基本設計の図面を見ると、７ページ、子ども広場のフリー

スペースで、フリースペースの上のカフェの部分との間仕切りのようなも

のがある。これは何か。 

立花文化施策担当課長 ここに間仕切りを置くと決めてあるわけではないが、公園側から

入ってくるときの通路として、この辺の位置を通ることを想定しておかな

ければいけないということで、これは以前から平面図でお示ししている動

線という矢印の線があったかと思うが、その位置になろうかと思う。前に

議論もあったが、土足なのか下足なのかとか、これから具体的に使い方が

決まってくる中で、そういうものを置くのか置かないのか、そういうとこ

ろも決めていく必要があるかなということで、動線の位置がわかりやすい

ような形で、今現在、検討している公園側からの自動ドアの出入り口で想

定すると、その辺が動線になってくるということで書いてある。 

渡辺委員    そうすると、前の改修のポイントの子ども広場と大きくくくってあった

部分がこの図面だと狭くなっているようなイメージがあるが、仕切りによ
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って、動線によって。カフェの部分は子供が遊ぶ１つの施設のような、遊

具のようなものは置かないということなのか。 

立花文化施策担当課長 そういうことではなくて、今特に色が黄色っぽくなっている、そ

この部分については、基本、最初から言っていたカフェ＆ライブラリーwith

キッズで、子ども広場全体をそういう形で検討していくことになる。カフ

ェの部分もそうだし、その右上の丸くなった部分もそうだし、そこら辺全

体を共用スペースだが、子供たちのためのスペースとして使っていくとい

うところは変わりはない。その中に、要は動線も入ってくるということが

あるので、動線としてはそこになることは示しておくというのが今回であ

る。 

渡辺委員    余りイメージが見えてないが、もう一つ、公園からの入り口で風除室、

これを設置するということで、要は内玄関のようなものを設ける感じのイ

メージでいいか。 

立花文化施策担当課長 自動ドアにして、そこは公園側なので、風も入ってくるところな

ので、自動ドアにして使うと風除室が必要かなというところでその絵にし

ている。出入り口をそこだけにするのか、日中、子どもたちが遊ぶときに

公園ともっと一体感をという話もあるので、そういった出入りも含めて今

具体的にどういうしつらえで、どういう出入り口にするかというのはさら

に詰めているところである。少なくともベビーバギーを押した方がそのま

ま入るためには、やはり手でこうやってあけるのではなくて、自動ドアが

必要だろうというのが今の検証の結果である。 

渡辺委員    もう１個、ワークショップとアトリエだが、これはこの方向で進むとい

う形か。 

立花文化施策担当課長 今基本設計の段階ではそういうふうに。前回もお話しさせていた

だいておるが、当時の検討では４Ｂとか２Ｂという言い方をしておったが、

そういう方向で今整備をさせていただいておる。今後、子ども事業者とか、

あるいはＰＰＰで公園全体の協議をしたりとかいろいろな状況があるのと、

今お話しのあった３部屋というか、ここをより具体的に民間の力をそこに

も入れられないのか検討してほしいというお話も前回意見としてはいただ

いている。その辺について引き続き検討したり、調査を進めたりしたいと
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思うが、現時点で設計としては、ここについてはキッチンアトリエとワー

クショップルームで、どちらかというと自由度の高い部屋と想定をして設

計は進めている。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

岩永委員    ４階のところだが、例えばライブラリーコーナーのところには、余りほ

かのところでは机の絵とか描いていないんだが、ここのところはライブラ

リーコーナーといって人と机が描いてあったり、カフェのところも具体的

にカウンターのようなものが描いてあったりするので、それはこの絵の中

ではどんな位置づけなのか。ほかのフロアにはこういう絵がないものだか

ら、特別な意味があるのかなと思ったのだが。 

立花文化施策担当課長 机とか椅子については１つの例として描いてあるということであ

る。実は位置的には、その前のところにガラス、窓がある。そういうこと

で描かれた。 

岩永委員    わかった。何かつくりつけのものでもできるのかなというイメージをし

た。わかった。了解である。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   質疑なしと認める。これをもって質疑を終了する。 

 次に、教育部より図書館本館再整備について提出された資料について説

明をお願いする。 

須田教育部長  それでは、後半で図書館本館再整備の関連である。本日については、基

本設計、実施設計、これの事業者、この関係について、一部ご報告を既に

している部分があるが、その状況、今後の取り組みの流れ等についてご説

明を申し上げる。内容については、中島課長から説明させていただく。 

中島図書館本館整備担当課長 １２月のこの委員会において基本・実施設計に向けての公

募型プロポーザル方式による選定作業の中間のご報告をさせていただいて

おる。ここで設計者も決まり、基本設計に着手しておるので、本日は設計

者の選定結果と今後の予定等についてご報告させていただく。 

 資料については３点提出させていただいておる。１点目が基本・実施設

計についてのＡ４、１枚。審査結果報告書で何ページかのものが一部ある。
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もう一つ、ワークショップのご案内というチラシが１つある。この３点で

ある。 

 まず、基本・実施設計についてというＡ４の説明資料についてごらんく

ださい。１番の概要だが、現在、学校の校舎を暫定活用している図書館本

館の再整備で、一番下の４の再整備のスケジュールというところにもある

が、２０２２年秋の開館を目指してというところで、今検討を行っている

ところである。 

 基本構想が平成２８年度、基本計画を策定して、現在、基本・実施設計

の初めのところについたところである。 

 ２番、設計者の選定の経緯というところである。昨年９月に補正予算を

認めていただいた後、設計者を選ぶために学識経験者も含めた審査委員会

を設置して、ことし１月まで審査を行って、１月末に契約を締結しておる。

詳細については、もう一つお配りしておる審査結果報告書をごらんいただ

ければと思う。 

 ページとしては表紙プラス４ページのものである。こちら、表紙の次の

１ページ目をごらんいただきたい。まず、１ページ目の上にあるが、審査

結果としては、最適受託候補者を株式会社佐藤総合計画、次席者が記載の

とおりで決定させていただいて、佐藤総合計画と契約を締結した。 

 佐藤総合計画の実績だが、この近辺でいくと、最近では都立多摩図書館

を設計しておる。去年だが、高知の県立と市立を一緒にした建物があるが、

そこを設計したという実績もある。少し前でいくと、例えば北区立中央図

書館を設計しておって、図書館の設計については実績があると思っておる。 

 １ページ目の下にあるのは、審査委員会の構成だが、これは前回ご報告

したので割愛させていただく。 

 ２ページ目をごらんください。審査委員会等の経過である。先ほど申し

上げたが、昨年９月から着手をして、審査委員会としては３回開催して、

２回目で第１次審査、３回目で、１月１４日だが、第２次審査で順を追っ

て進めてまいった。 

 次に、３ページ目をごらんください。審査の総評で、１次審査、２次審

査に分けて記載させていただいておる。まず、第１次審査については提案
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書の書類審査で、企画提案で審査委員会からこれについて提案してくださ

いという課題のようなものを提示しているが、その審査が６８点、組織の

実力とか担当チームの能力がそれぞれ２０点、１２点で、企画提案部分の

評価を重点的に行ったところである。 

 企画提案の内容としては、前回もご報告させていただいたが、基本構想

や基本計画をもとに、知の地域創造、まちに開く、つながる図書館の観点、

限られた面積の中で図書館に求められる機能や空間、コストや環境への配

慮、市民意見を反映していく設計作業の進め方などを課題とした。 

 提案書の提出があったのは１６者であった。これを各審査委員にお配り

して採点をしていただいたものを持ち寄って、１２月２４日の第２回の審

査委員会で集計を行い、募集要項では上位の数者で３者から５者程度、２次

審査に進んでいただくことにしておったが、１位と２位にやや点差があっ

たものの、２位から５位までの評価点が僅差、わずかであったこともあっ

たので、上位の５者について２次審査に進んでいただくことにした。 

 その下、第２次審査というところだが、こちらは第１次審査の得点はと

りあえず考慮せず、プレゼンテーションとヒアリングの内容により採点を

行った。審査の時間配分は１者当たり４５分として、プレゼンテーション

が１０分以内、ヒアリングは３０分以内で、質疑応答の時間を十分にとっ

た。 

 審査委員からはさまざまな観点で質問がされたが、例えば建築の観点か

らは空間としてのアピールポイントだとか、その実現性や構造に関するこ

となど。図書館の機能の観点というところでは、これからの図書館として

専門的なサービスを展開できる空間的枠組みだとか、職員の動線だとか物

流などが意識されているかどうかという質疑があった。公園との関係で、

公園の景観への寄与、既存の樹木の取り扱いについてという質問もあった。

市民が設計や建設に参画するための手法だとか、省エネルギーや自然エネ

ルギー活用の具体的な取り組み姿勢などについて質疑を行った。 

 それについてのプレゼンテーション、質疑への受け答え等も含めてヒア

リングが全て終了した後、審査委員会において各審査委員の評価、意見交

換等を行った後、評価を確定していただいて集計した結果が先ほどの結果
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となっておる。 

 ４ページ目については、第２次審査に進んでいただいた方々についての

各審査委員からの講評、ご意見をまとめたものである。３番目にあるのが

最適受託候補者のものであるが、中央公園の景観に沿った質の高いデザイ

ンや公園とレンガ坂をつなぐところで、レンガ坂のレベルと大池のレベル

が少し高低差があるが、そこを階段等で上っていくステッププラザを真ん

中に置いてはどうかという考え方を持っている。 

 基本計画に対する理解度が非常に高かったことや、今度の図書館は貸し

出し機能だけではなくてレファレンスや、さまざまなこれからの図書館を

目指しているところがある。そういうところへの提案的な姿勢についても

委員の方からの評価が高かったのかなと考えておる。 

 以上が報告書の内容である。 

 それでは、最初のＡ４の資料にお戻りいただければと思う。 

 ３番の基本・実施設計段階の取り組み、今後の取り組みと言ってもよろ

しいかと思うが、当然、基本・実施設計で建築工事に必要な設計図等の作

成等を行ってまいるが、特に十分配慮していきたいという点を２点ほど挙

げさせていただいておる。 

 まず、（１）で市民参画である。これまでも基本構想、基本計画等でも市

民の方のさまざまなご意見をいただく、あるいは情報提供をしていくこと

は取り組んでまいったが、開館をした後の私たちの図書館と思っていただ

ける、市民の方に参画していただける取り組みは継続していきたいと思っ

ておる。 

 ということで、まだ実施設計の段階ではまた別の取り組みも考えておる

が、基本設計の前半の取り組みとしてワークショップを今考えておる。チ

ラシは別添であるが、後でごらんいただければと思うが、４月、５月、６月

と月に１回、開催したいと思っておる。１回目では、敷地を見ようという

ことで、パルテノン多摩をお借りするが、実際の敷地を見ていただきなが

ら、順を追ってだんだん設計図ができていく経過を体験、体感していただ

く中でさまざまご意見をいただいて、基本設計の参考にさせていただきた

いと考えている。 
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 （２）環境配慮型建築で、そこにもＳＤＧｓで、その中にも何項目かあ

るが、市としても、これから新築する公共施設というところもあるので、

環境に配慮していきたいと考えておる。そういった点についても、まだ詳

細についてはこれから基本設計の中で検討してまいるが、そういったとこ

ろについても観点を持って取り組んでいきたいと考えておる。 

折戸委員長   これをもって説明を終わる。 

 これより質疑に入る。質疑はないか。 

岩崎委員    先ほどもワークショップをこれからやるということだが、この周知はい

つごろからするのか。 

中島図書館本館整備担当課長 たま広報でのお知らせは３月２０日号からだが、その前の

週から図書館の中にチラシやポスター掲示等は始めて、図書館のホームペ

ージでも、その前の段階からご案内はさせていただいておる。 

 実際に受付は２０日、おとといからになるが、きのうまでで１６名ほど

の方から既にお申し込みをいただいている状況である。 

岩崎委員    ４０名で応募者多数の場合は抽せんとされているが、４０名ぐらいとい

うのは何かあるのか。 

中島図書館本館整備担当課長 一般的と言ってはなんだが、これまでもさまざまワークシ

ョップを市として取り組んでいるが、大体１グループとしての人数は５人

とか６人とか、このグループの中には公募の市民の方だけではなくて、図

書館の職員や設計者の方も入って議論をしたいと思っているが、そういう

人数の規模が適正なのではないかと思っている。そのグループを幾つかと

いうところだが、余りそれも多いと、このワークショップの進め方も難し

いところがあるということで、大体五、六名のグループを何セットか構成

していただくところで４０名としておるが、人数の制限については柔軟に

考えていきたいと思っておる。 

岩崎委員    ここまで図書館に対してはすごく関心の高い人が多いのかなと思うとこ

ろだが、いよいよいろいろな意味で具体化されるというところでは、丁寧

な対応が重要かなと思うので、よろしくお願いしたいと思う。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

橋本委員    どんな提案で具体的に進んでいくのか、これからのことだと思うが、多
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摩図書館などはメーンが北側で、玄関が北側にあって、図書館は余り南の

日にがんがん当てられるところという感じがするが、あそこの中央公園か

らの感じだと、どうしてもその辺の日差しのところと北を重視するという

のではあれなんだが、その辺のところは株式会社佐藤総合計画、そこでは

何か基本的な合意というか、大きな位置であそこのレンガ坂があって、北

側に広い道路があるがというところの一番中心になる、その辺のものは大

体固まっているのか。 

中島図書館本館整備担当課長 今詳細については検討している最中であるが、ご提案の中

で大まかな位置どりをどういうふうにお考えかというところについては、

お示しはされているところだが、一番メーンのところとしては、公園の沿

路があって、そこに沿ってバナナのような形で、沿路に沿ったところにつ

いては同じような高さがあるが、そこをうまく活用した感じでのご提案で

あって、先ほどステッププラザと申し上げたのが、少し細長目の建物の中

間のところをレンガ坂と大池のところが通れるようにしたらどうかという

考えがあるようである。 

 それとあと、南側の日差しだが、環境に配慮してということで、日差し

が強過ぎるとまた冷房がきくようにしなければいけないというところがあ

るが、そのあたりは、例えばひさしを長目にとるというアイデアは持って

おいでのようなので、そういったところも含めて検討を今後させていただ

ければと思っておる。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

岩永委員    提案のされたものの内容というのは、要するに建物の顔になる部分とい

うのはどこを見ている感じなのか。今の話とも関連するが、建物はどちら

がメーンというのがあるとは思うが、それは例えばどっち側を見たところ

が建物の顔になる、正面というか。 

中島図書館本館整備担当課長 基本計画の中でも入り口というのは、多分、この敷地の場

合は３つ考えるべきだなというのがあって、１つはレンガ坂側、もう一つ

が大池側で、もう一つが特に車の出入りのところでは北側、車道に面した

ところという３つがあるだろうということで、車道に面したところでは障

がい者の方用の駐車場なども設けるので、そこから出入りもあるが、メー
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ンのところとしては、レンガ坂側と、欲張りだが、大池側、多分両方で、

少し違った顔になるのかもしれないが、多分両方だと思う。 

 基本計画にもあったが、静寂系と広場系という、静寂系は従来のと言っ

ていいかわからないが、静かに勉強や調べものをするのが中心になるとこ

ろ。広場系というのは、もっとにぎやかと言うと語弊があるが、もう少し

声を出したり、家族でわいわい言いながら本を選んだりできるところが基

本計画にもあったが、恐らくフロア分けなどもそういうふうにしていくよ

うになるのだろうなというところでは、多分両方の顔があるという感じで、

岡本太郎さんではないが、顔が１つではなくて。 

岩永委員    またさっきのオルゴールの話に戻って大変恐縮だが、私、すごく大事な

文化財という側面があるので、どんなふうに置くのかについては、分散配

置をすることについて賛成をしているわけではないが、市がお出しになっ

た案の中では、分散化でパルテノン多摩の中と図書館の中にもというお話

だったのかなと思っている。 

 今のことから言うと、静寂系のフロアとそうではない広場系のフロアも

あるが、先ほどから話題になっているように、一定の温度や湿度の管理、

あるいは日がたくさん当たってはすぐに傷んでしまうことを含めて、どの

楽器を置くのかによってフロアのつくり方も変わってくるのではないかと

思っている。 

 その意味では、今、両方いらっしゃるから伺うが、どの楽器をどちらが

持とうというお話し合いは早急に検討するとお話をされているが、いつま

でに検討して、パルテノン多摩の場合だったら、これからの実施設計の中

に、あるいは図書館のこれからの設計の中に生かしていくところの期限と

いうのはいつなのか。 

立花文化施策担当課長 教育委員会と話をしている中では、まず、今、基本設計に入って

いるところなので、自動演奏楽器を置くところも配慮していただきながら

設計に入っていただく意味でも、まさに今、方向性を決めなければいけな

い時期ということではある。具体的にどれをということを決めているとい

うことではないが、１つは、先ほど少しお話が出ていた、今、マジックサ

ウンドルームの一番奥にある２台とか、大きなものを置くというのが、外



 102

側が大きいだけではなくて、音も大きく出てくるとか、あるいは本当にオ

ーケストラの音が出てくるという意味からすると、学芸員と話しているの

は、ふさわしいのはホワイエのところに置くのがふさわしいのではないか

という話はしておる。 

 その辺も含めて、これから設計も事業者にもプランをいただけると思う

ので、そういうものも確認しながら、具体的にどれをというのを決めてい

かなければいけないかなと思っている。 

岩永委員    あの楽器たちというのは、昔のものなので、音量調整ができたりとか、

ボリュームというものではなくて、静かに、どういう環境で聞くのかによ

っても音の聞こえ方が違うなと思うが、大きさも含めてだと思うが、もし

分散配置とするのであれば、どれを図書館に持っていくのか置くのかとい

う、具体的にこのオルゴールとならなければ、私は、置くことは決めたか

らと言われるだけでは、むしろ、図書館を、最初、この設計の段階でプロ

ポーザルやるときには自動演奏楽器を置くことは頭になかったわけだろう

から、急に与条件というか方針が変わって、そちらにも分散になったから、

どこかの段階までにはきちんとどの楽器をどうするのかというのを決めて

おかなければいけないのではないかなと思う。 

 そう思ったときに、ここで一定程度、ワークショップのチラシを拝見す

ると、６月８日ぐらいまでには基本設計、ワークショップということでは、

市民の方にいろいろやっていただいたり、意見を聞いていただくこともあ

るとは思うが、例えば、実は分散化でオルゴールを置かなければいけない

ことになっているのであれば、実際にそこの人たちに聞いてもらってもい

いと思う。むしろ、聞いてもらわなければいけないかもしれないというの

はわからないが、音の大きさだってわからないわけだし、どんなものが来

るのということもあるし、それが図書館においてどんなものなんだろうか

ということも、むしろ今までは全然議論していなかったものを議論しても

らう場も必要になってくるなと思っているので、そのあたりの場の確保が

私は必要ではないかなと思っているし、そこも含めて今お話をしたように、

もし分散化という選択肢をとられるのであれば、どれを図書館に置くのか

についても、いつかの期限までに決めなくてはいけないと思っているが、
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それは一体いつごろなのか明らかにしていただきたいなと思うが、図書館

としてはどれぐらいまでにというのはあるのか。 

中島図書館本館整備担当課長 図書館に楽器とか、そういうものの親和性もあるかと思う

が、私が例えば南相馬市立図書館を見に行くと、図書館の中にピアノが置

いてあったりして、閉館後なのかわからないが、図書館の中でコンサート

をやったりという図書館がこれまであったので、オルゴールが来ることに

ついて私としては想定内かなと思っているし、オルゴールが来てもらうこ

とで、広場系のフロアが非常に楽しいものになればいいかなと思っている。 

 いつまでというところでいくと、基本設計、ことし７月までを予定して

いるが、中である程度決めていきたいなと思っていて、先日も設計者の方

にパルテノン多摩に行っていただいて実際に見ていただいて、あと音も聞

いていただいたりしているので、図書館も一緒にその辺は曲目とか、いろ

いろ検討させていただいて、パルテノン多摩の所管と調整させていただき

たいなと思っている。 

岩永委員    ぜひ、それを適切な形でやっていただかないと、お互いにとって不幸に

なってしまうなと思うし、それは７月までにということよりか、なるべく

早目にきちんとした一つ一つの、さっき一つ一つの楽器はどうなのかとい

うことでは、一つ一つについてはお答えいただけなかったわけだが、分散

配置をするのであれば、どれをパルテノン多摩に置いて、どれを図書館に

置くのか明らかにしていくことが新しい方針を出してきた市の責任だと思

っておるので、きちんとした説明ができるように内部での検討を進めてい

ただきたいなということをこの場では意見として申し上げておく。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

岩崎委員    今のオルゴールを市は分散といっても、ある程度は図書館とパルテノン

多摩で置きたいと方向をお示しになったが、それでも楽器なので、湿度の

ところは重要かなと思うところだが、そういう部分では設計会社の方にも、

楽器であるということで湿度管理とかをやらなければいけないと伝えてい

るのか、市としてはどういうふうに伝えているのかをお聞きしたい。まだ

そこまで伝えてないのか、ある程度、パルテノン多摩まで聞きに行ったと

いうことであるならば、これからまた実施設計になる前に、楽器をどうい



 104

う温度管理あるいは湿度管理で置く必要があるということを市はお伝えす

る予定なのかお聞きしたい。 

中島図書館本館整備担当課長 聞きに行ったときに、私、同行してなかったのであれだが、

その辺の仕様についてはお伝えしないといけないと思っている。図書館自

体としても、本というのは日差しを嫌ったりするし、湿気はある程度の範

囲にしないといけないというのがあるので、そういうところと一緒に考え

ていきたいと思う。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

渡辺委員    佐藤総合計画に決まったということで、ここが手がけたところを何件か

視察に行かせてもらったときがあって、例えば大和市のシリウスだったり、

あと大分のホルトホール大分、渋いところで愛知のおおぶ文化交流の杜と

いうのがある。３つばかり佐藤総合計画が手がけたところを見に行ったが、

外観を相対的に見ると無機質なところがあるのか、ガラス張りになってて、

大体似たようなつくりをイメージしているが、今回、中央公園内で自然の

緑とかをいろいろ意識しながらの設計なのかなと思っているが、説明のと

きに、そういうイメージのイラストのようなものは出てきているのか。 

中島図書館本館整備担当課長 公園の中にできるということや、公園に溶け込むような図

書館をつくりたいというのは基本計画にも載せておって、公募の際にも、

そういうことについては配慮していただきたいということについてはお伝

えしている。 

 提案の中にも、実は今回の提案をしたチームがあるが、そこは公園を実

際に提案の前に実踏して、樹木医の方と一緒にそこを見て歩いていること

もある。多摩中央公園のそもそもの最初の構想というか、コンセプトにつ

いても十分研究されているんだなということはヒアリングの中でもわかっ

たし、実際、提案書の中にも、森の中にたたずむ図書館だったか、今持っ

てないが、公園との親和性については非常に配慮しているというか、今後

だが、という考え方を持っている設計のチームだというところは感じた。 

渡辺委員    イラストのようなものは見られてはないのか。 

中島図書館本館整備担当課長 提案書の中にはイメージ図のようなものはあるが、その中

には、木々の中に図書館があるという雰囲気が非常によくわかる。 
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須田教育部長  今回、事業者からご提案いただいたところには、当然、いろいろな絵は

ある。しかしながら、これは最適事業者を選ぶために、その事業者が今回

の条件を満足しながら設計をすることができる事業者かどうかを見極める、

それが手段であるので、提出された図柄、これがそのまま物になるといっ

た前提ではないことはぜひご理解いただきたいと思う。 

 一定の参考には当然なるということであるが、それ以上のものではない

ことはぜひご理解いただきたいと思う。 

渡辺委員    そうなんだろうが、何となくイメージがあると。ほかの施設が自然と融

合という感じではないかなと。例えば屋上庭園だとか、緑はあしらえては

いるが、全体的なイメージはガラス張りと普通の建物というか、あるのか

なというイメージがあったのでお聞きしたが、例えば長岡市の市庁舎など

を見に行くと、隈研吾さんという今はやりの新国立競技場を設計した人は、

木目を全部使って、板とかを使いながらやっているということもあったの

で、できればしっかり中央公園に溶け込むというのであれば、自然を生か

した設計にしていただきたいなということがあったのでお聞きした。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   質疑なしと認める。これをもって質疑を終了する。 

 本日は、これまでの委員会の調査活動で確認してきたことをまとめるに

当たり、協議を行いたいと思う。 

 これまでのことも含めて最終報告をする内容について、特に申し述べる

必要があると思われる事項について、各委員から順次意見をいただきたい

と思う。 

 意見はあるか。 

橋本委員    私がこれを書いた時点では、きょうのような７０数億円という数字は出

ていなかったので、改修総額についてはさらに具体的に精査されていくと

思われるがというところを書いたが、きょうの額も途中の経過であって、

俗に言う８０億円、８０億円という言葉がひとり歩きしている中でさっき

の数字が出てきたので、そこをどういうふうに捉えて、そこまではいかな

いことを、またこの時点で考えられても、何か途中経過で実施設計になっ
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ていくときに変わるかもしれないので、そういう意味では、改修総額につ

いてはというあたりで皆さんの意見を聞いて、そこを何らかの形で、結果

としては適時議会とも情報共有し、必要な判断をしていくべきであると言

えるというあたりでは変わらないが、そこに３月のこの時点で消費税

１０％も見込んだ数字を書き込むかどうかくらいのところかなと１番を書

いたものとしても思っている。 

渡辺委員    ４階の部分だが、パルテノン多摩に関して。子育て機能を誘致するとい

うことで、これは特別委員会で決定しているということだが、使いやすい

ということを最優先にして最大限の工夫を望みたいというところと、公園

からのアプローチは非常に大事だということ。先ほど新たに風除室を設け

られたということだが、あと、ほかの子育て以外の施設に関してこれをど

うしていくか、ワークショップルームとアトリエに関してだが、これをど

うしていくか柔軟な発想を取り入れる必要があるのではないかということ

である。 

 中央公園との水辺を利用しながら、公園との連動ではなくて、子ども広

場との一体化した設計が非常に大事ではないかと思うということで、環境

部との横断的な連携が必要ではないかということを書かせていただいた。 

松田委員    ３番の自動演奏楽器についてのところだが、とりあえず、これは受け入

れを打診した大学との、４月以降ということで、一旦そこは終了して、市

から新しい方針で示されたところで分散設置を示されて、またきょう、陳

情を採決したということで、これについてはまた委員長、副委員長一任で

いただいて、また再度まとめさせていただきたいなと思うが、どうか。 

折戸委員長   よろしいか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

岩崎委員    図書館のところだが、今までの流れの中では、皆さん、せっかくつくる

んだから立派なものが欲しいという思いのある方も多いかと思うが、床面

積は余り拡大しないで、華美にならない中で建設コストは抑えていただき

たいということが重要かと思っている。 

 それと、新設の中では、先ほどパルテノン多摩はＣＯ２３０％削減とい

う形で環境に配慮するところをつくっていただいたが、新設などで一層、
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ＺＥＢなども考え、再生可能エネルギーを活用して省エネルギーの建物に

してほしいなというところも、多分、プロポーザルの中でもあったと思う

が、よろしくお願いしたいということと、もう一つは、パルテノン多摩の

学芸員と図書館司書の連携というところも必要だということと、これから

旧北貝取小学校へ保管される郷土資料のことも考えていかなければいけな

いのではないかなということである。 

 それと、オルゴールが今回新たに設置されることになっていい形になっ

たらいいなと思うが、そこはいろいろなところに書く方法があるかなと思

うので、ここであえて書かなくても大丈夫かなと思っている。 

岩永委員    今後のことについては、１つは、多摩市文化振興財団の組織体制の再構

築について、どんなふうになっていくのかまだいまいち具体的にはなって

いないのではないかなと思っているので、そのことを指摘することと、あ

と、文化行政をどういうふうにマネジメントしていくのかという視点では、

９月議会のときには、文化振興条例の制定もご説明あったのかなと思って

いるが、具体的にそれをどんなふうに進めていくのかという体制もまだ明

らかになっていない気がしておるので、その辺を大事にしてほしいという

視点。 

 もう一つは、今回の所管事務調査というのは、図書館本館再整備と図書

館政策についてということで入れておるので、本館の整備についてはめど

が一定程度は立っているけれども、全体図書館政策で議会の中でもかねて

から話題になっている地域図書館の存在をどう考えていくのかについては、

きちんと議論してほしい、方向づけをしてくださいということを指摘しよ

うかなと思っている。 

 ずっとこの間、議会で予算に附帯決議をつけてからの取り組みの中では、

所管外にはなるが、多摩センターエリア全体の活性化について、一定、生

活環境でもクリエイティブキャンパスのようなことの話は出ていたかなと

思っているが、それについても認識が深まらなかったというか、一体何な

のという状況があるので、その辺を明らかにしてもらいたいということと、

今多摩センター活性化推進会議の議論がいまいち見える化できてないよう

な気もしたりするので、それは、内容が具体的になってないから知らされ
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てないだけかもしれないが、そのあたりをもう少し共有していただきたい

なと思っているので、そのことを書こうかなと思っている。 

 あとは、先ほどから話題になっている自動演奏楽器については、どこで

書くのかは、あと正副委員長に一任して、全体をまとめていっていただけ

ればいいのかなと思っている。 

 それはまた後で、終わってからでもいいと思うが、陳情については趣旨

採択というのがあったが、市側が出してきた自動演奏楽器の取り扱い方針

について含めて、もう１回、陳情者を含めてきちんとした話し合いをして

ほしいということを述べられた方も多かったのではないかなと思っている

ので、そんなところは最後、まとめとしては書く必要があるのかなとも思

っている。 

折戸委員長   この際暫時休憩する。 

                  午後 ４時５４分 休憩 

                ──────────────― 

                  午後 ４時５４分 再開 

折戸委員長   休憩前に引き続き会議を開く。 

 それでは、ただいまの意見も踏まえて、最終報告の内容については正副

委員長に一任いただきたいと思うが、ご異議あるか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   ご異議なしと認める。 

 では、そのようにさせていただく。 

 本件についてはこれで終わる。 

 日程第７、特定事件継続調査の申し出についてを議題とする。 

 本件は別紙のとおり申し出ることにしたいと思う。これにご異議あるか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   ご異議なしと認める。 

 では、そのようにさせていただく。 

 本日の会議は議事の都合により、あらかじめこれを延長する。 

 この際暫時休憩する。 

                  午後 ４時５６分 休憩 
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                ──────────────― 

（協 議 会） 

折戸委員長   それでは、協議会の１から入りたいと思う。 

 １、公共施設使用料の改定についての説明をお願いする。 

小栁行政管理課長 資料の１をごらんいただきたい。下の方にこれまでの取り組みと今後

のスケジュールというものをお示しさせていただいている。公共施設使用

料の改定については、９月の常任委員会の際には概要をご報告させていた

だき、１２月でその料金改定案をご報告させていただいたところである。

その後、各施設ごとの利用者懇談会とか審議会のほうに改定案をご説明し

意見をいただいたというところである。 

 意見は特段なかったが、質問のところで、改定についての考え方という

ところを聞かれた施設があったので、基本方針というものと、その基本方

針の中に定める基本ルールというところをご説明し、ご納得いただけたと

聞いている。 

 本日は、その最終案をお示しするものだが、次の資料をごらんいただけ

ればと思う。前回、１２月の際にお示ししたところからの変更点をご説明

したいと思う。今お手元の資料には、下のほうに小さく１２ページという

のが載っているものをごらんいただいているかと思うが、そこのところ、

左上に旧多摩聖蹟記念館・古民家というのが出ているかと思うが、下側の

四角のところに括弧書きで柔軟な料金設定・利用承認の新設と書かせてい

ただいている。この旧多摩聖蹟記念館と古民家については、算定ルールど

おりやると非常に高額な改定案になってしまうところがあったので、ただ、

現行の料金でもなかなか利用が伸びない施設であったというところから、

改定案については消費税分のアップのみの改定にさせていただいた施設で

ある。それだけでも一定の配慮はしているが、さらに使っていただくため

にということで、柔軟な利用承認というところと柔軟な料金設定というと

ころを今回の改定から導入させていただこうと思っている。具体的には、

これまで２カ月前の初日から７日前までが予約期間だったが、それを６カ

月前から４日前までにするものである。さらに、６カ月前から２カ月前ま

でにご予約いただいた場合には、早期割引ということで、通常の料金の
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２５％引きにするというところ、さらに６日前から４日前までの分につい

ては、直前割引ということで半額にするというような料金設定を行って、

利用率を上げていきたいと考えているところである。 

 次の資料をごらんいただければと思う。保育施設のほうでも、前回から

の変更点があって、今総合体育館の新旧対照表をごらんいただいているか

と思うが、第一スポーツホールの半分の大きさと第二スポーツホールが同

じ大きさなので、料金設定を合わせなければいけなかったが、そこがずれ

ていたために１０円だけ変える。夜間が変わるので、全部の時間の合計で

ある前日も変わるところが１点。 

 また次の資料を見ていただくと、今度は武道館の新旧対照表がごらんい

ただけるかと思う。師範室というのが、今回の改定に合わせて料金を徴収

する提案にしているが、夜間の時間帯については、ほかの時間帯よりも高

く設定するというところが漏れてしまっていたというところで、夜間と前

日が変更になるというところが、前回１２月からの変更点である。 

 また、資料のほう、１のところに戻っていただければと思う。下のスケ

ジュールのところで、今後の流れだが、４月から内部で決定をし、６月議

会には、今まで見ていただいたような改正案というものを、条例改正案と

いう形にして上程をさせていただき、議決をお願いすると考えている。ご

承認いただいた後、７月から市民周知を開始し、１０月には、その改定後

の料金による予約が一部の施設で始まる。４月には条例が施行されると考

えているところである。 

 資料、次のものをごらんいただくと、常任委員会ごとに付議させていた

だく条例を書かせていただいている。子ども教育常任委員には、このバツ

がついているところが今回改定がないところになるので、それ以外の８本

の条例を、条例改正案ということで付議させていただきたいと思っている

ので、よろしくお願いする。 

 説明は以上になる。 

折戸委員長   それでは、市側の説明は終わった。 

 質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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折戸委員長   質疑なしと認める。本件については、これで終わる。 

 それでは、２、連光寺複合施設及び鶴牧・落合・南野コミュニティセン

ターの大規模改修の進捗状況についての市側の説明を求める。 

松尾くらしと文化部長 協議案件２件目である連光寺複合施設及び鶴牧・落合・南野コミ

ュニティセンター大規模改修の進捗状況についてである。これについては、

１２月の本常任委員会のほうで、基本的な大規模改修に当たっての市の考

え方についてご報告をさせていただいた。本日は、その基本的な考え方に

基づいて、連光寺複合施設及び鶴牧・落合・南野コミュニティセンターの

大規模改修に向けて、地域住民の方々や運営協議会との皆さんとの話し合

いを始めたところである。その状況について、本日、麻生コミュニティ・

生活課長のほうから説明させていただくので、よろしくお願いする。 

麻生コミュニティ・生活課長 それではご説明申し上げる。まず、連光寺複合施設の進捗

状況である。こちらは、連光寺複合施設改修に伴う（仮称）連光寺コミュ

ニティ会館整備懇談会、こういったものを地域の中で立ち上げた。これま

で２回ほど会議をさせていただいたが、メンバーとしては、地元の自治会

や利用者、そういった方々、あとは資料に記載のとおりである。 

 この会議の中では、今後の改修に向けて施設にどんな設備や機能が必要

なのか、そういったことを市民の皆さん同士がお話をいただいているとこ

ろである。 

 今後の予定だ。懇談会を月１回程度開催させていただき、おおむね６月

をめどに施設の改修内容等についてまとめる予定である。なお、直近では

３月２４日にこの会議を開催する予定である。 

 裏面を見てほしい。２番目だ。鶴牧・落合・南野コミュニティセンター

の進捗状況についてである。１２月で、本委員会に報告した以後、１月に

武蔵野市にある武蔵野プレイスに視察に伺った。その後、１月２３日にな

るが、運営協議会との大規模改修についての調整、こういったものをさせ

ていただいている。今現在、施設に、内容、どんな機能が必要なのか、皆

さんの提案、要望、そういったものを運営協議会の皆さんと一緒に話し合

いをまとめているところである。 

 今後の予定である。今後、運営協議会との調整を月１回程度開催、おお
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むね５月をめどに施設の改修内容を取りまとめたいと思う。その後、利用

者、地域住民への説明会を６月に、７月には改修内容を取りまとめていき

たいと考えているところだ。 

 以上である。 

鈴木児童青少年課長 後段のログハウスの関係だが、ちょうど２４日の今週日曜日だが、

児童館のほうで工事をするということで、小中学生、また未就学児の親御

さん等を対象にワークショップを行う予定でいるので、参考までにご案内

させていただく。 

 以上である。 

折戸委員長   質疑はあるか。 

岩永委員    私たち、この場では、生活環境ではないので直接的に複合施設とコミュ

ニティセンターということではなくて、ここの中に入居している、児童館

をどうするのかということが大事なのかなと思っているが、それぞれ連光

寺のほうは特に児童館改修中はどうするのかというあたりについては、今

何か協議が進んでいれば、その状況について。あともう一つ、鶴牧のほう

についても教えていただけたらと思う。 

鈴木児童青少年課長 工事期間中が、両施設とも全面閉館でやるというところで、どうに

かして児童館機能は確保したいと思って今動いているところだが、連光寺

のほうについては、近隣だと連光寺小学校、ちょっと離れてしまうが聖ヶ

丘小学校のところにも、校長先生なんかとお話しさせていただいた中で調

整を行っているところであるが、正直、連光寺小学校のほうは、もともと

教室も余り多くないというところで厳しくて、聖ヶ丘小も、同じ時期に大

規模改修工事がちょうどぶつかってしまうので、それがどういう工程でや

るかというのは、３１年度末までにならないとわからないところなので、

そのところでかなり連光寺のほうはまだ不透明なところがある状況がある。 

 一方、もう一個先行するトムハウスの落合児童館のほうだが、こちらは

近隣の西落合小学校と調整していて、今、工事期間中は２教室お貸しいた

だけることで調整を進めている状況である。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

橋本委員    児童館は結局学童のランドセル来館と重なっていて、児童館で最悪の場
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合、普通の受け入れはあれだが、ランドセル来館のことは、この間も出て

いたが、必須の受け皿なので、連光寺小と、そのもう一つが聖ヶ丘という、

あまりにも一体感がなさ過ぎて、そこで公的なところというと、本村のと

ころに市の管轄しているところもないわけではないので、早めに結論を出

したほうが、そうでなくても待機児が出たりして、今、このことに対して

すごく不安感が高まっているので、早めに手を打っていただきたいと思う。

お願いする。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   質疑なしと認める。 

 本件については、これで終わる。 

 それでは、３、旧北貝取小学校跡地活用基本方針（案）について、市側

の説明を求める。 

松尾くらしと文化部長 協議会案件３である。本件については、やはり１２月の本常任委

員会において旧北貝取小学校跡地の整備事業について進捗状況を報告させ

ていただいた。旧北貝取小学校の活用に関する市民ワークショップがここ

で終了して、これまでの学校跡地施設利用者団体との懇談会やワークショ

ップの結果を踏まえて、旧北貝取小学校跡地活用基本方針（案）として取

りまとめしたので、古谷文化・市民協働課長から説明をさせていただく。

よろしくお願いする。 

古谷文化・市民協働課長 よろしくお願いする。では、お手元の資料、旧北貝取小学校跡

地活用基本方針（案）についてに沿ってご説明をさせていただく。 

 これまでの経過と３０年度の検討の取り組みの状況については、項目

１に書いてあるとおりである。今現在、３の基本方針（案）、策定をした案

について、３月７日からパブリックコメントを実施しているところである。

（４）に書いてあるとおりである。そして、今週、（３）に記載のある市民

説明会を３月１８日と１９日に行った。１８日は１９時からベルブホール

で２４人ご参加、１９日火曜日は、同じくヴィータにて１９時から６人ご

参加で、合計３０人にご参加をいただいているところである。 

 内容については、旧北貝取小学校跡地活用基本方針の、本日、案と、そ
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れをＡ３にまとめた概要版を載せさせていただいている。概要版をごらん

いただくと、左の上から右にかけて基本方針の目次に沿った形でご説明を

させていただいている。これまで、ワークショップや学校跡地利用者懇談

会等でいただいたご意見については、概要版の真ん中あたり、施設利用に

向けた考え方の整理のところでまとめている。左側のそれぞれの枠が、い

ただいたご意見や現状の課題認識、それに対して施設整備への反映につい

てを右側のそれぞれ項目のほうに対比させる形で載せさせていただいてい

るところである。活動の場所など、そしてロッカーなどについても、これ

から整備をしていきたいということを検討していきたいと思っている。 

 施設のイメージと施設機能、改修の基本的な考え方は、概要版右上のと

ころの施設機能のところに記載がしているが、全体的には必要最低限の改

修、床や壁や天井、黒板はそのままで華美な改修はしないといったことを

考えている。 

 それぞれの機能、市民活動・交流センターと文化財の機能については、

その下のところに黒ポチで幾つか挙げさせていただいている。施設の整備

概要については、その下のところ、校舎の配置図が左上にあるが、その下

に施設の整備概要としてそれぞれの施設名と改修内容についてご説明をし

ている。右側のほうに目を移していただくと、それぞれの校舎であるが、

市民活動、文化財のそれぞれの占める割合を載せさせていただいていると

ころである。 

 管理運営に関する考え方としては、基本的に、今現在学校跡地施設開放

で行っている開館時間を原則として行っていきたいと考えている。管理運

営主体については、こちらに書いてあるとおり、指定管理者の方向性で、

そこに市民参画の仕組みを入れて検討してまいりたいと思っている。 

 事業計画については、申しわけない、もう一度基本方針（案）について

という資料にお戻りいただきたいと思うが、３の今後の予定のところであ

る。（１）今現在基本方針（案）をパブリックコメント中であるが、年度明

けに基本方針として決定してまいりたいと思っている。そちらを受けて補

正予算を計上し、基本設計・実施設計の費用を計上した上で、３１年度か

ら３２年度にかけて基本設計・実施設計で、（４）３２年度の途中から３３年
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度にかけて改修工事、３３年度に竣工を予定として考えている。 

 私からの説明は以上である。 

折戸委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

岩崎委員    校庭はほとんど何も書いていないが、今の段階ではそのままなのか、ど

ういう感じなのか。 

古谷文化・市民協働課長 事業計画の校庭の、グラウンドも開放対象になるが、基本、地

面なので、地面はそのまま使っていただく。ただ、その下に書いてある体

育倉庫や石灰倉庫、これはグラウンド利用団体の方々が利用する倉庫だが、

これは必要な老朽化対応の改修は行う予定である。 

 開放時間は、下のところの管理開館時間のところで、グラウンドに関し

ては、今現在の学校跡地と同様で、９時から１８時を考えている。 

岩崎委員    それと、この概要版ではなくて本体のほうも、教室一つ一つ細かくある

程度書かれているので、今パブリックコメントをいただいている状況だが、

その前にワークショップがあったと思うが、ある程度、ワークショップの

中とか、あるいはそういう中では、この部屋割りというか、こういうのは

ある程度一定の理解があったということか。 

古谷文化・市民協働課長 ワークショップの中では、市のほうでこういう案を提示してご

意見を求めたわけではない。ワークショップについての詳細な報告は、本

基本方針案の冊子の中に２９ページで終わっているが、その後に別紙とし

て報告書が載っている。こちらのほうで詳細なことはごらんいただければ

と思うが、必要な空間利用についてのイメージとか、どういった活動をす

るのかとか、それに対してどのぐらいの広さの部屋が必要なのかとか、そ

ういったことを話し合いをしていただいた。部屋割りという形での話はし

ていない。 

岩崎委員    そうすると、この部屋割りのあれは、今初めて市民の方に目にされたと

いうことだと思うが、そういうのを含めてのパブリックコメントを、今、

皆さんにお願いしている状況と理解していいか。 

古谷文化・市民協働課長 さようである。 

 それから、この部屋割りについては、基本方針（案）の２ページ、３ペ

ージのところに書いてあるが、基本、今の学校跡地の利用も、特に校舎を
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開放しているのは東永山であるので、そこの実態に、運用に合わせた形で、

利用のイメージに沿った形で、こちらの教室の利用目的とかお部屋の大き

さなどは示させていただいている。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

岩永委員    施設のそのものの内容というよりも、管理運営主体が想定で指定管理者

となっているので、どのような感じで指定管理をやるのかと。つまり、文

化財のスペースもあるので、文化財のところは民間とかに委託をしないで

直営でやっていくイメージかと思っているので、建物全体を指定管理者に

して、その後、どうするのかと、そのあたりがもしイメージがあればご説

明いただけたらと思っている。 

古谷文化・市民協働課長 今ご質問のあった施設全体の、特にハードの管理に関しては、

これは指定管理者で、多分私どものほうでということになるかと思う。た

だ、運営の部分というのはどういうものかというと、ワークショップの中

ででも最後に出てきた考察のところで、やはりそれぞれ自分たちが自分た

ちの使うお部屋の中で活動を完結するのではなくて、横のつながりが必要

だよねというのが共通の、さまざまな方々が共通しておっしゃっていたと

ころなので、今回、概要版のところの全体コンセプトのところでも、つな

げる場と書いてあるのは、そういうところである。 

 そういったところの施設のハード面での管理だけではなくて、運営とい

うかつながりをつくる仕掛けみたいなところ、利用者懇談会とか市民文化

祭ができるといいねというような意見もワークショップで出たが、実際、

そういうことができるのかどうなのか。施設利用団体と一緒に施設管理者

の方々と考えていただけたらということで、市がやるよりも、そういうノ

ウハウがある指定管理者の方にお願いするほうが、より広がりが出る、将

来性のある施設になると考えて、そのようなイメージをしている。 

岩永委員    その指定管理者の方向はすごいいいと思うが、そこに、教育委員会の位

置づけというか、教育委員会の事務所がフロアを使うときにはどうなのか

と思った。その中に、例えば事務室なんかには教育委員会の人が入居する

と思うが、そのあたりが何か。 

古谷文化・市民協働課長 基本方針（案）のほうで、すまない、概要版は非常に字が潰れ
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て図面が見にくいが、７ページのところに所要室の配置というのがある。

これも図面で非常にわかりにくいが、文化財郷土資料室は９ページをごら

んいただくと１階から４階にかけて、校舎でいうと西半分、この図面でい

うと右半分、この中で事務室も使っていただく。ただ、施設管理全体の事

務室については、校舎の左半分のところで、１階のところと２階の部分に

つくっていきたいと思っている。 

岩永委員    ということは、文化財の部分というのは、指定管理者の、テナントとい

ったら変な、そういうイメージのものなのかなということを確認しようか

と思った。 

古谷文化・市民協働課長 正直言って、まだそこまでは詰めきれてはいない。ただ、施設

全体も、文化財はこの校舎の半分だけで、あとは全て文化・市民協働課が

所管になるので、そういったことでいうと、テナントという言い方になる

のかどうかわからないが、そこは切り分けはするが全体のところは文化・

市民協働課が指定管理者制度の中で必要な部分は考えていって、そのとき

に文化財のほうと意見を反映したりしながら調整をしていくことになるの

かとイメージはしている。 

岩永委員    例えば、総合福祉センターみたいなところだと、２つが一緒になって指

定管理みたいな形になっているが、両方ともが民間じゃないか。ここの場

合は、全体の指定管理は民間の事業者がやる、そこの中のフロアを文化財

のほうで中をやるということなので、そういう意味だと、契約の仕方とか

運営の仕方というのはどんな感じになるのかなというのがちょっとよくわ

からなかった。要するに、フロアが、全体を管理するんだけど、時間によ

っては文化財のほうは行けなくするのかとかというのはこれからのことだ

と思うが、そのあたりのイメージが、事務室はどこかに使っていただくと

いうのはそうだと思うがというところのあたりで、どういう任せ方をする

のかなというのが、ほかの施設でこういう事例があるというのがあればイ

メージしやすいが、思いつかなかった。 

松尾くらしと文化部長 今回、指定管理者を導入しようというのは、単なる活動の場とし

ての貸し出しだとかというだけではない部分があって、ワークショップと

かの中でもフリースペースがあったりとか交流のイベントがあったりだと



 118 

かということがあった。 

 なので、指定管理者というのは、施設の管理、ハード部分の管理だとか

というところは指定管理者が全体としてやると。活動の場とかで市民に貸

し出しをする部分の管理も指定管理者がやる。今度、その利用者団体との、

例えば交流イベントだとかいろんな事業を打ったりというような企画みた

いなところも指定管理者のほうにお願いしたい。ただ、文化財のところで、

例えば保管場所について、ハードについては管理はするが、資料の部分の

片づけだとか整理だとかというところまでが指定管理者がやるというとこ

ろではないと思う。これは、教育委員会が直営で行うというところなので、

その辺のところをもう少し明確にしながら指定管理者への管理範囲、業務

範囲、そこをしっかりと確定はしていきたいと思っている。 

岩永委員    例えば廊下の部分は指定管理者だが、部屋の中は指定管理者じゃないみ

たいな感じになるのかなとか、その辺がイメージができなくて、普通だっ

たらＪＶをやるみたいな感じのことでもないのかなというのがあったので、

その辺のイメージだ。 

松尾くらしと文化部長 文化財のほうで使う部屋の、その内側の照明がどうだとか消防設

備がどうだとか、それは指定管理者がやる。ただ、中での管理を、文化財

資料の管理をしたり整理をしたりということは、教育委員会が直でやると

いうところである。 

岩永委員    イメージはわかるが、それが契約とかそういうことになったときには、

どんなふうになるのかというのが余り思い浮かばなかったので、それで伺

った。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

橋本委員    １点だけ。この２０２１年度竣工となっているが、２０２１年度の年度

途中なのか年度末、いわゆる２０２２年の３月３１日とか、その辺のイメ

ージを教えてほしい。 

松尾くらしと文化部長 これについては、まだ確定はしていない。申しわけない。この後、

この基本方針（案）が決定をしていけば、今、古谷のほうからもご説明さ

せていただいたが、この３番の（２）にあるように、設計等に関しての費

用については補正予算と考えているので、これが順調にいけば９月とかに
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可決いただければ、そこから設計として十何カ月というところがかかって

くると。それで、その設計が順調に終わった後、今度工事に入っていくの

で、またこれが１年近くかかるというところなので、それが幾らかでも、

私どもとしては前倒しをしながら進めていければと思っている。 

 そういう中では、まだしっかりとしたスケジュールというところでは確

定できていないというのが現状である。 

 ただ、少なくとも２０２１年度中には終わらせたいと、そういう意向を

持っているところである。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

岩永委員    そうすると、パルテノン多摩の改修の関係でいうと、一番下のところ、

収蔵庫に入っている中のものは、一旦どこかに置いておくイメージになる

か。 

藤田文化財担当課長 パルテノン多摩に現在収蔵している民具とか、そういった文化財資

料については、改修期間中もそのまま入れたままということで保管すると

いう形になる。今回、あくまでも北貝取の移転に伴う資料の整理というこ

となので、今回についてはパルテノン多摩で収蔵している資料には、期間

中もそのままということで。（「でも、第二収蔵庫は近いよね」と呼ぶ者あ

り）今回、収蔵庫の整理をする部分については、引き上げて、現在収蔵し

ている中学校等のところに置くが、基本的に第一、第二のほうはそのまま

ということで。 

岩永委員    わかった。第五のことを聞きたかった。わかった。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   質疑なしと認める。 

 質疑はこれで終わる。 

 ４、総合体育館及び体育施設・多摩東公園の指定管理者制度導入につい

ての市側の説明を求める。 

松尾くらしと文化部長 協議案件４番である。この総合体育館及び体育施設・多摩東公園

の指定管理者制度導入については、この３１年度に改修工事があるが、こ

れが終わった後、２０２０年の４月から、多摩東公園を含めて指定管理者
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として包括的に導入していきたいと考えているところである。このことに

ついては、植田スポーツ振興課長から説明をさせていただく。 

植田スポーツ振興課長 総合体育館及び体育施設・多摩東公園の指定管理者制度導入につ

いて、一体的に導入を考えているものである。 

 １番のところ、包括的な指定管理者制度の導入の目的である。後段のと

ころだが、これまでの総合体育館等における指定管理者制度導入効果を波

及させるとともに、スポーツ施設と多摩東公園の一体的な運営を行うこと

でにぎわいのある公園ということを目的としている。 

 ２番の指定期間だが、５年間ということで、２０２０年４月からの５年

間を予定している。 

 ３番、導入に伴う条例改正だが、６月の議会での提出を予定している。

（１）として、武道館、陸上競技場の管理運営に関する条例と、（２）の多

摩市立公園条例、こちらのほうを記載のとおり主な改正点というところで、

指定管理者による管理運営の追加とか、管理の委託の削除を主に改正をし

ていきたいと考えている。 

 ４番の導入のスケジュールの予定である。今年の６月には、施設設置条

例の改正、制定について上程をする。その後、７月以降、公募、選定を行

い、１２月には指定管理者の議決について上程する予定である。そして、

年が明けて４月からの指定管理者による管理運営を開始したいということ

で考えている。 

 説明は以上である。 

折戸委員長   市側の説明は終わった。 

 質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   質疑なしと認める。 

 本件についてはこれで終わる。 

 それでは、５、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けた

多摩市の取組方針の改訂についてと、６、東京２０２０テストイベント

READY STEADY TOKYO─自転車競技（ロード）地域説明会の開催について、

２件についての市側の説明をお願いする。 
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松尾くらしと文化部長 それでは、協議案件５番及び６番について一括してご説明をさせ

ていただく。 

 まず、５番目についてだが、市の取り組み方針については２８年の２月

に策定をし、レガシー創出に向け５つのテーマに基づいて全庁を挙げて機

運醸成に取り組んできた。その過程の中で、３０年８月には都内最長とな

る１１.８キロの自転車競技ロードレースコースが決定するなど、策定当時

の状況が変化をしているところから、本取組方針の改訂を行ったので、齊

藤オリンピック・パラリンピック準備室長より説明をさせていただく。 

 また、６番目だが、こちらについては、自転車競技のロードレースのテ

ストイベントが本年７月２１日に実施される。そのことについて、大会の

組織委員会のほうから、地域住民の皆さんを対象にして、テストイベント

の実施の概要や道路制限等に伴う影響、こうしたところについて説明をす

る場を設けているので、この件に関しても、齊藤オリンピック・パラリン

ピック準備室長よりご報告をさせていただく。 

齊藤オリンピック・パラリンピック準備室長 それでは、取組方針の改訂について説明を

させていただく。 

 今説明させていただいたとおり、２８年２月に作成した後、状況変化が

あった。ロードレースとか、あと大学連携などもここにて提携させていた

だいている部分がある。その部分の変化と、今後、オリンピック・パラリ

ンピック、あと１年余り迫った中で重点的に取り組んでおくべき事業、目

標と事業、こちらを明確にするということで、この部分を追記して改訂さ

せていただいたものである。 

 まず、お手元の取組方針の改訂版である。開いて１ページ目、こちらの

ほうで、取組方針の改訂にあたってというところで、これまでの平成２８年

以降の状況の変化とか今後の必要なところを書かせていただいている。 

 そのままめくっていただいて３ページ以降は、これまでの取組方針、５つ

のテーマ、こちらはそのまま継続して取り組んでいく内容になっている。

テーマごとのそれぞれ１から５までのものが書かせていただいている。

１７ページである。こちらのほうで、第４ということで重点目標に３つ、

まちの魅力発信、共生社会の推進、そして国際交流の推進ということで重
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点目標を掲げさせていただいている。第５において、重点目標を実現して

いくための事業ということで、それぞれ重点的に取り組んでいく事業を掲

載させていただいた内容になっている。 

 最後、２２ページをごらん願う。こちらのほうに推進体制ということで、

現在、庁内で東京２０２０オリンピック・パラリンピック多摩市プロジェ

クト推進本部があるが、これと市内の６大学の皆さんと連携した大学連携

協議会、またこの大学連携協議会以外にも、市民の方、大学、団体さんと、

これまでも連携しながら取り組みを進めているということで、推進体制の

イメージ、現状に合った形での記載をさせていただいている。左下の近隣

自治体と書かせていただいているところだが、こちらはロードレース、こ

ちらが都内で８自治体通過してまいる。そうした自治体と連携をしながら、

機運醸成含めて取り組んでいくところを、このイメージのほうに移してい

ただいたものである。 

 引き続きよろしいか。続いて、東京２０２０テストイベント READY STEADY 

TOKYO─自転車競技（ロード）地域説明会の開催についてという、資料のほ

うで日時と会場だが、４月５日と６日、５日の金曜日は午後７時から１時

間半でヴィータホール、４月６日土曜日に関しては午前１０時から、同じ

く１時間半でベルブホールで説明会を実施させていただく。こちらについ

ては、冒頭部長のほうから申し上げたとおり、説明者は組織委員会という

形で、多摩市については市民への周知と会場の準備ということでご協力さ

せていただいているものである。 

 説明内容だが、テストイベントの実施概要、また道路制限内容、道路制

限に伴う市民生活等への影響、対策、こちらのほうを説明いただくという

ことで準備をしているところである。 

 説明は以上である。 

折戸委員長   市側の説明は終わった。 

 質疑はあるか。 

橋本委員    最後のところのことだが、道路制限内容とか道路制限に伴うということ

で、本当は自分に影響があるのに、それが知らないで、この説明会のこと

を、なかなか今から、５、６で、そういうことでミスマッチになっちゃい
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がちではないかという思いがするが、その辺のところは、どんな工夫をさ

れるのか。 

齊藤オリンピック・パラリンピック準備室長 できるだけ多くの関係する市民の方々に情

報を提供したいというところで、まず、去年８月９日にロードレースのコ

ースが公表されて、それ以後、沿道の自治体と情報提供させていただいて

きているという状況もある。また、ここで説明会をして終わりではなくて、

たま広報とかいろいろな媒体を使って、規制内容とか影響とか、そうした

ものを広く市民の方々に、今後も募集していきたいと考えている。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   質疑なしと認める。 

 本件についてはこれで終わる。 

 それでは、７、平成３０年度第４回子ども・子育て会議の概要について

と、８、平成３１年度以降の保育所待機児対策についての２件の市側の説

明を求める。 

芳野子ども青少年部長 すまない、今、２件とおっしゃって、８については、８と９を一

緒にということで、申しわけない、７だけで、それで次に８、９について

一緒に説明させていただきたい。 

折戸委員長   それでは、７、平成３０年度第４回子ども・子育て会議の概要について

の市側の説明を求める。 

芳野子ども青少年部長 この件については、平成３１年、ことしの２月１９日に開催され

た平成３０年度第４回子ども・子育て会議の概要になる。 

 報告事項についてだが、この中で（１）は後ほど案件９の平成３１年４月

認可保育所新規申し込み等の状況についてと、案件８、平成３１年度以降

の保育所待機児童対策とともに説明をさせていただき、報告事項（４）に

ついては、最新の状況を同じく後ほど、案件１４番の平成３１年度学童ク

ラブ在籍予定数、案件１５、平成３１年度学童クラブにおける待機児童対

策についてとともに説明をさせていただければと思っている。 

 なお、審議事項については室井課長、それから報告事項の（２）につい

ては松崎課長、３については田坂課長、５については室井課長、６につい
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ても室井課長、なお（７）については既に配付済みとなっているので、こ

の辺についての説明は省略させていただきたいと思う。 

室井子育て・若者政策担当課長 それでは、審議事項１の地域子ども・子育て支援事業計

画の策定について説明をさせていただくので、子ども・子育て会議の審議

資料の１－１からごらんいただけるか。 

 こちらの資料では、計画の位置づけや策定体制について確認をさせてい

ただいた。主な現行の計画との違いについては、包含する計画として新た

に子ども若者計画が包含するというところ、また、ほかの計画との位置づ

けについて、社会福祉法の中で地域福祉計画が各分野の福祉計画の上位計

画に位置づけられたことから、子ども・子育て支援事業計画についても、

その上位計画に地域福祉計画を位置づける予定である。 

 また、策定体制については、今回の策定に当たっては課長級による専門

委員会を積極的に活用してたたき台等をつくったものを推進本部、あるい

は子ども・子育て会議で協議をしていく予定としている。 

 その次が、審議資料１－２が、その専門委員会で検討した次期計画の構

成案となっている。現計画との主な変更点については、計画の中で定めて

いる基本理念、基本方針、あるいは施策といったところの文言を少し整理

させていただくというところ、また現行計画の第５章の施策の展開、第６章

の計画の策定、第７章の計画の策定、第８章の放課後子ども総合プラン行

動計画と４つの章を、次期計画では第５章及び第６章に、少しコンパクト

に整理をする予定でいる。 

 その次、審議資料１－３というところが、現計画の取り組み状況に基づ

く総括というところについて、専門委員会で検討した案を子育て・若者支

援推進本部での協議に続いて、ここでの子ども・子育て会議において審議

をいただいたものとなる。 

 審議の中では、放課後子ども教室の取り組み状況について質問があって、

こちらについては一部委託方式が含まれるために一概の評価は言えないと

ころだが、総体的には成果は維持をしている説明をさせていただいた。 

 なお、昨年１０月に実施をした民意調査については、今月中に報告書を

作成予定となっている。 
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 審議事項１について、説明は以上となる。 

松崎子育て支援課長 それでは、報告事項（２）をご説明させていただく。 

 こちらは、企業主導型保育所利用者への保育料補助についてということ

で、子ども・子育て会議のほうに、前回の１２月の子ども教育常任委員会

で報告をさせていただいた内容を子ども・子育て会議の委員の皆様に報告

をさしあげた資料になる。内容については、同様なものになるので、説明

は省略をさせていただきたいと思う。 

 報告事項２については以上になる。 

田坂公立保育園担当課長 報告事項３、公立保育園の機能強化についてである。 

 報告資料３をごらんいただきたいと思う。平成３２年度の統合に向けて、

公立保育園の機能強化をまとめた。資料にあるとおり、新たな取り組みと

して６点、それから充実する取り組みとして７点を決定した。 

 新たな取り組みの中の子育て総合センターのブランチ機能を担うという

１つの事業として、子育てスタート支援事業の運営を平成３０年度より始

めている。また、平成３１年４月より、休日保育のほうを、こころ保育園

から公立保育園で運営するところまでは決定している。 

 以上になる。 

室井子育て・若者政策担当課長 それでは続いて、報告事項５の多摩市子ども・若者に関

する施策検討懇談会の開催状況について説明をさせていただく。資料とし

ては、報告資料５として第１回の懇談会の要点録をお配りしている。 

 懇談会の第１回は１１月７日、第２回は１月２４日、第３回は、子ども・

子育て会議の後の２月２８日に開催している。第１回及び第２回では、各

委員から子ども・若者に関する課題提起をしていただいた後、多摩市に必

要な施策等に関する意見交換をいただいている。次回、第４回については、

５月２１日火曜日１９時から開催予定としている。 

 報告事項５の説明は以上となる。 

 引き続き、報告事項６について、パルテノン多摩大規模改修に伴う子ど

も広場等の設置について説明をさせていただく。こちらの子ども教育常任

委員会にもきょう報告をさせていただいているパルテノン多摩４階の西側

一部エリアで実施をする子育て支援事業の内容及び実施方法について、市
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としての考え方がまとまったことを、子ども・子育て会議のほうに報告し

たものとなる。 

 説明は以上となる。 

折戸委員長   説明は終わった。質疑はあるか。 

岩崎委員    次期多摩市子ども・子育て支援事業計画についてだが、一応協議するの

は多摩市子育て・若者支援推進本部となっていて、要するに子供も若者も

そこで入っていると思うが、この時点で若者は何歳ぐらいまでの範囲の若

者支援推進なのかをお聞きする。 

室井子育て・若者政策担当課長 現時点での取り扱いとしては、１５から３９を若者とし

て定義をして対応している。 

岩崎委員    そうすると、この協議のところでは、子育てというところでは、その以

下の範疇に入っていくということで、この部分でまず協議をして、そこか

ら子育て会議に上げるという形で考えると、そこの子育て会議の中には若

者も入ってくる形になるのか。 

室井子育て・若者政策担当課長 子ども・子育て会議の委員構成については、基本的に子

ども・子育ての専門に特化した方がなっていただいているところの中で、

関係者として若者に知見を有する方に参加をしていただいて、子供に加え

て若者の施策についても子ども・子育て会議で協議をしていただく想定を

している。 

岩崎委員    今回、その協議体というのができてきて、若者についても今話し合いが、

今度５月だとお話しされていたが、そういう意味では、両方で集まって話

し合うというよりは、その部分でいろいろ出てきたことを、また子育て会

議のほうに両方上げていくという形でいいのか。 

室井子育て・若者政策担当課長 先ほど報告をさせていただいた昨年１１月からやってい

る施策検討懇談会については、厳密にいうと、この計画の策定のために開

催させていただいているものではないが、内容的にはもちろんかぶるとい

うところの中で、ここで出てきた意見、報告等については、もちろんこち

らの推進本部、あるいは子ども・子育て会議のほうに報告をさせていただ

いて、計画づくりに活用していただく予定でいるのと、先ほど言った関係

者について、想定としては２人の関係者を想定しているが、そのうちの１人



 127

については、懇談会からの代表でご参加いただく予定としている。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   質疑なしと認める。 

 本件についてはこれで終わる。 

 それでは、８、平成３１年度以降の保育所待機児童対策についてと、９、

平成３１年４月認可保育所新規入所申込等の状況についての市側の説明を

求める。 

芳野子ども青少年部長 先ほど申し上げましたように、子ども・子育て会議の報告事項の

（１）の資料とあわせて、この２件の案件についてご説明をさせていただ

きたいと思う。 

 認可保育所の待機児童数は、今のところ、残念ながら、今議会でも申し

上げたように、昨年の８３人を上回る予測になっている。特に１、２歳児

の申請の伸びが顕著で、これまで多かったゼロ歳児については逆に減少し

ている状況である。 

 詳しい分析はこれからとなるが、今後の対策を含め、担当課長より説明

させていただく。なお、順番については、８と９の順番を入れかえ、松崎

課長と室井課長からそれぞれ説明する。 

松崎子育て支援課長 それでは、９番、平成３１年４月認可保育所新規入所申込等の状況

についての資料をごらん願う。あわせて、子ども・子育て会議の報告資料

１、平成３１年度保育所等入所申請についてという両方の資料を見ていた

だければと思う。 

 まず、９番の認可保育所新規入所申込等の状況についてだが、３１年４月

の新規入所の状況ということで、子ども・子育て会議で提出した４月の第

１次の申請受付状況に加えて、第２次の受付分をあわせた数字が、今回の

９番の資料の数字となっている。冒頭部長が申し上げたとおり、３１年４月

新規入所の状況としては、１歳児、２歳児の新規申込数が昨年度よりも伸

びている状況である。 

 表の見方としては、新規申込数（Ａ）、上段の数字が３１年度４月の入所、

下段の括弧書きが３０年４月の状況の数字になる。１歳児、２歳児のみが
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プラスという数字になっていて、１歳児は３４人、２歳児は１８人新規申

込数が伸びている状況である。 

 そのまま下って見ていただいて、入所決定数だが、１歳児については、

昨年度よりも９人、それから２歳児については昨年度よりも１０人、入所

の決定数は多くなっているところではあるが、一番下の保有者数というと

ころでは、昨年度よりも１歳児は２５人増加していて、２歳児については

８人ふえている状況である。２番目の３１年４月第２次審査後の認可保育

所の空き状況というところをごらんいただくと、２歳児のみが空き状況が

ゼロ人ということで、１、２歳児の待機児童が顕著になっているところで

ある。１、２歳児の対策としては、まず多摩保育園で２歳児の定員枠の３名

増という取り組みをさせていただいている。また、私立の認可保育所のご

協力を受けて、ゼロ歳児の受け入れ枠を１、２歳児に振りかえるなどして、

１、２歳児の受け入れ枠の拡大にご尽力をいただいているところである。 

 私のほうから、状況の説明については以上である。 

室井子育て・若者政策担当課長 それでは、今の説明を踏まえて、平成３１年度以降の保

育所待機児童の対策について説明をさせていただくので、８の資料をごら

んいただけるか。 

 現在までの待機児童及び申請状況に鑑み、３１年度以降の取り組みにつ

いて、４月及び６月の企業主導型保育所の開設と保育料補助の創設、地域

枠の設定については、それぞれ０、２歳児で１２名と２３名となっている。

また、多摩センターの入所保育所における３０名の定員拡大や幼稚園の認

定こども園化による１８名の定員確保がある。 

 それ以降の対策については、資料の中の２から４の３つの柱により、待

機児童対策を進めていく予定である。 

 まず、２の認可保育所の開設については、ご存じのとおり、法務局跡地

では平成３３年４月開設に向けた手続きを進めるほか、保育ニーズの高い

聖蹟桜ケ丘駅及び永山駅周辺においても、待機児童解消に向けて検討・調

整を進めてまいる。 

 次に、３の小規模保育所の継続活用については、既存の小規模保育所に

ついて平成３２年度以降も継続して保育が必要とする子供の受け入れを行
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ってもらうとともに、必要に応じて新規開設も検討していく。 

 そして、柱の４の保育士の確保だが、ハードだけでなく保育に必要な人

材の確保についても、既存の取り組みに加え、運営事業者等と連携しなが

ら雇用のミスマッチの解消であったり潜在保育士の復帰支援であったりと

いったところでアイデアを出し合いながら保育士の確保等に努めてまいり

たいと思う。これらの対策を組み合わせて、待機児童の解消を目指してい

く。 

 平成３１年度以降の保育所待機児童対策についての説明は以上となる。 

折戸委員長   市側の説明は終わった。 

 質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   質疑なしと認める。 

 本件についてはこれで終わる。 

 それでは、１０、保育料の未納金対策についてと、１１、義務教育就学

児医療費助成制度の所得制限撤廃に係る進捗状況についての市側の説明を

求める。 

芳野子ども青少年部長 まず、保育料の未納金の対策である。これは、この時期にいつも

定例となっているものであって、担当課長より説明する。また、義務教育

就学児医療費助成制度については今回所得制限を撤廃するということで、

現在のところ、申請は順調に進んでいる状況である。まだ１００％には達

していない状況だが、詳細については上の未納金対策と同じ松崎課長のほ

うで説明する。 

松崎子育て支援課長 それでは、１０番、保育料の未納金対策（平成３０年度の取組み）

について報告をさせていただく。 

 平成３０年度保育料の未納金対策として、表の中段のところになるが、

平成３０年度督促のほうを１２回ほど実施させていただき、催告のほうも

過年度分、それから現年度分、３回、４回とそれぞれ取り組みをさせてい

ただいている。１つ、３０年度として特筆すべき取り組みとしては、四角

の黒マークの納付誓約者数の平成３０年度の取り組みで、※の文章がある

が、こちら、平成３０年度より、より利用者の方に内容がわかりやすくと
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いうところで、お便りの内容を見直したり、それから文言を強調したもの

を改めるなど、滞納者の支払い意欲を強く促すような取り組みを行った。 

 また、保育料の未納者に対して電話催告も積極的に行ったところである。 

 この取り組みによって、支払いを促すことに結びつき、誓約者数も減っ

ているが、うっかり忘れていたという方も中にいたので、支払いに結びつ

くという取り組みをさせていただいたところである。 

 不納欠損の平成３０年度については、平成２５年度までに生じた債権に

ついて３月中に実施させていただく予定だが、件数としては、一番下に括

弧書きで書かせているが、５７件、８８万６,０００円分の不納欠損を実施

する予定である。 

 裏面、見てほしい。滞納がある世帯に向けた取り組みとしては、前年度

と同様に、保育所の入所指数に反映する、それから翌年度の保育所継続申

請時の対応ということで、前年度に引き続き同様な取り組みをさせていた

だいている。また、保育園の園長への納付催告の事務の委託というところ

で、配付を引き続きさせていただいた。加えて、児童手当からの充当とい

う取り組みも、平成３０年度、取り組みをさせていただいているところで

ある。 

 これらの取り組みを通じて、滞納の繰り越し分の徴収率だが、わずかで

はあるが２９年度よりも徴収率が改善してきているような状況である。 

 こちらの説明は以上になる。 

 続いて、１１番、義務教育就学児医療費助成制度の所得制限撤廃に係る

進捗状況について報告をさせていただく。 

 こちら、１,３２７世帯、児童数でいうと１,８０１人の対象者数に向け

て勧奨通知を発送させていただいている。昨年下旬から本日までが第１の

受付の期間になっているが、全体で申請件数としては、こちら、記載の３月

８日現在では１,１４５世帯、児童数でいうと１,５６０人、申請率は８６％

に伸びてきているような状況である。１９日現在、最新だが、さらに申請

率が上昇していて、８９％、約９０％まで申請率が上がってきているとこ

ろである。 

 本日、義務教育就学児の医療証を対象者の世帯へ発送させていただいて
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いる状況である。 

 残り、１０％の方々がまだ未申請という状況であるので、３月２０日号

にも勧奨のための記事掲載をさせていただき、かつ７月８日に再勧奨の通

知を発送する予定である。 

 説明のほうは以上である。 

折戸委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

岩崎委員    保育料の未納金対策だが、先ほど今、うっかり忘れていた方もいるとお

っしゃられたが、うっかり忘れる状況というのは、可能性のある状況があ

るのか。うっかり忘れたというのは、払うことを催促してわかったという

こと。つまり、払いに行くのを忘れていたという単純なミスなのか、それ

ともそういうことが起こりやすい状況というのがあるのか。 

松崎子育て支援課長 私が表現したうっかりというのは、保育料の支払い、約９割近い方々

が口座の振替になっている。まだ中に納付書の支払いをご希望されている

方もいる。特に納付書でお支払いになる方が、支払い期日が少し遅れてし

まうとかというところで、皆様、お仕事されていてなかなかお忙しいとい

うところで忘れていましたという方が実際にいるような状況である。 

岩崎委員    今度、保育料が無料になっていくという中では、今までの９月までの分

は普通にお支払いいただく手続きが可能、可能というか、そういうふうに

なっていくことになるのか。手続きの仕方という。今まで払っていた銀行

振替の口座の手続きというのは、これからどう変わっていくのかというの

は、保育を受けている保護者の方たちは、そういうのはあまり戸惑いなく

そういうことができる可能性はあるのかというのがちょっと気になった。 

松崎子育て支援課長 まず、幼児教育保育の無償化については１０月からスタートという

ことになるので、９月まではこれまでどおりという取り組みをさせていた

だく。１０月以降については、まだ詳細、明確に決まっていないところだ

が、保護者の方々にはどう変わるのか、どのように手続きが必要なのかと

いうのは、わかりやすいように説明していきたいと今考えているところで

ある。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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折戸委員長   質疑なしと認める。 

 本件についてはこれで終わる。 

 １２、平成３１年成人式実施報告、１３、学童クラブ費過年度分滞納状

況、１４、平成３１年度学童クラブ在籍予定数、１５、平成３１年度学童

クラブにおける待機児対策についての市側の説明を求める。 

芳野子ども青少年部長 まず、成人式の報告である。これは議会の予算決算特別委員会で

もご質問があった。ことし１月１４日に開催された状況で、おかげさまで

晴天のもとということで開催されたが、我々にとっては初めて多摩永山情

報教育センターを使わせていただくということで、ちょっと不安を抱えな

がら無事挙行できたところである。なれない部分もあって、裏方の苦労も

結構多かったと思っている。 

 詳細については、担当課長から説明する。 

 それから、学童クラブ費の過年度分の滞納状況、これについても定例的

な報告、先ほど保育料もあったが、同様に担当課長より報告する。 

 それから、今度は学童クラブの待機児童数、これについて、今、在籍予

定者数、それから今後の待機児童対策、これについても同じように一括し

て担当課長のほうでご説明させていただきたいと思う。 

 以上である。 

鈴木児童青少年課長 それでは、資料の１２番をごらんいただければと思う。ことしの成

人式の実施報告である。 

 私ども、１月１４日の成人式の日に開催して、先ほど部長が申したよう

に、昨年の１２月からパルテノン多摩の体育館は使用できないということ

で、市内で収容人数とか使用料、あと利便性、そういったものを考慮した

中で、多摩永山情報教育センターのホールで初めて開催させていただいて

おるところである。多くの議員の方にご参加いただき、ありがとう。 

 内容は、そこに記させていただいたとおりである。なお、参加実績だが、

男性が３９５名、女性が４２２名ということで、出席者数は８１７名とい

うことで、出席率としては５６.９％ということで、ある意味で例年並みだ

ったのかと思う。 

 また、アンケートのほうも１４６件いただいて、内容について、とても
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よい、よいという意見が大体７５％ぐらいを占めている。また、個別の意

見では、この前の予算委員会でも申したが、会場が狭い状況だったので、

ぜひパルテノンでやりたいという声とか、駅から階段があって、それが疲

れてしまうという、そんな個別の意見もあった。 

 裏面のところで、来賓ということで議長、副議長、市議会議員の皆さん

はじめ、各方面から来賓いただき、５３名の方が来ていただいたようなと

ころである。 

 成人式については以上の状況である。 

 続いて、資料１３、学童クラブの過年度分滞納状況である。こちら、３カ

年経過している。見方としては、左側の滞納分調定額が、今年度当初の滞

納額だ。その滞納分収入額が今年度に入った収入、またその件数、そして

その隣が総滞納額ということで、今現在のそれぞれの年度の滞納額を示さ

せていただいている。 

 なお、学童クラブ費は、私債権で時効は２年のために、今年度は平成

２７年度の、今でいうと１８万６,０００円、こちらのほうを今現在不納欠

損の会計処理をするようなことで予定をしている。最終的には、報告はま

た９月議会の中で報告をさせていただくようになっているかと思う。 

 １３番については以上である。 

 そして、１４番、３１年度の学童クラブ在籍予定数というところで、左

側から施設名で施設定員が３１年度は１,８６１ということで、昨年度より

９０名ふやしているところである。また１つあいて、在籍予定児童数とい

うところでは１,７１９名、これは去年の４月の段階と比較しても、この段

階で１２１名入所者がふえている状況である。そして、そこから学年を超

えて、真ん中辺が自宅待機者ということで、今現在、３５名の方が自宅待

機というところで、これを今第４期というところで受け付けているので、

多少、これよりも違うのかと思うが、昨年の８０名からすると半減するよ

うな見通しとなっている。 

 なお、一番右のところ、いわゆる第二希望以降への入所者の方が４３名

いらっしゃる。 

 以上が、資料１４の説明である。 
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 また、引き続いて、資料１５で平成３１年度の学童クラブの待機児童対

策ということで、９０名ふやした内訳である。３１年度の整備内容という

ことでは、連光寺小学童クラブのほうは定員を２１名ふやしての９０人と

いうことで、４月に開所する予定である。また、右上で南鶴牧小学童クラ

ブ分室というところで、これは新設ということで４０名がそのままふえた

形。また、定員増ということで、二小学童クラブの第二を、あそこの建物

の２階の一部を活用した形で２０名をふやすこと、また愛和小とか聖ヶ丘

については、まだ定員、若干余裕がある中で法人さんと協議の末、いっぱ

いまでふやした結果、９０人の増員を図ったところである。 

 なお、それでも入れなかった方については、ランドセル来館ということ

で一ノ宮、東寺方、愛宕、連光寺、落合の５館で実施予定である。 

 また、その次の年の整備予定ということで、ことしの工事、今実際の予

算でも上げさせていただいているものだが、豊ヶ丘学童クラブを貝取小学

校のほうに移すことが１つ、定員も８０名規模ということで考えている。

また、これを機に、貝取小学童クラブにおいても直営から委託方式に変え

る予定である。 

 そして、南鶴牧の分室内にも教室を活用させていただくが、３１年度に

工事を行って、３２年度から校庭のほうに第二学童クラブとして設置する

ことで今考えている。 

 説明については以上である。 

折戸委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

岩永委員    成人式のことについてお伺いしたいが、別に今の成人式がいいとか悪い

とか、そういうことではなくて、２０２２年になると１８歳が成人という

ことになると思っていて、あっという間に４年間たってしまうのではない

かと。毎回、今のスタイルの中でやっていくことだけを考えていると、そ

れだけで精一杯になってしまうかと思っていて、２０２２年に向けてはど

うやっていくのかということも、今からあり方含めて、今みたいなスタイ

ルでやっていくのかということも含めて考えていきながら備えていくこと

がとても大事ではないかと考えているが、そのことについて何か今考えて

いることがあればお伺いしたいと思う。 
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鈴木児童青少年課長 今、実際には２０２２年度で２３年の１月からになると思うが、正

直、今の段階では、まだ方針というのは決めていない状況である。ただ、

この前に予算委員会でも岩崎委員からも質問をいただいたが、とはいえ、

本当に４年、すぐたってしまうことだと思うので、少なくとも早急に検討

には入って、例えば対象者とか、やり方についても、こういった実行委員

会方式なんかを継承するのかも含めて、今後早急に検討は始めていきたい

と考えている。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   質疑なしと認める。 

 本件についてはこれで終わる。 

芳野子ども青少年部長 連光寺小学童クラブについてだが、皆様方には既にご案内のとお

り、３月２７日に開所式を行うので、もしご都合のつく方は５時１５分か

らということなので、足を運んでいただければと思う。よろしくお願いす

る。 

折戸委員長   それでは、１６、平成３０年度新規児童虐待相談対応件数についての市

側の説明を求める。 

芳野子ども青少年部長 今議会でも大分取り上げていただいた児童虐待の件についてであ

る。通告件数については、決して状況が好転している状況ではあり得ない

状況だが、今、その対応ということで現場は四苦八苦という状況である。

少し落ち着いたところでは、できれば、今後は予防策や早期発見、早期対

応にこれまで以上に取り組みたいと考えているところである。 

 詳細については、担当課長よりご説明する。 

谷子育て総合センター長 子育て総合センターにおける児童虐待の相談対応件数につい

てご説明させていただく。 

 子育て総合センターにおいては、児童虐待だけではなく、養育困難家庭

等も含めて、あらゆる相談を実施している。ただ、昨年度は、児童虐待対

応は全体の４５％を占めていたが、今年度は、年度当初より虐待の通告相

談件数はかなり多くなっていて、その割合も、年度末にはふえる可能性が

大きい状況である。 
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 まず最初に、昨年の３月に、目黒の重大案件があったので、今年度は４月

から、表グラフを見ていただければと思うが、例年より多い通告状況であ

った。６月の時点で、やはり昨年度の１.３倍と。９月には１.５倍という

状況で進んでいた。 

 市民の関心も高くなったこともあるし、あわせて昨年７月には政府の児

童虐待対策の関係閣僚会議等で緊急総合対策等が出されて、７月には未受

診者や未就園、未就学の全数調査、今年度２月には保育園以下の幼稚園、

それから小中学校、高校まで安全確認の徹底ということもされて、関係機

関等の感度もかなり上がったというところであった。 

 昨年は、月平均大体１１件ぐらい新規の相談があったが、それで年間が

１３０件であった。今年度は、１月まで月平均１８件であったが、２月は

総合対策のことも影響したのか、それから野田市の案件も影響したのか、

過去に例がない４９件という児童虐待の案件があって、現場もかなり対応

に追いつかない状況があった。２月末までは新規だけで２２６件というこ

とで、昨年と１００件の違いになっている。昨年からの継続児童虐待案件

だと１４４件あったので、今年度、２月末まで３７０件、虐待対応を実施

している状況になっている。 

 それから次のページを見ていただければと思うが、虐待の今年度受理し

た件数の虐待の種別というところでは、心理的虐待というところで、ご兄

弟がしかられたり体罰を受けているのを他の兄弟がそれを目撃しているこ

とも含めて、心理的虐待というのが９１件という形で一番多くなっている。 

 それから、どこから相談、もしくは通告があったかということだが、今

年度は、２月末までだが小中学校からが６０件と一番多く、次に家族及び

ご本人、親御さんがたたいてしまいました、もしくは妻がたたいている、

夫がたたいているという家族からの相談が３７件、それから区市町村の内

部の要請か、または転入ということで他の区市町村の虐待対応部署から情

報が寄せられるところが多く見えた状況になっている。 

 説明は以上になる。 

折戸委員長   説明は終わった。質疑はあるか。 

岩崎委員    今、部長も予防とおっしゃっていたが、先ほども保育園とか学童の滞納
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の方の家庭が、ネグレクトであるとはいえないが、何かしらのそういうこ

との可能性があるのかと思うところもあるので、貧困家庭とかのこともあ

るので、そういう部署の中での学童保育とかも、そういう人がどうだかと

いう連携は、どんな感じなのか。例えば１つの指針になるのかというとこ

ろがあるので、滞納されているご家庭のお子さんというのがどうかという

ことも連携とっていただけたらと思うが、いかがか。 

谷子育て総合センター長 現在、子育て総合センターでご相談を受けているお子さんの

家庭も、かなり経済困窮のケースとかひとり親の家庭等のご相談もふえて

いる。 

 今現在、滞納の家庭を個別に所管で調整してというところまでは至って

いない。ただ、子育てだけではないが、国民健康保険料の滞納とか、他の

箇所、部署からも、滞納ということで、経済困窮が背景にあるんじゃない

かということでご相談を受けるケースもある。ちょっと今後の内部の中で、

そういった家庭も含めてどうかというか、連携の中で検討してまいりたい

と思う。 

松崎子育て支援課長 保育料の滞納されている世帯が必ずしも困窮世帯という状況には、

正直ない。ただ、困窮がゆえのというところも実際になかなかご家庭で課

題を抱えているところは現実的にあると思う。 

 私どもの部署としては、窓口等での面談や電話等でも、気になる場合は、

必ず子育て総合センターのほうに連絡する対応をさせていただいているの

で、部内で連携を引き続き図っていきたいと思う。 

岩崎委員    もちろん、必ずしもというところはあると思うし、学童の滞納もそうだ

が、そういうところに気配らないということが、子どもへの配慮の違いが

出ているのかというところもあるので、一定の、お金がある、なしだけで

はなく、ネグレクトということもあるので、連携をとっていただけたらと

思う。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

橋本委員    ２月の４９というのは、一定の時間内に対応しなければとか、そういう

ことを前回説明も受けているが、対応ができたのか。それとも、こういう

ときは実際の現場の起きていることはどうなのか。 
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谷子育て総合センター長 実際受けたご説明していた４８時間ルールが発生するので、

通告があってから原則４８時間以内、あわせて職員は１人でなく複数対応

しなきゃいけないこともあって、必ず２人で、子どもの安全を確認して、

必要であれば子どもの話をしっかり聞くことに始まる。 

 なるべく当日、保護者の方に会って、事実はどうだとかというところま

で含めて、可能な限り、それも複数で対応する。そのため、ご両親はお仕

事されていることがあるので、仕事が終えて何時に帰られるかというとこ

ろで、７時、８時には、対応は実施しているので、通常の時間内ではとて

もできないので、夜中、夜分も含めて対応している状況である。 

折戸委員長   ほかに質疑は。 

岩永委員    もしかしたら、さっきと少し重なるかもしれないが、去年から、昨年と

ことしを比較すると、すごく虐待の相談がふえているというのがわかった

が、新規虐待の相談受付経路というのがある。そこで見ると、例えばどこ

からの相談が多かったというのが、そういう傾向は分析できるのかどうか

ということについて。 

谷子育て総合センター長 例年、どこから相談があるかという統計はとっている。小中

学校が一番多い。 

岩永委員    そうだと思う。小中学校が多いかもしれないが、ふえ方、つまり感度が

高くなったということは、例えば、今まではあまり連絡がなかったんだが、

ことしになったら、そこはすごく頻繁に電話してくるというか、すごく心

配だからつなぐのがふえたところとかというのは、どこかあるのかと思っ

たりしたが。 

谷子育て総合センター長 特に２月は、子供の安全確認を徹底しろという通告が出たの

で、今までは余り会えていなくても様子を見られていたところもある学校

もあるが、感度を高くご連絡をいただいているところもある。 

岩永委員    去年からことしにかけて、要するに、どこも連絡してくると思って、学

校は多いが、去年も学校が多かったら、ことしも多くて当たり前かもしれ

ないが、ふえたところ。 

谷子育て総合センター長 ふえた学校があるかどうか。 

岩永委員    学校じゃなく、機関で。例えば、去年に比べて保育所からの連絡が多か
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ったとか、そういう傾向はあったか。 

谷子育て総合センター長 ことしふえたところでは、健康福祉部内の発達支援室のほう

から通告は多く見られている。 

岩永委員    それからもう一つだが、ここに保育所と警察署の間に児童福祉施設と書

いてあると思うが、それはどういう施設なのかと思ったので。 

谷子育て総合センター長 児童館及び学童クラブを指している。 

岩永委員    わかった、ありがとう。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   質疑なしと認める。 

 本件についてはこれで終わる。 

 暫時休憩する。 

                  午後 ６時４７分 休憩 

                ──────────────― 

                  午後 ６時５２分 再開 

折戸委員長   休憩前に引き続き、協議会を開く。 

 それでは、１７、国庫交付金の前倒し内定に伴う３月追加補正及び当初

同時補正の状況について、１８、タブレット型端末の配備状況について、

１９、（仮称）ボッチャ２０２０ＴＡＭＡカップ（案）について、２０、平

成３１年度全国学力・学習状況調査の英語「話すこと」調査についての市

側の説明を求める。 

須田教育部長  それでは、本４件についてそれぞれ担当課長から説明をいたさせるので、

お聞き取り願う。 

小野澤教育振興課長 １７番について、私のほうからご説明をさせていただく。 

 こちらは、３月２８日の今議会の最終日にご審議をいただくものである。

国庫交付金の前倒し内定に伴う３月追加補正及び当初同時補正の状況とい

うことである。 

 概要をお話しさせていただくと、もともとは平成３１年度に予定をして

いた学校施設の改修の工事について、今年度、国の交付金が前倒しで内定

をいただいたということで、今年度に予算を確保するというのが３月追加
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補正ということである。その分、来年度の当初予算のほうから予定してい

た予算について抜くということをするということである。 

 上の表をごらんいただければと思う。３月の追加補正については２本あ

って、上の部分、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金、こちらが２月

１日に内定が出ている。こちらについては、特別教室等の空調の設置工事

分だ。金額については、ごらんのとおりである。また、その下の段の学校

施設環境改善交付金については２月２６日に内定をいただいた分というこ

とで、こちらは小学校、中学校のトイレの洋式化の工事の分と、それから

聖ヶ丘中学校の大規模改修工事の分ということで、それぞれこの額につい

て予算を確保したということである。 

 下の段だが、当初、同時補正については、当初予算がご承認いただいた

後に、すぐに同時補正ということで、この分を予算から抜く形になる。 

 歳出を見比べていただければと思うが、６億７,４２９万４,０００円と

いうことで、こちらは３月補正と同時補正で行って来いになっていると思

うが、歳入のほうは金額が少し異なっている。こちらについては、当初見

込んでいた歳入の金額よりも多く今回内定をいただいたということで、そ

の分、金額としては多くなっているということである。３月に予算をここ

で確保したが、最終的には、工事は３１年度に実施をするので、この分、

全額繰り越しをする形になるということである。 

 説明は以上である。 

加藤教育企画担当課長 私のほうから、１８番から２０番までご説明をさせていただく。 

 まず、１８番、タブレット型端末の配備状況についてである。今年度に

ついては、予定どおり整備をさせていただいて、更新と追加の配付になっ

ている。こちらの表にあるとおり、今年度末で１,２００台という形になっ

た。今年度の更新から、中学校はウィンドウズタブレットだったが、ｉＰ

ａｄのほうに切りかえているところである。 

 ３１年度、予算をお認めいただいたところで、また更新をかけさせてい

ただく。網かけのところが３１年度更新の予定のところだが、そちらもあ

わせて、来年度、配備が終わったところで１,３６６台というような形にな

る。 
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 まず、１８番については以上である。 

 続いて、１９番、（仮称）ボッチャ２０２０ＴＡＭＡカップ（案）につい

てである。 

 教育委員会では、東京２０２０パラリンピックに向けて、年齢、障害に

かかわらずプレーができ、かつ楽しく奥深いユニバーサルスポーツである

ボッチャに取り組んでいるところである。こちら、日程のところでは、教

育振興課の名前で出ているが、教育振興課と子ども青少年部児童青少年課

とあわせて、こちらの資料では入れさせていただいている。ダブルネーム

になっている。 

 こちらについては、スポーツを楽しみながらお互いを知って共生社会に

向けた取り組みをしていくところの１つである。 

 きっかけとすると、市内にある特別支援学校の多摩桜の丘学園と連光寺

聖ヶ丘地区の青少協地区委員会とで、昨年１１月にスポーツ大会をやった

ときにボッチャも実施して、障害者と健常者が一緒に交流できるスポーツ

だということがわかった。子どもたちが一緒にスポーツで交流することで

お互いを知り障害者理解につながる取り組みとして、来年、パラリンピッ

クが開催される春に大会を開くことを計画している。そこに向けて、こと

しの秋にはプレ大会を、また現在は取り組みの入り口ということで、知っ

ていただくための体験会を開催している。豊ヶ丘児童館とか落合児童館、

永山公民館も先日やった。あと、小中学校のＰＴＡの連合会、障害者のふ

れあいスポーツセンター、そういったところで出て、合計で１５０人を超

える方が体験している。 

 スポーツ振興課のほうでも、東京ヴェルディと障害者スポーツ体験を小

学校の授業で１つのメニューとしてボッチャをやっているところがある。

そういったところも含めて大会をしていこうと思っている。 

 大会開催に当たっては、青少協などの地域、多摩桜の丘学園などの学校、

国士館大学などの大学、社会福祉協議会などの福祉、市内企業、行政の連

携、こちらによる実施を目指しているところだ。庁内でも、教育部、子ど

も青少年部、くらしと文化部、健康福祉部、こちらが連携しながら進めて

いくところで、今、進めているところである。 
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 互いを理解し支え合う、交流の豊かなまちづくりの実現に向けて取り組

んでいくところで、こちらの取り組みを進めてまいる。 

 こちらの説明は以上である。 

 続いて、２０番だ。平成３１年の全国学力・学習状況調査の英語「話す

こと」調査についてである。毎年４月に、小学校６年生と中学校３年生、

こちらの全児童を対象として、全国学力・学習状況調査、国語、算数、数

学、こちらで行われている。今回が、中学３年生を対象に英語の４技能、

聞くこと、読むこと、書くこと、話すこと、こちらが３年に１回の頻度で

加えられることになった。そちらについていろいろ検討したところ、多摩

市で実施しないところになった。 

 英語「話すこと」調査の実施についてということで、１番のところに書

かせていただいているが、昨年の１１月に国のほうから概要が示された。

各学校のタブレット型端末のパソコンを活用して、音声録音方式で行い、

対応する端末はウィンドウズＯＳのみである。その中で、今回の調査に関

しては特例措置を定めることでもあわせてできるようになって、端末状況

を鑑みて「話すこと」調査を実施しないことができるというところである。 

 多摩市としては、先ほどの１８番の説明もさせていただいたが、ｉＰａ

ｄに移行している。だが、こちらの調査、先ほど申し上げたが、ウィンド

ウズＯＳの対応であるので、現在、中学校４校でまだ更新が終わっていな

いタブレットを活用して実施することで調整を図ってきた。 

 ことしの２月に、国のほうで事前検証ツールが出た。そちらで検証した

ところ、音声データが不明瞭で採点できるレベルではないことがわかった。

こちらのタブレットを国が定める端末の仕様を満たしているところもある

が、古い端末もある。より高性能な端末でないと動作をしないところだろ

うと考えている。 

 今後の対応、２番のところで書かせていただいているが、「話すこと」の

技能に関しては、昨年度から認めていただいているＧＴＥＣを活用して、

生徒個々の学力、市としての学力、授業改善のフィードバックを受けたり

だとか、そういったところで指導の改善も図っていくことができる。 

 こちら、英語「話すこと」調査に関しては、３年に１回である。３年後
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に向けては、国に対して改善を要望していくところで進めていく。 

 説明は以上である。 

折戸委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

岩永委員    タブレット型端末の配備状況のところについて、すごく素朴な疑問だが、

学校にはタブレットが配付されているし、先生たちもある程度使うのかと

思うが、山本参事も、そのタブレットというのは、どこのものなのか。そ

れは私物か。 

山本参事    私物だ。 

岩永委員    だと思う。私物で用意して使うというのもあるのかと思う一方で、子供

たちにこういうものを提供していろいろやっていただくことを思ったとき

に、教育委員会としても、せめて、指導する部署の人たちがこういうもの

を持って実際に動かしながらという環境をつくっていくことは、私は必要

なのではないかと思っていて、参事はお持ちで、いつも私物なのだろうか、

どうなんだろうかと思って見ていたが、私は子どもたちにもそういうもの

があって、役所の中の仕事は別だとは思うが、いろいろ学校とかにも指導

していく立場を考えると、その方々が仕事をする環境としては、ｉＰａｄ

を持つ、共通端末でもいいと思うが、準備をしておくのが必要なのではな

いかと思ったりしているが、そのあたりについてのご見解があれば伺いた

いと思う。 

加藤教育企画担当課長 こちらに関してである。タブレット型端末は、今、Ｗｉ－Ｆｉで

動かしている。そちら、ネットワークも組みながらということで、学校に

はそれぞれどこの教室でも使えるような形で配備をさせていただいて、教

育センターもそういう形にしているところである。教育委員会事務局とす

ると、実際、教育振興課のところでは、検証とかそういったところで使う

必要があろうかというところもあるので、そういったところでの線を確保

している。実際に、そこから離れたところで使える状況ではない。 

 今後のところについてだが、学校の先生方に使っていただくためにＩＣ

Ｔ支援員も行っていただいている。今年度、３０年度から、更新した学校

には委託の事業者のところで入っていただくようなところになっている。

そういったところと打ち合わせもしながら進めているところではあるので、
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この先、どうしていくのかというところはあろうかと思うが、現時点では、

そのような対応で進めていきたいと思っている。 

岩永委員    今のことがいいとか悪いとか、そういうことを言っているわけではなく

て、いわゆるこれでいうと教育指導課がこういうものを持ってということ

は、私は仕事をしていく意味では大事なことなのではないかと思ったので、

振興課というよりは指導課のほうではどのようなご見解をお持ちなのかと

思ったので、ちょっと意見を伺ってみたいと思う。 

山本参事    例えば、今度の月曜日に行う学校説明会でも、今資料をいろいろつくっ

ているが、それは市役所で持っているｉＰａｄを利用しながら作成をして

いるところである。常に使わなければいけないわけではないが、ここでか

なり文書量だとかふえてきている。いろんな資料を、私はこの中にしまっ

ている部分もあるが、市ができることを考えると、こういったものを使え

る環境にあるのは非常に助かるという印象は持っている。 

岩永委員    学校がどう共用のキャビネットとかを活用しているのかというのは、ち

ょっとよくわからなかったりもするが、子供たちにはｉＰａｄを使った指

導をしていく、その指導の中味みたいなところを、動くかどうかという検

証ではなくて、指導している中味についても話題にしたりということがあ

るのであれば、指導課のほうでも共通端末を使えるような環境があればも

うちょっといいのかと思ったので、そのことだけ意見として申し上げてお

く。 

折戸委員長   ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   質疑なしと認める。 

 本件についてはこれで終わる。 

 それでは、２１、平成３１年度学校における働き方改革推進プランにつ

いてと、２２、平成３０年度全国体力・運動能力等調査に関する結果につ

いての市側の説明を求める。 

山本参事    それではまず、学校における働き方改革推進プランについて説明する。 

 東京都の平成２９年度に実施した勤務実態調査によると、１週間当たり

６０時間以上の勤務実態にある教員の割合というのは、資料にもあるが、
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小学校で３７％、中学校で６８％だった。平成３０年２月に、東京都教育

委員会は、教員の働き方改革推進プランを策定し、各自治体における支援

を明らかにした。また、当面の目標として、週当たり在校時間が６０時間

を超える教員をゼロにするという具体的な数値を示した。多摩市教育委員

会としても、平成３０年度から具体的な手当てを講じてきたところである。 

 また、平成３１年１月には、中央教育審議会の答申が示された。その中

にも、教員の勤務時間のガイドラインの記述があり、いわゆるオーバータ

イムについては１カ月４５時間、年間３６０時間、１カ月平均３０時間と

いう内容になっている。 

 東京都教育委員会では、この答申を受けて、昨年度示した当面の目標を

引き継ぎながらガイドラインに示された勤務時間となるよう目標を新たに

定めているところである。 

 多摩市教育委員会では、まず平成３１年度に向けて教員の働き方改革に

ついて、各学校とコンセンサスをとり、取り組みを強化するために校長会

の代表とも協議をし、平成３１年多摩市立学校における働き方改革推進プ

ラン、現在案で示させていただいているが、こちらを作成した。 

 まず、目標値だが、現状を踏まえて、東京都教育委員会が当面の目標と

している週当たり６０時間の在校時間の教員をゼロにすることにした。ま

た、プランの方向性についてだが、これも東京都教育委員会のほうで作成

したプランとそろえて５つの柱を立てた。働き方改革の一丁目一番地とな

る内容が、まず学校の勤務時間管理である。各学校には平成３１年度より

ＩＣカードを利用した出退勤記録を、現在使用している出勤簿にかわるも

のとして利用していく。 

 次に、教員を支える人員体制の確保として、特に教員が子供に向き合え

る時間を確保するために、これまでどおり教育活動を支援するケアティー

チャーの配置や、教員の事務をフォローするスクールサポートスタッフな

どを配置していく。また、学校事務の共同実施により学校の事務分担を明

確にし、教員の事務負担の軽減を図っていく。 

 次に、部活動の負担軽減として、部活動指導員、部活動補助員の配置を

進め中学校における部活動支援を図るとともに、スポーツ庁や文化庁から
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示された部活動ガイドラインに示された活動時間の設定を行っていく。 

 次に、教員業務の見直しと業務改善の推進として、学校に作成を求める

計画などの整理や、市教育委員会主催の研修会の精選を行っていく。また、

各学校への働き方改革の重点目標や経営方針の策定に向けた指導を行って

いく。 

 最後に、ライフ・ワーク・バランスの実現に向けた環境整備として、長

期休業日の一斉休業日の設定や、有給休暇の取得促進を促すことを考えて

いる。また、教員の勤務時間について、保護者や地域の方にも知っていた

だくことが大事だと思っている。情報提供する資料を、今、こんな形でつ

くっているところだが、こういった資料をつくったり、教育委員会だより

などを活用してお知らせしていきたいと考えている。 

 また、中央教育審議会答申には、各学校の取り組むべき方策として、校

長の方針や業務の洗い出しなどが示されているので、学校として取り組む

業務の洗い出しとか個人の業務の洗い出しの取り組みを指導していきたい

と考えている。 

 学校でも、既に会議の精選や会議時間の厳守、部活動時間の変更短縮な

どを行っているところもあり、効果を上げているところもあるので、そう

いった成果を上げた取り組みについては他校にも情報提供をし、多摩市立

小中学校全体で働き方改革を進めていこうと考えている。 

 説明は以上である。 

 続けて、平成３０年度の全国体力・運動能力等調査に関する結果につい

て説明をする。 

 平成３０年１２月２０日付で、全国体力・運動能力等の結果が示された。

こちらについては、調査目的は、毎年のことだが、子どもの体力向上に係

る施策の成果と課題の検証と改善にある。全国の体力調査については、対

象が小学校５年生、中学校２年生になっている。今年度の全国的な傾向と

しては、小学校５年生男子は横ばい、中学校２年生の男子は若干の向上傾

向、女子は小５、中２、ともに向上傾向。なお、中２男子、小５女子と中

２女子は、平成２０年度以降最高の値であったというのが全国的な傾向に

なっている。体力については、一時期よりも向上傾向が見えているところ
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になる。 

 多摩市の傾向としては、小学校については全国と比較して、一つ一つは

資料を見ていただければと思うが、合計点としては、小学校５年生男子は

若干下回るという結果だった。女子のほうは、合計点はほぼ全国と同等の

結果であるということで、最高値を出している小学校女子とほぼ同じよう

な数値を出しているということで向上傾向が見えると考えている。 

 中学校については、男子は合計点は全国値を２ポイント下回るという結

果だった。女子については、全国値を上回る結果となっていて、先ほども

申したが、平成２０年度以降、最高の値である中２女子の値を上回ってい

るということで、かなりいい結果だったのではないかと捉えているところ

である。 

 意識調査、資料の２１ページ、２２ページに、これは東京都の調査を活

用させていただいているところだが、運動が好きという子どもたちについ

ては、男子は肯定的な評価は、年齢が上がるにつれて下降傾向、これは例

年どおりだが、特に今回の調査対象である中２生のへこみが大きいのかと

思っている。女子については、運動が好きとの肯定的な評価は、男子同様

に、年齢が上がるにつれて減少傾向があるが、角度が男子よりも大きくな

っているところは見られるかと思っている。だから、男子よりも、運動が

好きと答える児童生徒の割合が年齢とともに高くなっているということが

言えるかと思っている。 

 また、保健体育の授業については、男子については小４生までは横ばい

で、小５生から減少傾向に入り、また、今年度の特徴だが、中２生のへこ

みが大きいことがわかる。女子は、年齢が上がるにつれて減少傾向が見え

ていて、特に楽しいと一番肯定的な評価の減少傾向は、年齢が上がるにつ

れて減少傾向が見えている。 

 種目別で見ると、小５生のソフトボール投げ、中２生のハンドボール投

げは右肩下がりで、下降傾向があるが、経年比較で見ると、比較的右肩上

がりのものが多いので、こういった傾向があるものを特に力を入れて指導

していくことが、今後大事になってくるかと考えている。 

 スーパーアクティブスクールの指定を受けた聖ヶ丘中学校については、
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かなり高い成果を上げているので、一番最後に、まとめに書かせていただ

いたが、こういった実技の取り組みを各学校に周知をしていき、各学校の

体力向上に資するよう努めていきたいと考えているところである。 

 説明は以上である。 

折戸委員長   市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   質疑なしと認める。 

 本件についてはこれで終わる。 

須田教育部長  急遽で大変申しわけないが、１点、追加で報告をさせていただきたい案

件がある。 

 １２月の本協議会においてお伝えした多摩市いじめ防止対策推進条例に

基づく対応について、本日までに報告書の内容がまだ固まっていないので、

本日は、１２月以降の経過及び今後の予定を報告させていただくものだが、

これを追加の案件ということでお認めいただけたらと思うが、よろしいか。 

折戸委員長   異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   どうぞ。 

須田教育部長  ありがとう。口頭での説明になる。 

 １２月にご報告申し上げたとおり、昨年の１１月、市内の小中学校にお

いていじめの重大事態に該当する件が判明をした。その後、これまで１２月

から条例に基づくいじめ問題対策委員会、及びその下部組織である調査部

会等での調査として、該当者やその保護者、地域の方々、教職員等への聞

き取り調査等を４０回実施してきた。ここで、その調査をちょうど終了し

て、現在、対策委員会及び調査部会による報告書をまとめているところで

ある。 

 今後、この報告書がまとまったら、いじめ防止対策推進条例に基づく手

続きとして市長への報告を行って、再調査の要否の判断がその時点であっ

て、最終的に報告書が確定をしたら、該当者の保護者への説明をし、また

市議会に報告を行うといったことが段取りということでなる。 

 したがって、議会への報告については、恐らく４月以降になろうかとい
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うことで考えているので、これについては報告書を送付する形で報告とい

うことでさせていただきたいと今考えているので、その点についてご承知

おきいただけたらというお願いである。 

 説明は以上である。お時間をいただき、どうもありがとう。 

折戸委員長   説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

折戸委員長   質疑なしと認める。 

 本件についてはこれで終わる。 

 以上で協議会を終了する。 

                  午後 ７時２２分 再開 

折戸委員長   休憩前に引き続き会議を開く。 

 委員会を再開する。 

 以上で本日の日程は全て終了した。 

 これをもって子ども教育常任委員会を閉会する。 

                  午後 ７時２２分 閉会 
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